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大仙市議会企画産業常任委員会会議録 

 

日 時 平成２７年３月９日（月曜日） 午前１０時００分 ～ 午後３時４１分 

 

会 場 大仙市役所 ３階 互助会館第１会議室 

 

出席議員（７人） 

 １番 冨 岡 喜 芳   ８番 藤 田 和 久  １１番 茂 木   隆 

１３番 古 谷 武 美  １４番 武 田   隆  １６番 高 橋 幸 晴 

２０番 佐 藤 清 吉 

 

欠席議員（０人） 

 

説明のため出席した者 

企 画 部 長 小 松 英 昭  次長兼総合政策課長 相 馬 幸 則 

総 合 政 策 課 参 事 高 橋 正 人  総 合 政 策 課 主 幹 冨 樫 真 司 

総合政策課副主幹 佐 々 木 英 樹  総合政策課副主幹 伊 藤 ひ ろ み 

総合政策課主席主査 木 村 愼 吾  情報システム課長 加 賀 勘 悦 

情報システム課主幹 久 米 啓 之  情報システム課主席主査 大 隅 寿 範 

男女共同参画・交流推進課長 佐 々 木 繁 隆  男女共同参画・交流推進課副主幹 髙 橋 直 美 

男女共同参画・交流推進課主査 伊 藤 桂 子  重点政策推進室主査 畑 山 由 美 子 

重点政策推進室主査 小 笠 原  潤    

 

議会事務局職員出席者 

主  査 佐 藤 和 人 

 

審査案件 

１ 議案第１９号 大仙市地域中核病院整備支援基金条例を廃止する条例の制定について 

２ 議案第２７号 新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更について 

３ 議案第２８号 大仙市過疎地域自立促進計画の変更について 
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４ 議案第２９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

５ 議案第３８号 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第１２号）【説明・質疑】 

６ 議案第６９号 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第１３号）【説明・質疑】 

７ 議案第４９号 平成２７年度大仙市一般会計予算【説明・質疑】 

 

          午前１０時００分 開  会 

○委員長（高橋幸晴） おはようございます。 

  時折、白鳥が上空で叫かんでいる声が聞こえてきました。なんかこう、北の方へ帰る

あいさつの様に聞こえられる気がいたしますが、高校、中学校と卒業式が終わりました。

出席して、この卒業する子どもたちが、県外へほとんど、特に高校ですけれども、出て

いくということは、大変悲しいような気持にもなったところです。私たちの大仙市の郷

土を如何に魅力ある郷土にしていって、その県外へ流出していった子どもたちが、また

ふるさとへ白鳥のように帰ってくるような、そういうふるさとづくりが必要ではないか

なというふうに感じてもおります。今日は２７年度に向けての予算審議、補正もありま

すけれども、重要な審議になると思います。そういう意味で、この企画という部門は大

仙市のふるさとづくりにとって、要の部署であると思いますので、どうかそういうこと

で、各委員の皆様方には、十分な審議をよろしくお願いする次第であります。 

只今から、企画産業常任委員会を開会いたします。 

今次定例会の委員会審査の日程につきましては、お手元に配付の日程表にしたがって

審査してまいります。第１日目は企画部、２日目は農林商工部・農業委員会事務局所管

の議案審査を行います。 

予算案は課ごとに説明・質疑を行い、討論・表決につきましては、２日目の農業委員

会事務局の審査終了後に一括で行うことといたします。 

正確な会議録作成のため、発言の際はマイクのスイッチを入れてからお願いいたしま

す。

 

○委員長（高橋幸晴） それでは、日程表に従って順次審査してまいります。 

はじめに、小松企画部長からごあいさつがあります。小松企画部長。 

○企画部長（小松英昭） みなさん、おはようございます。 

高橋委員長を始め企画産業常任委員会委員の皆様には、日頃から格別のご指導とご協
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力を賜っております。厚くお礼を申し上げます。 

  今次定例会におきましては、病院改築事業が完了したことに伴います廃止条例案１件、

合併特例債の活用年次延長に伴う新市建設計画の変更など単行案３件、平成２６年度の

補正予算２件、平成２７年度当初予算の合計７件についてご審議をお願いすることとい

たしております。 

  このあと、各担当課長から説明をさせていただきますが、よろしくお願いを申し上げ

ます。また、審査終了後に協議会の開催をお願いいたしております。内容は、第２次男

女共同参画プランについてご説明いたしたいと考えておりますので、合わせましてよろ

しくお願い申し上げます。 

  さて、来たる、合併後１１年目にあたります、平成２７年度におきましては、重点政

策推進室にあっては、継続しておりました市街地再開発事業南街区４棟が９月に完成と

いうことで、現在順調に工事が進められております。１１月１日を予定しておりますけ

れども、大曲ヒカリオ（北街区、南街区）がグランドオープンするというような年に    

 なってございます。 

また、男女共同参画・交流推進課におきましては、この後ご説明申し上げますけれど

も、第２次男女共同参画プランの初年度にあたるということで、様々計画に盛られた事

業が出てくるという年になっておりますし、また平成２７年度におきましては、結びサ

ポート事業が拡充されての事業実施を予定しているということになってございます。 

また、情報システム課にあっては、マイナンバー制度が本格的に始動するという年に

なってございます。 

総合政策課にあっては、盛りだくさんでありますけれども、次期総合計画の策定作業

 が本格化いたします。また自治基本条例制定作業も終盤を迎えると、また、まち・ひと・

 しごと、地方創生法の絡みであります、地方版総合戦略の策定の年にもあたってござい

 ます。 

さらには、第３期地域公共交通計画の策定もあるということでありますし、コミュニ

ティＦＭが８月をもって本開局を迎えるというような状況になってございます。 

  また、花火産業構想についても、これまでも議員の皆様にも概要についてご説明申し

上げてるわけですけれども、平成２７年度からは先行型の予算を使っての事業が本格的

に始まる予定であるというようなこともあります。 

なお、当部担当の施策１の花火伝統文化継承資料館（仮称）については、先週木曜日
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（５日）にコンサルから基本的な考え方をまとめた成果品が上がってきてございます。

今後この内容を精査いたしまして、教育委員会、あるいは建設部等関係部署と協議し、

市長協議を経て市としての考え方をまとめた上で、改めて議員の皆様にご説明申し上げ

たいと考えてございます。３月１７日の議会最終日に、２７年度の花火産業構想のアク

ションプランについて、全体の細かい事業の説明会をお願いしておりますけれども、こ

の花火伝統文化継承資料館の説明については、おそらくそれまでには作業的には間に合

わないということでありますので、改めまして施策１についての説明会を４月当初辺り

になると思いますけれども、ぜひお願いしたいというふうに考えてございます。 

最後になりますが、来たる３月２１日には座間市との友好交流都市協定締結式、また

終了後には新作花火コレクションに座間市の皆様をお迎えするという事業もあります。

また翌日２２日には、大仙市誕生の１０周年記念式典がございます。現在、当総合政策

課が中心となって準備作業を進めております。最後の追い込みを行っているところでご

ざいます。これまで議員の皆様からの様々なご意見やご指導をいただいきました。この

場をお借りいたしまして感謝申し上げたいというふうに思います。成功に向けて、もう

一頑張りいたしますので、どうぞ引き続きよろしくお願い申し上げたいというふうに思

います。 

以上で、冒頭の挨拶に代えさせて頂きます。本日はどうかよろしくお願いいたします。 

○委員長（高橋幸晴） ありがとうございました。 

 

○委員長（高橋幸晴） それでは、議案審査に入ります。 

議案第１９号「大仙市地域中核病院整備支援基金条例を廃止する条例の制定について」

を議題といたします。当局の説明を求めます。相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） それでは、資料Ｎｏ１、議案書の３７ページ及び３

８ページをご覧いただきたいと思います。 

議案第１９号「大仙市中核病院整備支援基金条例を廃止する条例の制定」につきまし

てご説明申し上げます。 

 本条例は、秋田県厚生農業協同組合連合会が行う仙北組合総合病院の改築を支援する

ため、平成２３年３月２３日に制定したものでありますが、平成２６年５月１日の大曲

厚生医療センター開院に合わせ、本基金を活用し、来院者の利便性向上と入院患者の療

養環境の充実を図るための施設整備を行い、事業が完了し本条例の目的を達成したこと
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から、平成２７年４月１日をもって廃止するものであります。 

なお、基金（１，０７１万８千円）の活用内容でありますけれども、待合室等への映

像機器整備として、テレビ１９台、記録再生機器５台など２８６万７千円、４階屋上の

緑化整備として、バラ苗やプランター、収納庫、管理用備品、屋外ベンチなど７２４万

７千円、このほか車イス１０台、待合室ソファ２台分として４１万７千円などとなって

おります。 

 以上、大仙市中核病院整備支援基金条例の廃止についてご説明申し上げましたが、よ

ろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、お願いします。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 討論なしと認めます。 

それではお諮りいたします。本件につきましては、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第２７号「新市建設計画（大仙市まちづくり計画）

の変更について」を議題といたします。当局の説明を求めます。相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 次に、資料№１、議案書５８ページから６６ページ

の、議案第２７号「新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更」につきまして、ご

説明申し上げます。 

はじめに、新市建設計画について概要を説明させていただきたく、Ａ４版１枚両面刷

りの資料を配付させていただきましたので、この資料からご説明をさせていただきます。 

まず、１、新市建設計画とは、であります。 

今から１２年前の平成１５年４月、市町村合併に向けた協議を行うための大曲仙北合
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併協議会が設置されました。この協議会は、合併特例法の規定に基づき設置されたもの

で、法律では、協議会は、新市建設計画の作成と、その他市町村の合併に関する協議を

行うとされております。 

この新市建設計画では、（１）に記載のとおり、合併後の大仙市のまちづくりについ

ての基本方針を定め、これに基づく建設計画を策定して、８市町村の均衡ある発展を図

る具体的な施策の方向を示したものであります。 

 つまり、合併後の将来ビジョンというものでありまして、平成１６年４月に開催され

た第１３回目の合併協議会で最終的に決定されております。 

次に、（２）新市建設計画の構成、内容でありますが、これも合併特例法の規定によ

りまして、新市を建設していくための基本方針、基本方針実現のための施策や主要事業、

公共施設の適正配置と整備、財政計画、これらを中心に内容が構成されております。 

 （３）計画の期間は、合併後の平成１７年度から平成２６年度まで、今年度末までの

１０年間というふうになってございます。 

  次に（４）として、大仙市総合計画との関連性ということであります。 

 総合計画は、総合的かつ計画的な行政運営のために、合併後の大仙市において策定し

た基本構想、基本計画及び実施計画のことをまとめてこのように呼んでいるものであり

ますが、地方自治法では、当時、市町村が総合計画を定めることが義務付けされており

ました。このことから、合併後に、大仙市総合計画の策定に取りかかり、平成１８年３

月に、計画期間を平成１８年度から２７年度までの１０年間とする総合計画を策定して

おります。 

 合併前に策定した新市建設計画との関係ですが、資料に記載のとおり、「大仙市総合

計画が策定されるまでは、この建設計画をベースにまちづくりを展開し、大仙市総合計

画の内容は、建設計画の内容を引き継ぐこととする」としていることから、新市建設計

画の内容を引き継ぎ、これらの内容を含めた形で、改めて、合併から１年後に大仙市総

合計画を策定したものであります。 

 現在、市の施策は、この総合計画が大元となって実施されておりますが、いわば、新

市建設計画は、大仙市の設計図として合併後の大仙市が策定した総合計画の基礎となっ

たものであります。 

なお、この総合計画も、来年度には計画期間の最終年度を迎えることになります。平

成２３年８月の地方自治法の改正により、総合計画の策定の法律上の義務付けはなくな
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りましたけれども、今後も、市政運営の基本方針として総合計画は策定するとの考えか

ら、平成２８年度から平成３７年度までを計画期間とする次の総合計画の策定に向けて

現在準備を進めているところであります。 

 （５）の合併特例債ですが、これは、合併した市町村への国からの財政支援のひとつ

として、国の財源補てんであります地方交付税の合併算定替の制度とともに、市の財政

運営に大きな役割を果たす制度であります。 

 なお、地方交付税の合併算定替は、合併特例法の中で規定されているものであります

が、旧８市町村が受け取っていた交付税の合計額を、合併後も１０年間保障するという

ものでありまして、１１年目となる来年度からは５年間をかけて上乗せ分が削減される

こととなっております。 

 本題の合併特例債でございますけれども、これも合併特例法で定められている制度で

ありますが、合併した市が、新市建設計画に基づいて実施する事業の経費に対し、合併

から１０年の間、特例的に認められる市債であります。 

  これは、対象事業費の９５％を合併特例債として賄うことができまして、その後、市

が支払うべき元利償還金に対しては、国がその７０％を負担するという、他の市債とは

異なり、市にとっても大変有利な制度となっております。 

 この合併特例債の制度を踏まえまして、裏の２ページをご覧ください。 

  ２、計画変更の理由を記載しております。 

平成２３年３月に発生した東日本大震災を受けまして、その年の８月、地方債の特例

に関する法律が成立・施行され、被災した合併市町村については、合併特例債の発行可

能期間が、それまでの１０年から１５年に延長されました。 

 その後、国では、この法律の一部を改正し、平成２４年６月、被災した合併市町村に

ついては、合併特例債の発行可能期間を１５年から更に２０年に、そして、大仙市のよ

うに直接の被害を受けなかった合併市町村についても、１０年から１５年に、それぞれ

特例債の発行可能期間が５年間延長されることとなっております。 

 このことを受けまして、大仙市でも合併特例債を今後５年間活用していくため、活用

の根拠となります新市建設計画についても、計画期間を５年間延長したいとするもので

あります。 

先程も申し上げましたように、現在、新市建設計画は、総合計画にその内容を引き継

いだものでありますが、合併特例債を発行するためには、法律上、新市建設計画の計画
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期間を延長する必要があることによるものであります。 

合併特例債といえども、市の借金でありますので、どんどん活用するということには

一定の歯止めをかける必要があることは当然でありますが、同じ借金をするにしても、

合併特例債は元利償還金の７割を国が負担する、市にとっては有利な制度でありますこ

とから、これを必要に応じて活用するためには、計画変更という手続きを事前に済ませ

ておく必要があるものでございます。 

 そこで、計画の変更内容について、３の（１）として記載してございます。 

 現在、総合計画が新市建設計画の内容も含めて施行されているという状況であること

から、新市建設計画については、合併特例債の発行のために最低限必要な変更のみにし

たいと考えており、①計画期間を平成３１年度までの５年間延長すること、それから、

②現在の計画には１０年間の財政計画を載せてありますが、これを１５年間分の財政計

画に見直すこととしておりますが、これに加えまして、合併特例債の活用を今後予定し

ているものの、現在の計画では、その活用予定事業の登載を計画書の文言から読み取る

ことが難しく、はっきりと計画書にうたうようにとの県からの指導を受けた２つの事業

について、追加をするものが③であります。 

 １つが、社会福祉法人水交会が改築を計画している、障害者の入所支援施設である「か

わ舟の里角間川」への支援を予定した「障がい者、障がい児福祉施設整備事業」、もう

１つが、歴史資料として重要な公文書等の保存・調査研究を行うため、旧双葉小学校を

改修する「公文書館整備事業」であります。 

 なお、次の（２）ですが、計画の変更については、昨年１１月から今年１月にかけて

各地域協議会にご説明申し上げまして、それぞれ了承を得ているほか、合併特例法に基

づく県との協議については、先月２３日に協議を終了してございます。 

 以上が、資料の説明であります。 

 それでは、計画の具体的な変更の内容につきましては、議案書により説明させていた

だきます。 

 議案書の５９ページをご覧願いたいと思います。 

変更の内容が分かりやすいよう、新旧対照表形式としており、表の左側が現行の計画、

右側が変更後の案で、下線部分が変更箇所であります。 

 最初の、計画の表紙については、現行のものに、変更年月と市名を入れます。 

 次の「計画の期間」の項は、平成３１年度までの１５年間に変更いたします。 
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 次の「障害者」については、現在、市の方針として「害」の文字を原則ひらがな表記

とすることとしておりますので、計画書の中で漢字表記になっている箇所を全てひらが

な表記とするために、５９ページと６０ページにわたり、関係箇所を同様に変更してお

ります。 

 このページの下から２段目、「障がい者、障がい児福祉」の項、及び６０ページの「主

要事業等」の欄については、先程ご説明いたしました今後の施設整備に対する支援にあ

わせ、現行の障害福祉施策の目的や制度に沿った文言に変更しております。 

 次に、６１ページをご覧願います。 

  このページにつきましては、公文書館の整備を予定した所要の文言追加を行っており

ます。 

 次に、６２ページから６６ページであります。 

  この５ページ分につきましては、財政計画の部分であります。 

 最初の３ページ分が、歳入、歳出の項目ごとに財政計画の内容を文言として記載した

もの、６５、６６ページが、現行と変更後の歳入歳出の推移を、数値として表にしたも

のであります。 

 ６６ページの表については、平成１７年度から２５年度までが実績額、２６年度が実

績見込額、２７年度から３１年度までが推計、シミュレーションの数値であります。 

 なお、この財政計画はもちろんでありますが、新市建設計画の変更内容につきまして

は、県の関係課との協議を踏まえてのものとなっております。 

 また、変更後の新市建設計画は、今月下旪に議員の皆様にお渡しする予定としており

ます。 

 以上、新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更につきましてご説明申し上げま

したが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、お願いします。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） 一般質問でも質問させてもらいましたけれども、市長の答弁で、

合併協議会の時の各市町村から持ち寄った建設計画、それについて、当初の建設計画、

それから総合計画に移行した際の理由、削られたとか、無くなったとか、無くしたとい

うやつが半分くらいあるはずなんだけども、それの整理をするという市長の答弁だった

んだけども、そういうことはやられるんだっしよな。 
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○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 質問にお答え申し上げます。 

次の総合計画の策定に向けて、１０年間を検証する必要がありますので、そこはき   

ちっと整理をさせていただきたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 武田委員。 

○１４番（武田 隆） いずれまだ旧町村の人方、当時合併協の委員だった人どがって、

合併協の時持ち寄ったそれというのがまだ頭にあるんだっしよな。それが全然手をかけ

ていられないとか、あの時こういう約束だったねがというやつを、そういう気持ちでい

るわけっしよな。それをきちっと、これはこういう理由でやめました、これにうつした

とか、そういうきちっとしたものを１回、それを１０年目に整理してださねば、いつま

でもその合併協の話が引きずられてくると思うんだっしよ。だからそれを市長にお願い

したらやると言うっけがら、なんとかきちっと整理したもので一般市民に公開できるよ

うなかたちにして、情報提供をお願いしたいということで終わります。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 質問にお答え申し上げます。 

いま申し上げましたとおり、きちんと検証いたします。総合計画は構想と、それから

実施計画も作るわけですので、当然、その実施計画の部分において、そこを検証しなが

ら次に向けてやっていきたいと思いますし、当然市民にも、どういうかたちで公表でき

るか分かりませんけれども、当然公表していかなければならないと思っていますので、

その辺をきちんと進めてまいりたいと思ってます。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。藤田委員。 

○８番（藤田和久） ６６ページの表見れば、予算額は年々尐しずつ減っていますよね。

２６年度辺りからこう減っていってます。それ以前は合併特例債をある程度使ってきて

いるので、予算も膨らんだのかなと思ったんですけど、来年度以降は合併特例債を使う

事業はそんなに多くないということなんでしょうか。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） ６６ページに記載の、平成１７年度からずっとこう、

かなり事業費、普通建設事業費も多かったんですけども、合併後いろいろ事業もやって

きましたので多かったんですけれども、この後それに伴う合併特例債を活用した事業も

多かったんですけれども、段々その合併特例債を活用する事業、なんでもかんでもいい
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という訳にはいきませんので、いろいろ精査をしながらやってきまして、この後もう５

年間使えるわけですけども、その５年間の部分でやっていく事業というのは、それほど

大きい、盛りだくさんあるわけではなくて、限定された、先ほども申し上げましたけれ

ども、例えば公文書館の整備とか、そういった限られた事業しか残っていませんし、他

の部分でもきちっと行財政改革とあわせてやっていますので、結果としてみれば歳入歳

出の予算が段々こう減ってきてるというような状況になってます。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 討論なしと認めます。お諮りいたします。 

本件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第２８号「大仙市過疎地域自立促進計画の変更につ

いて」を議題といたします。当局の説明を求めます。相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 次に、資料№１、議案書６７ページ及び６８ページ

の、議案第２８号「大仙市過疎地域自立促進計画の変更」につきまして、ご説明申し上

げます。 

 過疎計画の変更につきましては、交付税措置の有利な「過疎対策事業債」いわゆる「過

疎債」ですが、起債充当率原則１００％、交付税算入率７０％というこの有利な起債を

活用するために、その前提となる手続きとして、現在の計画に登載のない部分について、

今回計画の変更を行いたいというものであります。 

なお、計画の変更につきましては、従来の計画に具体的な事業内容が入っていない部

分に、新たに事業を加える場合は「重度変更」と呼ばれ、計画変更に関する単行議決を

必要とするものであります。今回の変更は、これに当たるものが１件あることから、議

案として上程させていただいたものでありますが、このほか、「議会の議決を要しない
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変更」、いわゆる「軽微変更」もありますので、両方あわせてご説明させていただきた

く、議案書とは別にＡ４版４枚ものの資料を配付させていただきましたので、この資料

に基づいてご説明させていただきます。 

 資料１ページをご覧願います。 

 はじめに、計画の根拠となっております「過疎地域自立促進特別措置法」いわゆる「過

疎法」について記載しております。この部分については、昨年９月にも説明をさせてい

ただいておりますが、改めて概要を説明させていただきます。 

過疎対策に関する法律は、昭和４５年４月に「過疎地域対策緊急措置法」が１０年の

時限立法として施行されたことに始まり、以後、失効期限を迎える際に新たな法律が制

定され、現在の過疎法で４つ目の法律となっております。 

 現在の過疎法も、当初、平成１２年４月１日から１０年間の時限立法として制定され

たものでありますが、平成２２年３月に議員立法により成立した改正過疎法により、失

効期限が６年間延長され、平成２８年３月３１日までとなっております。 

現在、市が策定・保有しております過疎地域自立促進計画につきましては、平成２２

年の９月議会において平成２７年度末までの計画を議決いただいたものであります。 

 なお、この法律改正の中で目玉とも言えるのが、それまでハード事業に限られていた

過疎債の充当が、一定の基準の下ではありますが、ソフト事業に対しても可能とされた

ことであります。これを、法律上では「過疎地域自立促進特別事業」と記載しているも

のであります。 

 また、その後、東日本大震災の影響を鑑み、平成２４年６月に再び過疎法が改正され

まして、平成３３年３月３１日までと、さらに５年間延長されております。 

 さらに、平成２２年国勢調査の結果に基づく過疎地域の要件の追加と、過疎債の対象

施設の追加を内容とした過疎法の一部改正法が昨年３月成立し、４月１日に施行されて

おります。なお、県内の過疎関係市町村数は、昨年４月に八郎潟町が新たに加わり２１

市町村となっております。 

 次に、資料２の（１）、計画変更の内容であります。 

 ①が議案として上程しております、過疎計画上、「高齢者等の保健及び福祉の向上及

び増進」に区分される「障害者福祉施設」に係る事業の追加が１件であります。 

「障害者福祉施設」については、昨年３月に過疎法が改正された際、新たに対象施設

として追加されたものでありますが、今年度、社会福祉法人柏仁会が、刈和野地区に介
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護保険と障害福祉の複合施設を整備することから、障害者施設に係る部分の整備に市が

助成するための財源を過疎債に求めようとするものであります。 

②が、議会の議決を要しない変更ということで、過疎計画上、「産業の振興」に区分

されるものとして事業の追加が８件、「交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の

促進」に区分されるものとして事業の追加が２件、「生活環境の整備」に区分されるも

のとして事業名称の変更が１件と事業の追加が２件、そして、「高齢者等の保健及び福

祉の向上及び増進」に区分されるものとして事業の追加が１件の、計１４件であります。 

 １ページから２ページにわたって記載しております「産業振興」の「基盤整備」につ

きましては、８件すべて県営事業に係る負担金でありまして、新規採択３地区のほ場整

備のほか、頭首工や水路工などの整備に係る事業５件の追加であります。 

 次に記載の、「市町村道」及び「林道」につきましては、神岡地域の坊ヶ沢戸月線の

整備の追加と、南外地域の県営北田山田ヶ沢線の整備に係る負担金の追加であります。 

 また、次に記載の「水道施設」の「簡易水道」につきましては、事業名称を「仙北東

部地区」から「仙北中央地区」とする変更と、老朽化に伴い施設改修を行う半道寺地区

の整備の追加、及び水源の新設を行う淀川地区の整備の追加であります。 

 最後に記載しております過疎地域自立促進特別事業、いわゆる「過疎ソフト事業」と

して、買い物空白域解消対策事業の追加が１件であります。これは、近隣の商店の撤退

や高齢化等の進展から、日常の買い物に不便を感じる「買い物弱者」と言われる方が増

えている現状を踏まえ、買い物機会を提供する取組として、移動販売車の運行委託事業

を実施するものであり、高齢者の日常の見守りといった効果も期待できるものと考えて

おります。 

次に、（２）でありますが、今回の計画変更につきましては、県との協議を２月６日

までに済ませており、議会からの可決をいただいた後の今月下旪に、県知事あての正式

な報告を予定しております。 

 次に、３ページをご覧願います。 

（３）でありますが、今回の計画変更に係る事業と、予算との関係、予算での計上状

況を記載しております。 

 はじめの、平成２６年度一般会計の歳入予算「障がい者施設整備事業債」２，５００

万円につきましては、歳入予算としては未計上であります。過疎計画への登載と県から

の起債同意を受け、歳入予算への計上を行う予定でありますことから、予算補正は年度
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末に専決処分をさせていただきたいと考えているものであります。 

 次からが、平成２７年度の当初予算に計上しているものであります。 

歳入予算「県営土地改良事業債」につきましては、予算書上では、農業の基盤整備に

係る事業を包括した予算額となっておりますが、各事業の個別の予算額を括弧書きとし

て記載しております。 

 なお、「戦略作物生産拡大基盤整備促進事業」の「中仙地区」につきましては、平成

２７年度での実施工種（暗渠工）が起債の対象外であることから、市債を計上せず、２

８年度での計上を予定しております。 

 その下の、「道路整備事業債」及び「高能率生産団地路網整備事業債」についても、

予算書上では他路線の分を含めた形での予算額でありますが、計画変更に係る事業の予

算額をこれも括弧書きで示してございます。 

 その下、「買い物空白域解消事業債」につきましては、南外地域での実施に係るもの

で、１２０万円が計上されております。 

 「簡易水道整備事業債」につきましては、予算書上、これも他の地区での整備分も一

括で予算計上されておりますことから、地区ごとの予算額を括弧書きとして記載してお

ります。 

 過疎計画の変更に係る説明は以上でありますが、資料の別表といたしまして、計画の

新旧対照表を４ページから７ページに添付してございますので、後ほどご覧いただきた

いと存じます。 

 なお、変更後の過疎計画につきましては、今月下旪に議員の皆様にお渡しする予定と

しております。 

 以上、大仙市過疎地域自立促進計画の変更につきましてご説明申し上げましたが、よ

ろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、お願いします。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） ちょっと分からなくて聞きたいんですけれども、障がい者施設、

柏仁会の２，５００万の件というのは、これは補助金として出すことなんですか。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） ご質問の件につきましては、補助金として出すとい

うことですけども、そこの部分を起債で充てるということであります。 
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○１４番（武田 隆） これ今まではなんにも出てなかったっしよな。今はじめて出てき

たっしよな。２，５００万。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 歳出で、当初一般財源で見ているそうです。 

○１４番（武田 隆） 当初、１億４千万だが、貸すやつあったよな。それとはまた別に、

貸すやつは貸すやつ、してこの補助金として２，５００万というやつ出したんだ。 

  それから、１件。ちょっと場所分からなくてだんしども、坊ヶ沢戸月線という道路整

備事業債あるんだけども、これって、戸月はわがるども、坊ヶ沢ってどごだ。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 私もあまり神岡詳しくないんですけれども、八石か

ら八石新明社というお宮があるみたいですけれども、その道路の辺りから宇留井谷地の

方に向かって伸びる道路のようです。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 討論なしと認めます。お諮りいたします。 

本件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第２９号「辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

策定について」を議題といたします。当局の説明を求めます。相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 次ぎに、資料Ｎｏ１、議案書の６９ページから７５

ページをご覧いただきたいと思います。 

議案第２９号「辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定」につきましてご説明申

し上げます。 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につきましては、辺地に係る公共的施設
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の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項に規定されておりま

す。 

その内容として、この法律によって公共的施設の整備をしようとする場合は、財政上

の計画（総合整備計画）を作成し、県知事との協議を踏まえた後、議会の議決を経て、

総務大臣に提出しなければならないと定められております。 

 平成２７年１月末日現在、本市には、２９（大曲１、神岡１、西仙北１１、中仙８、

南外５、太田３）の辺地があります。辺地人口は４，２２９人、辺地面積は１３６．２

㎢となっております。 

このうち、中仙地域の栗沢辺地では、平成２２年度から５ヵ年の総合整備計画を策定

し、事業を実施しておりますが、平成２７年度以降も継続して事業を予定していること

から、あらためて平成２７年度から３１年度までの５ヵ年の計画案を作成し、本年２月

１０日付けで県知事と協議が整いましたので、今次定例会に本計画書を提出し、議会に

議決をお願いするものであります。 

 今回議決をいただきます栗沢辺地の整備計画の事業内容は、議案書の７０ページに記

載のとおり、市道中仙１７号線の改良舗装事業となっております。 

市道中仙１７号線は、栗沢辺地と国道１０５号線を結ぶ最短経路の基幹道路でありま

すけれども、路面の損傷や修理を繰り返している箇所が多く、また幅員も５．５ｍと狭

隘であることから、本計画によって拡幅、改良舗装工事を実施いたしまして、地域住民

等の交通の安全、安心を確保しようとするものであります。 

  平成２７年度から３１年度までの５ヵ年の事業費は、１億３，９９０万円となってお

り、全額を辺地対策事業債で手当てするものであり、また、年度別事業計画については、

７２ページから７３ページに記載のとおりとなっております。 

 以上、栗沢辺地に係る公共的施設の整備計画等についてご説明申し上げましたが、よ

ろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、お願いします。はい、冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） 質問ではないんですけれども、資料の提出をお願いしたいんですけ

れども、大仙市で辺地認定になってる地区別の数と場所を、もし出来れば後で資料で提

出願いたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 
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          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 討論なしと認めます。お諮りいたします。 

本件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第３８号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第

１２号）」を議題といたします。 

はじめに、総合政策課所管の説明を求めます。相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） それでは、議案第３８号「平成２６年度大仙市一般

会計補正予算（第１２号）」のうち、総合政策課所管の歳入並びに歳出予算につきまし

てご説明申し上げます。 

  途中、歳入が伴う事業説明の際には、歳入説明のためページを行き来することとなり

ますが、あらかじめご容赦願います。 

  議案書別冊の「資料№３ 補正予算書〔３月補正②〕」の１７ページ、上段をご覧い

ただきたいと存じます。 

 はじめに、歳出２款１項１０目企画費１５事業「コミュニティＦＭ」開局準備経費は、

４４８万５千円の減額補正であります。 

  本事業は、地域の活性化及び防災対策等を目的としたコミュニティＦＭ局のアンテナ

やスタジオ等の設備を整備するとともに、運営会社となる株式会社ＴＭＯ大曲への支援

を行い、平成２７年８月の開局を目指すものであります。  

  補正の内容でありますが、コミュニティＦＭ局の開局に必要な親局及び中継局の設計

委託をはじめ、スタジオ設計業務やイベント放送支援等の業務委託、及びコミュニティ

ＦＭ放送のアンテナ、放送機器等の整備工事の事業費が確定したことから、委託料にお

いて４１２万９千円、工事請負費において３５万５千円、合わせて４４８万４千円を減

額補正するものであります。 
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次に、６５事業「人材育成基金積立金」は、１千円の補正であります。 

  これは、人材育成事業補助金の原資である人材育成基金に預金利子が生じたことによ

り、当該利子１千円を同基金に積み立てるものであります。 

  なお、これにあわせ歳入につきましても補正が必要でありまして、予算書１４ページ、

歳入１６款１項２目「利子及び配当金」の上から６つ目となります、「人材育成基金預

金利子」として１千円の補正を行うものであります。 

  再び、１７ページに戻っていただきたいと思います。 

  次に、１１目地域振興費１４事業「地域交通対策事業費」につきましては、 

７，４６６万１千円の補正であります。 

  なお、「資料№３－１の３月補正②の主な事業の説明書」では、４ページとなります。 

  はじめに事業の目的でありますが、生活バス路線は、隣接する市町村や市内通院・通

学・買い物などの日常生活を支える重要な交通手段として運行されていますが、尐子高

齢化が進む本市においては、その利用者数が減尐の一途をたどっており、路線の存続が

危ぶまれております。こうした現状を踏まえ、最低限必要な路線の維持に対して必要な

措置を講じ、交通弱者等の日常の足の確保に務めているものであります。 

また、この基幹路線に連結する形で、循環バスや乗合タクシー等を運行し、各地域に

おける移動手段を確保するものであります。 

  はじめに生活バス路線補助金につきましては、国・県との協調により実施している生

活バス路線の運行維持に対する補助といたしまして、バス事業者である羽後交通株式会

社に対し補助するものであり、事業サイクルの関係から、毎年この時期に予算の補正を

お願いしているものであります。 

  この補助金につきましては、平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日までの

運行実績を対象に、県が決定した補助金を市が一旦受け、その後、市の補助金分と合算

してバス事業者に拠出するという協調補助形式となっております。 

補助金の内訳につきましては、国庫補助対象路線分として大曲角館及び横手大曲の２

路線で合わせて１，６４０万７千円、県単独補助対象路線分として長信田線ほか５路線

で合わせて３，７７１万１千円、市単独補助路線分として杉山田線及び稲沢線の２路線

で合わせて１，７８７万円となっております。 

  次に、乗合タクシー及び循環バス運行経費につきましては、大曲地域における乗合タ

クシー利用者の増加による負担増として１５４万４千円、また、循環バスについては、
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再編により利用者の増加にはつながったものの、当初想定した見込みよりも尐なく、加

えて、割引率の高い回数券の販売を行ったところ、その利用が多く、結果的に利用料金

収入が当初見込みを下回る可能性があり、これらにかかる経費の負担増として１１２万

９千円であります。 

このことから、生活バス路線補助金として７，１９８万８千円、乗合タクシー及び循

環バス運行経費負担金として２６７万３千円、合わせて７，４６６万１千円の補正をお

願いするものであります。 

  なお、歳入についてでありますが、予算書１２ページの一番下、歳入１５款２項１目

「総務費県補助金」の「秋田県生活バス路線等維持費補助金」として５９２万１千円の

補正をお願いするものであります。 

再び、１７ページに戻っていただきたいと思います。 

  次に、同じく１１目１６事業「がんばる集落活性化支援事業費」は、５４９万５千円

の減額補正であります。 

 本事業は、自治組織が自ら行う維持・活性化に向けたリーディングケース（先例とな

る案件）となり得る取り組みに対しまして支援措置を講じ、持続可能な自治組織の形成

に資する主体的な活動と自治意識の醸成を促進することによりまして、自治組織の振興

と発展を図ることを目的として、平成２３年度に創設した制度であります。過疎地域自

立促進特別措置法に基づく過疎ソフト事業債を財源としておりまして、平成２７年度ま

での時限で、実施しているものであります。 

  制度の内容でありますけれども、「小規模集落・地区振興モデル支援」、「地区ビ     

 ジョン策定支援」及び「集落支援員導入集落活動支援」の３つの支援区分を設定し、自

治組織が自主的に展開する維持・活性化活動に対し支援するものとなっております。 

  本年度の活用状況につきましては、申請件数が４件、補助金額が３４６万８千円と   

 なっておりますが、他に１件の申請が予想されておりまして、今年度採択となった事業

については、今後の変更申請に対応するための補助上限額を確保したうえで、不要見込

みとなる５４９万５千円の減額補正をお願いするものであります。 

  なお、歳入につきましては、予算書１５ページ、下段、歳入２１款１項１目「総務債」

の「集落活性化支援事業債」について、３６０万円を減額補正するものであります。 

再び、１７ページに戻っていただきまして、次に、同じく１１目１７事業「町内集落

会館整備事業費」は、５千円の補正であります。 
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  これは、町内集落会館整備事業の貸付原資であります「貸付基金」に預金利子が生じ

たことによりまして、当該利子５千円を同基金に積み立てるものであります。 

  なお、これにあわせまして歳入につきましても補正が必要であり、予算書１３ページ

となりますけれども、歳入１６款１項２目「利子及び配当金」の下から２つ目の「町内

集落会館整備費貸付基金預金利子」に５千円の補正を行うものであります。 

再び、１７ページに戻っていただきまして、次に、中程から尐し下の４８目９０事業

「地域振興基金積立金」は、８２万１千円の補正であります。 

  これは、市民の連帯意識の強化及び協働のまちづくりを推進し、地域の振興及び市民

の一体感の醸成を目的とした事業を実施するために設置されました「地域振興基金」に

預金利子が生じたことにより、８２万１千円の補正をお願いするものであります。 

  なお、歳入につきましては、予算書１４ ページ、歳入１６款１項２目「利子及び配当

金」の上から３つ目の「地域振興基金預金利子」として８２万１千円の補正を行うもの

であります。 

  再び、１７ページに戻っていただきまして、次に、４９目９０事業「ふるさと応援基

金積立金」は、８５２万４千円の補正であります。事業説明書は５ページとなります。 

  これは、「ふるさと納税制度」に基づいて寄附をいただく「ふるさと応援寄附金」に

ついて、本年１月末までに寄附をいただいております５５件８５１万４千円と、当該寄

附金を積み立てております「ふるさと応援基金」に係る預金利子１万円を、今回同基金

へ積み増しするため、２５節の積立金に８５２万４千円を補正するものであります。 

  なお、歳入につきましては、予算書１４ページ、歳入１６款１項２目「利子及び配当

金」の上から７つ目の「ふるさと応援基金預金利子」として１万円、同じく１４ページ

の一番下、歳入１７款１項５目「ふるさと応援寄附金」として８５１万４千円をそれぞ

れ補正するものであります。 

 再び、１７ページの下段をご覧願います。 

  次は、当課所管事業の最後でありますけれども、５４目９０事業「地域中核病院整備

支援基金積立金」は、３千円の補正であります。 

  これは、大仙仙北地域の中核病院であります仙北組合総合病院の改築整備を支援しよ

うとしてくださる方々からいただく寄附金の受付は、平成２５年度で終了しております

が、当該寄付金を積み立てている「大仙市地域中核病院整備支援基金」に預金利子が生

じたことによりまして、当該利子３千円を同基金に積み立てするものであります。 
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  なお、歳入につきましては、同じく予算書１４ページ、歳入１６款１項２目「利子及

び配当金」の下から３つ目の「地域中核病院整備支援基金利子」として３千円を補正す

るものであります。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、お願いいたします。武田委員。 

○１４番（武田 隆） 大変恐縮ですけれども、地域公共交通対策の中で、長野から立石、

それから土川杉沢までという、そういう乗合タクシーの運行できないかという要望あげ

だったっしども、それはどのようになってるが教えてもらえますか。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 新年度予算の方でご説明申し上げようかと思ってお

りましたけれども、今説明させていただきます。要望を踏まえまして、この後、今アン

ケートを取っておりまして、利用者ニーズを踏まえて実現の可能性があれば、早ければ

まず今年の夏ごろからスタートしたいなというふうなことで準備を進めております。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

  ここで、暫時休憩したいと思います。再開は１１時１５分といたします。 

          午前１１時 ５分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午前１１時１５分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

つぎに、情報システム課所管の説明を求めます。加賀情報システム課長。 

○情報システム課長（加賀勘悦） 情報システム課の加賀です。 

 それでは、議案第３８号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第１２号）」のう

ち、情報システム課所管にかかる補正予算につきまして、ご説明をさせていただきます。 

資料№３「３月補正②予算書」の１７ページ、上段をご覧いただきたいと存じます。 

 初めに、２款１項１０目３０事業「超高速情報通信基盤設備管理費」につきましては、

光ブロードバンドサービス、高速、大容量な通信回線提供のため、ＩＲＵ契約、関係当
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事者の合意がない限り、破棄したり、終了させることができない永続的な回線使用権に

よる契約によりＮＴＴ東日本に貸し出している光ファイバ通信網の維持管理に要する経

費であります。 

  本年度、県営農地集積加速化基盤整備事業、及び県単道路補修事業等において、本市

の光ファイバケーブルの移設が必要になり、その移設工事に伴う物件移転補償費として

３２４万７千円が歳入に見込まれるため歳入に増額し、これを当事業に充当し、一般財

源から同額を減額するもので、いわゆる財源振替をお願いするものであり、補正後の歳

出予算額については増減がありません。 

 次の事業をご覧願いただきたいと存じます。 

  ２款１項１０目６２事業「地上デジタル放送再送信施設基金積立金」につきましては、

歳入歳出とも６千円の増額補正をお願いするもので、補正後の額はどちらも６千円の増

額となっております。 

  利息の元本となる基金の「大仙市地上デジタル放送再送信施設管理運営基金」は、再

送信施設が自然災害や老朽化等により修理等のため支出が増えた場合、基金を取り崩し、

管理運営事業に充当し、地上デジタル放送波を安定的に利用者へ供給することを目的と

した基金であります。 

  今回、この基金の預金利息にあたる収入が見込まれるため補正するものであり、平成

２５年度決算時の基金残高１，２１４万７７３円を元本に、本年度の４月から１２月末

までに確定した利息と、１月から３月１６日までの見込み利息を一旦歳入に繰り入れ、

歳出で基金に積み立てるためのものであります。 

 次に、説明の最後になりますが、「補正予算書」の中段をご覧いただきたいと存じま

す。 

  ２款１項１３目１５事業「社会保障・税番号制度システム整備費」につきましては、

３７０万５千円の減額補正をお願いするもので、補正後の額は２，３５８万２千円とな

ります。 

 国が進めております社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度は、社会保障

と税の各制度における効率性、透明性の向上、給付や負担の公平性確保を目指すもので

あり、平成２８年１月からの利用開始が計画されており、本年１０月から個人番号の通

知が始まり、平成２９年７月から国や他の地方公共団体等とのデータ連携が出来るよう、

各種システムの改修などを行い、国のスケジュールに沿って関係する業務システムが稼



 

- 23 - 

動することを目標にしております。 

  今回の減額の理由につきましては、９月補正で予算措置をしていただきました総務省

分のシステム改修経費２，０２２万９千円につきまして、当初は早期の事業着手が必要

なことから、総務省の情報の尐ない中でシステム改修の予算措置を行ってしまいました

が、その後国から最新の情報が届きましたので、本市にとって必要な改修部分に絞り内

容を見直し、それを元に改修業者と契約したことで、全体の事業費から３７０万５千円

の差額が発生しましたので、減額補正をお願いするものであります。 

  これに伴い、歳入については財源として、国県支出金の２６９万７千円の減額、及び

一般財源の１００万８千円の減額をお願いするものであります。 

 以上で、情報システム課所管にかかる説明を終わりますが、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、どうぞお願いいたします。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ、これで議案第３８号にかかる企画部所管の質疑を終結

いたします。 

なお、討論・表決につきましては、最後に一括で行います。 

 

○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第６９号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第

１３号）」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） それでは、議案第６９号「平成２６年度大仙市一般

会計補正予算（第１３号）」のうち、総合政策課所管にかかる歳出予算につきましてご

説明申し上げます。 

 はじめに、議案書別冊の「資料№５ 補正予算書〔３月補正③〕」の８ページをご覧

いただきたいと思います。併せて、「資料№５－１ ３月補正③の主な事業の説明書」

の１ページをご覧願います。 

 ２款１項１０目企画費２２事業「総合戦略策定経費（地方創生先行型）」につきまし

ては、１，０１０万円の補正であります。 

  国では、人口減尐・超高齢社会を打開するため、昨年１１月に「まち・ひと・しごと
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創生法」を成立、人口維持に関する「長期ビジョン」とこれを実現するための「総合戦

略」をとりまとめ、閣議決定したところでありますけれども、併せて、全ての都道府県

及び市町村に対しても、平成２７年度中に「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」

を策定することを求めております。 

  本事業は、去る２月３日に成立いたしました国の補正予算により、総合戦略策定経費

が助成されることから、この交付金を活用いたしまして、大仙市版の総合戦略の策定を

進めるものであります。 

  事業の概要でありますが、はじめに、地方人口ビジョンにつきましては、まち・ひと・

しごと創生の実現に向けて、効果的な施策を企画立案する上で基礎となるもので、本市

の人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示すものであり

ます。 

  また、地方版総合戦略については、この人口ビジョンを踏まえまして、本市の実情に

応じた今後５年間の目標や施策の基本的方向、それから具体的な施策をまとめるもので

ありまして、国の総合戦略を勘案して策定するというものであります。 

 具体的には、人口の現状分析としては、人口動向分析、将来人口の推計及び分析、人

口の変化が地域の将来に与える影響の分析・考察について。 

また、人口の将来展望としては、住民の結婚・出産・子育てに関する意識・希望の調

査・分析や地方移住の現状や希望状況の調査・分析などの人口の将来展望について。 

加えて、総合戦略成果指標設定助言及び経済波及効果計測について、専門のコンサル

タント会社等に委託して実施するものであります。 

このほか、総合戦略策定にかかる外部審議委員報酬、これにつきましては、総合計画

審議委員会委員の兼務を検討してございます。加えて、印刷製本費など、本市の人口ビ

ジョン及び総合戦略の策定に要する経費として、合わせて、１，０１０万円の補正をお

願いするものであります。 

  これまでの成果と今後の方向性でありますけれども、地方版総合戦略は、本市自らが

客観的な分析に基づいてその課題を把握し、地域ごとの「処方せん」を示すものであり

ますけれども、２８年度からスタートいたします次期総合計画の策定作業と並行して、

来年度中の策定を目指すこととしております。 

  なお、財源内訳でありますけれども、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金と

して１，０００万円を充当しております。 
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また、本事業につきましては、予算の全額を平成２７年度に繰り越して実施すること

としておりまして、このことから４ページ、第２表の繰越明許費補正の一番上、２款１

項「総合戦略策定経費（地方創生先行型）」として１，０１０万円を搭載しております。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方はお願いいたします。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ、議案第６２号にかかる企画部所管の質疑を終結いたし

ます。 

なお、討論・表決につきましては、最後に一括で行います。 

 

○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」を議

題といたします。はじめに、総合政策課所管分について、当局の説明を求めます。相馬

総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） それでは、議案第４９号「平成２７年度大仙市一般

会計予算」のうち、総合政策課所管の歳出予算について、お手元の企画部「主な事業の

説明書」に基づいて、ご説明を申し上げますのでよろしくお願いします。 

 事業説明書の２－１ページをご覧いただきたいと存じます。 

  はじめに、歳出２款総務費１項総務管理費３目広報費１０事業「広報活動費」につい

てであります。 

  本事業は、広報活動を推進し、市民の理解と信頼に基づく公正で開かれた市政の発展

に資することを目的に、市民に親しまれる質の高い広報紙の発行や、また本年８月に開

局予定であるコミュニティＦＭラジオの活用により、市民に対し市の施策・事業等に関

する情報を正確かつ分かりやすく提供することを目標としております。 

事業の概要でありますが、広報紙（広報だいせん「だいせん日和」）につきましては、

毎月１日発行号のカラー版、及び１６日発行号のお知らせ版のほか、予算特集号の合わ

せて２５回の発行を予定しております。また、昨年度に引き続き、各地域の予算に関す

る話題に特化した「地域別予算特集号」の発行も予定をしております。 

加えて、本年８月に開局を予定しているコミュニティＦＭラジオ「ＦＭはなび」を活



 

- 26 - 

用した行政情報番組「毎日がだいせん日和」を放送することとしておりまして、これら

事業の実施に要する経費として、２６年度より３４５万７千円増の３，８４５万円を予

算計上するものであります。 

これまでの成果と今後の方向性でありますが、市広報紙は市民におおむね好意的に受

け止められている認識しております。また、平成２６年全国広報コンクールでは写真の

部で入選を果たすなど、市内外で高い評価をいただいておりまして、今後も市民に親し

まれ愛される広報紙づくりに努めてまいりたいと考えております。 

  なお、特定財源として、広報広告掲載料１６８万４千円を見込んでおります。 

 次に、事業説明書は、２－２ページとなります。 

  歳出２款１項１０目企画費１１事業「非核平和都市宣言経費」についてであります。 

  本事業は、平成１７年６月に本市が行った「非核平和都市宣言」を体現する事業を実

施し、平和を願う精神を後世に受け継ぎ、非核平和の実現を目指していくことを目的と

しております。 

  事業の概要でありますが、被爆地・広島に中学生・高校生をレポーターとして派遣す

る「非核平和レポーター派遣事業」をはじめ、より一層の市民の関心を集め、非核平和

事業への市民参加を促進していくために、「平和標語コンクール」や「非核平和ポスタ

ー展」を実施するほか、非核平和レポーターとして参加した中高生が同世代に向けて学

習成果を発表し平和へのメッセージを伝える集会や講演などを内容とする「仮称、平和

祈念フォーラム」を実施することとしておりまして、これら事業の実施に要する経費と

して１１７万１千円を予算計上するものであります。 

 これまでの成果と今後の方向性でありますが、「非核平和レポーター派遣事業」は本

市の独自性の高い事業であり、「学習成果を伝える」という側面を重視しながら継続し

てまいりたいと考えております。また、標語コンクールやポスター展の実施など、発信

手法を検討しながら広く市民から平和について考えていただく機会の創出に努めてまい

ります。 

なお、２６年度まで実施していた「市民平和の集い」については、非核平和レポータ

ーとして参加した中高生が学習成果を発表し、平和へのメッセージを同年代の生徒に向

けて伝える集会として再編することとしております。 

 事業説明書は、２－３ページとなります。 

  次に、１２事業「行政評価推進経費」についてであります。 
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  本事業は、市民の行政に対する意見や意識を調査・分析し、市民目線で客観的に施策

を検証することで、効果的な市政運営を行うとともに、市の施策を多くの市民に対し周

知・説明することを目的に実施しております。 

  事業の概要でありますが、地域・年代・性別などの条件により抽出した市民 

１，０００人と希望者を対象に「市民評価アンケート」を行い、総合計画の体系に基づ

き設定した設問項目について、その満足度や重要度、それから、今後さらに推進すべき

取り組み等を調査・集計し、報告書としてまとめるものでありまして、これに要する経

費として２１万９千円を予算計上するものであります。 

 これまでの成果と今後の方向性でありますが、市民の市政に対する意識や評価の経年

変化を探り、施策の効果や方向性等を確認・検討することにより、今後の事業立案や事

業見直しをするための重要な資料として活用しているほか、調査の実施や調査結果の公

表により、市民の市政への関心を高めていくことも期待できる有用な事業と認識してお

りまして、今後も所要の見直しを図りながら継続してまいりたいと考えております。 

   なお、結果報告書につきましては、これまで同様、議員各位に対して配付するほか、

定例記者会見や市広報・ホームページ等を通して市民に公表してまいります。 

 事業説明書は、２－４ページとなります。 

  次に、１３事業「ふるさと納税制度関連経費」についてであります。 

  本事業は、平成２０年度の地方税制改正により導入された「ふるさと納税制度」を活

用し、本市を応援しようとしてくださる方々から広く寄附金を募ることを目的としてお

ります。 

事業の概要でありますが、ＰＲパンフレットの印刷や首都圏ふるさと会等でのＰＲ活

動、「大曲の花火」公式プログラム等への掲載、寄附者への報告などのほか、新たに１

万円以上寄付していただいた方に対する感謝の気持ちとして、寄付金額に応じたお礼の

品を送付することとしておりまして、これに要する経費として、６５万円を予算計上す

るものであります。 

  これまでの成果と今後の方向性でありますが、これまでの寄附件数は病院分を除き、

３００件以上、金額は４，６００万円を超えており、秋田県内の市町村でも上位に位置

しております。ふるさと納税への関心の高まりによって、より多くの方がふるさと納税

を知る機会が増え、２６年度は目標を上回る寄付が寄せられておりますが、今後もさら

なる寄附者増を目指して、ＰＲ方法の検討などを進めてまいりたいと考えております。 
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また、平成２７年度から実施する寄付者へのお礼につきましては、寄付者を「大仙市

サポーター」と位置づけ、市のオリジナルカレンダーのほか、平成２５年度からブラン

ド化をめざし観光物産協会が実施している特産品開発コンクールにおいて、入賞した作

品を感謝の気持ちとしてお贈りし、寄付者が家族や友人などへの紹介を通じ、大仙市を

広くＰＲするきっかけにしていただきたいと考えているものであります。 

 事業説明書は、２－５ページとなります。 

  次に、１４事業「桜守プロジェクト事業関連経費」についてであります。 

  本事業は、市民と行政による協働のモデルケースとして、市内の桜の保全と活用を図

るしくみを確立することで、地域の桜を後世に残し伝えていくことを目的に、平成２１

年度から実施しているものであります。 

  事業の概要でありますが、平成２６年度まで実施していた「八乙女公園周辺の桜再生

事業」を全市的な視点で桜環境保全に取り組む「市民協働による桜環境保全事業」に統

合しまして、地域の身近な桜を保全するための協働作業を実施してまいります。また、

桜の保全と活用に関する講習会の実施のほか、ゼロ予算事業として大仙市さくらマップ

の情報充実及び活用促進を実施するほか、新たに桜環境保全団体に対する高所作業車操

作資格取得助成を行うこととしておりまして、これらの取り組みに係る経費としまして

２５８万３千円の予算計上であります。 

  これまでの成果と今後の方向性でありますが、過去５年間（平成２１～２５年度まで）

の桜環境保全事業において、合計２９カ所で、のべ２１９人の市民と共に、６５１本の

桜に対してテング巣病駆除作業を行っております。なお、平成２６年度は中仙地域での

４４本に加え今月、南外・仙北・太田地域の３カ所で４８本を駆除する予定であります。 

これによって桜の保全に関する気運の醸成が図られておりますが、依然として市内各

地でテング巣病の発生が見られることから、継続的に事業を実施し再生に努めるととも

に、桜マップに関しても内容等を充実させ、市民の桜への関心を醸成してまいりたいと

考えております。 

なお、特定財源として、全額、地域振興基金繰入金を充当することとしております。 

 事業説明書は、２－６ページとなります。 

  次に、１７事業「自治基本条例策定関連経費」についてであります。 

  本事業は、地方分権の進展に伴い、これまで以上に自治体の自己決定と自己責任に基

づく主体性を持った市政運営、市民本位の施策の推進が求められる中で、いわゆる「自
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治基本条例」を策定し、本市における自治の基本理念や行政運営の基本原則を明確にす

るとともに、市民との協働による市政の推進を図ることを目的としております。 

  事業の概要でありますが、条例素案の検討段階から市民の意見を取り入れるため、市

民等で構成する「大仙市自治基本条例策定委員会」と、策定委員会から求めのあった事

項を庁内で協議する「大仙市自治基本条例庁内検討会議」を開催するほか、条例素案に

ついて広く市民から意見を募るためのパブリックコメントの実施、また広報紙による特

集やリーフレット等による市民への周知を行い、市民意識の醸成や職員の意識改革に努

めていくこととしておりまして、これらの取り組みに係る経費として、７２万５千円を

予算計上するものであります。 

 これまでの成果と今後の方向性につきましては、策定委員会は昨年３月から毎月１回

のペースで開催されておりまして、まちづくりや市政運営のあり方、市民・議会・行政

の役割などについて様々な立場からご意見をいただき、条例内容の方向性が固まりつつ

あります。今後は条例の章立てや条文の検討など、より具体的な作業を進めまして、議

会のご意見もいただきながら平成２８年４月の条例施行を目指してまいります。 

事業説明書は、２－７ページとなります。 

  次に、１９事業「総合計画策定経費」についてであります。 

  本事業は、現行の大仙市総合計画の計画期間が平成２７年度までとなっていることか

ら、今後１０年間の市の重点的な取り組みやまちづくりの基本方針を明らかにする次期

計画を策定することを目的としております。 

  事業の概要でありますが、計画策定にあたっては、庁内策定会議の開催や条例の規定

に基づく「大仙市総合計画審議委員会」を開催し、計画策定に向けた必要な調査・審議

を行うほか、各地域協議会への説明・意見聴取、パブリックコメントなども実施するこ

ととしております。 

  また、次期計画に反映することを目的に、地域交流や地域支え合いの多機能型の拠点

を形成し、持続可能な地域づくりを推進するためのビジョンの策定や、３０代・４０代

職員等で構成する人口減尐問題に関する庁内勉強会を開催することとしており、これら

の取り組みに係る経費として、２６年度より２４４万９千円増の３６０万２千円を予算

計上するものであります。 

 今後の方向性でありますが、計画の策定にあたり、これまでの市の取り組みに対する

総括、また総括を踏まえた今後の市の在り方を見据えた計画とするため、市民の声を十
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分に反映させるための工夫・配慮に努め、平成２８年３月の策定を目指してまいります。 

事業説明書は、２－８ページとなります。 

  次に、２２事業「コミュニティＦＭ関連事業費」についてであります。 

  本事業は、地域の活性化及び防災対策等を目的としたコミュニティＦＭ局について、

平成２７年８月の開局を目指して必要な準備を進めるものであります。 

  事業の概要でありますが、大曲地域の太平山（姫神山）に親局を設置するほか、昨年

のイベント放送の結果から、難聴が見込まれる南外地域と協和地域船岡地区にそれぞれ

中継局を整備することとしております。また、スタジオについては、市街地再開発事業

の健康福祉棟１階に設置することとしておりますが、健康福祉棟が完成するまでの間は、

現在の準備事務所で仮開局を行い、完成後にスタジオを移設し、１１月には「ＦＭはな

び」のグランドオープンを予定しております。 

  また、運営会社となる株式会社ＴＭＯ大曲に対しては、開局前の収入が見込まれない

期間に生じる経費について支援を行うこととしており、その経費については、開局にか

かる経費としてコンサルタント業務委託費や中継局免許申請手数料など１９７万５千円、

親局・中継局及び演奏所等の整備にかかる経費として、親局及び非常用電源設備等の整

備費と維持管理費、及び中継局２カ所の整備費と維持管理費として１億万８７８万４千

円、運営会社となる株式会社ＴＭＯ大曲に対する開局までの補助金として１，０１３万

５千円、合わせて１億２，０８９万４千円を予算計上するものであります。 

  これまでの成果と今後の方向性につきましては、昨年８月に行ったイベント放送では、

まちのにぎわいを伝えるとともに、イベント情報や大曲の花火の交通情報等、有益な情

報をリスナーに伝えることができました。また全国花火競技大会の生中継の際には、臨

場感あふれる放送に努め、多くの方から好評をいただくことができました。 

なお、イベント期間中に発生した豪雤の際には、災害情報を即時、的確に伝えるなど

臨機応変な対応を行ったことで、市民の安全安心に関するツールとしての有用性や有効

性を示すことができたものと考えております。 

今後はこうした経験を通じて、習得した技術のさらなる研鑽に努めるとともに、地域

密着の番組製作を念頭に、８月の開局に向け準備を進めてまいります。 

なお、特定財源として、コミュニティＦＭ施設整備事業債７，０６０万円のほか、Ｔ

ＭＯ大曲から光回線使用料としていただく施設管理費負担金１３２万３千円を計上して

おります。 
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 次に、尐し飛びまして、事業説明書は、２－１９ページとなります。 

  １１目地域振興費１０事業「地域協議会関連経費」についてであります。 

  本事業は、市民との協働のまちづくりを一体的に推進するため、各地域自治区におけ

る地域協議会の開催と、その委員活動が共通した認識のもとに行われるよう委員研修等

を実施し、地域協議会の一層の活性化を図ることを目的としております。 

  事業の概要でありますが、８地域の地域協議会委員が一同に介する地域協議会委員全

体研修事業や、各地域単位で研修等を実施する地域協議会委員活動事業、地域協議会開

催に係る委員への費用弁償、各地域協議会会長及び副会長による連絡会議の開催など、

これらに要する経費として資料に記載のとおり全体研修事業を除き、地域ごとに予算措

置するものでありまして、合わせて２６７万２千円の計上であります。 

  これまでの成果と今後の方向性でありますが、地域協議会をはじめ各地域委員研修、

全体研修については市長の諮問機関として、枞にとらわれない多様な活動が図られてお

りまして、特に、全体研修を実施することによって、共通した認識のもと、協働のまち

づくりが一体的に推進されております。 

また、平成２５年度から会長・副会長による地域協議会連絡会議を開催し、地域枞予

算の活用事例の検討や、研修会実施に向けた意見交換と情報の共有を図っております。 

なお、２７年度は地域枞予算創設から１０年目の節目を迎えることから、制度の検証

と活用方法、各種研修会の実施方法などを検討していただくため、連絡会議の開催回数

を増やし対応してまいりたいと考えております。 

 事業説明書は、２－２０ページとなります。 

  次に、１１事業「地域振興事業費（地域枞）」についてであります。 

  本事業は、各地域自治区に設置された地域協議会との連携により、市民と行政との協

働によるまちづくりを推進するとともに、地域資源の活用や地域課題の解消により地域

の活性化を図ることを目的としております。 

  事業の概要でありますが、地域ボランティアの育成、地域住民との協働事業、緊急を

要する施設等の小規模修繕など、事業内容によりまして、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型に区分して、

事業実施あるいは申請団体に補助金を交付するという内容となっております。 

  この地域枞予算の具体的な中身についてでありますが、大曲地域にはこれまでと同様、

１，０００万円を配分するほか、大曲地域を除く７地域には５００万円をベースとして、

残る１，０００万円を人口割により配分することとしており、総額で５，５００万円の
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予算計上となっております。 

  これまでの成果と今後の方向性でありますが、地域枞予算の活用については、各地域

において工夫を凝らした特色ある事業が実施されているところでありますが、平成１８

年度に創設以来２７年度で１０年目の節目を迎えることから、各地域において継続され

ている事業がマンネリに陥っていないか、予算の執行がガイドラインに合致しているか

など、制度の検証、評価を行った上で、地域協議会連絡会議での意見も参考に、場合に

よっては予算の増額も視野に入れながら、総合的に検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  なお、特定財源として、全額、地域振興基金繰入金を充当することとしております。 

 事業説明書は、２－２１ページとなります。 

  次に、１４事業「地域交通対策事業費」についてであります。 

  本事業は、平成２２年度に策定した第２期地域公共交通計画に基づき、各地域の実情

に沿った交通システムの運行を行うとともに、これまで実施してきた交通対策事業の検

証を行い、その結果を基に平成２８年度から５ヵ年を計画期間とする第３期地域公共交

通計画を策定し、引き続き交通弱者の足の確保、及び市民生活の利便性の向上に結び付

く地域公共交通体系の確立を目的としております。 

  事業の概要でありますが、引き続き乗合タクシーをはじめ、循環バスや市民バスの運

行、免許返納者優遇制度などの各事業を実施することとしております。 

  また、新規事業として路線バスのうち、市内完結型といわれる長信田線・杉山田線・

南外線を市営委託バスとして、利用料金の値下げなど利便性の向上を図りつつ運行して

まいります。加えて、太田地域でこれまで実施しておりましたコミュニティバスの運行

を廃止し、新たな試みとして、太田全域をカバーする区域型乗合タクシーの運行を実施

することとしております。 

  このほか、平成２８年度から３２年度までを計画期間といたします第３期地域公共交

通計画を策定することとしており、これらの取り組みに係る経費として、市営委託バス

にかかる経費が、これまでの路線バスとしての補正対応から当初予算措置となったこと

などによりまして、２６年度より３，８６８万３千円増の８，３５８万９千円を予算計

上するものであります。 

 これまでの成果と今後の方向性でありますが、市ではこれまで、路線バスを基幹路線

と位置付け、これを維持するとともに、この基幹路線に連結する形で各地域の交通シス
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テムを運行し、シビルミニマムに対応した交通弱者を含む市民の足の確保に努めてきた

ところであります。 

人口減尐・高齢社会が進展する本市の将来を見据えますと、公共交通は今後とも市民

生活を支える重要な役割を担うものと考えられることから、既存交通システムの検証を

行い、多様化する利用者ニーズへの対応策を盛り込んだ新たな計画を策定し、２８年度

以降の地域公共交通対策を実施してまいりたいと考えております。 

  なお、特定財源として、秋田県生活バス路線等維持費補助金２７０万９千円のほか、

市町村有償運送（市民バス）使用料収入８８万円を見込んでおります。 

 事業説明書は、２－２２ページとなります。 

  次に、１５事業「小規模・高齢化集落等コミュニティ対策事業費」についてでありま

す。 

  本事業は、人口減尐・尐子高齢化等を背景に、集落のコミュニティ機能が急速に失わ

れつつあることを踏まえ、小規模集落、高齢化集落等の現状や課題を把握するとともに、

コミュニティ機能の再生・活性化につながる支援策の検討・実現を図るものであります。 

  事業の概要でありますが、はじめに集落支援員による小規模・高齢化等集落支援につ

いては、集落支援員導入地域を倍増し集落支援員を３名から６名に増員するほか、新た

に、都市部の人材を地域社会の新たな担い手として取り入れ、地域の活性化と併せて定

住・定着を図ることを目的とした地域おこし協力隊の募集や次世代地域リーダー育成研

修会を実施してまいります。 

また、引き続き、事業の進捗確認や集落支援策の検証・評価を検討していただく小規

模・高齢化集落等コミュニティ対策会議を開催することとしておりまして、これら一連

の取り組みに要する経費として、２６年度より２３９万６千円増の４９２万２千円を予

算計上するものであります。 

  これまでの成果と今後の方向性でありますが、平成２０年度の事業開始以来、小規模・

高齢化集落等の現状把握に努め、集落支援員の導入や「がんばる集落」活性化支援事業

の創設などに取り組んできたところであります。 

昨年１１月に、小規模・高齢化集落等コミュニティ対策会議からいただいた提言を基

に、集落支援員の拡充をはじめ、地域を引っ張っていくリーダーの育成支援などの新た

な事業を創設し、引き続き、地域の維持・活性化とコミュニティ機能の再構築に努めて

まいりたいと考えております。 
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  なお、特定財源として、小規模集落コミュニティ対策事業債（いわゆる過疎対策事業

債ソフト分）を充当することとしておりまして、４４０万円を計上しております。 

 事業説明書は、２－２３ページとなります。 

  次に、１６事業「「がんばる集落」活性化支援事業費」についてであります。 

  本事業は、人口減尐や高齢化が進み、地縁により構成された自治組織の活力が低下し

ていることから、自治組織が自ら行う維持・活性化事業の模範的な取り組みに対して支

援措置を講じることにより、持続可能な自治組織の形成に向けた主体的な活動の促進と

自治意識の醸成を図り、もって自治組織の振興と発展に資することを目的としています。 

  事業の概要でありますが、「小規模集落・地区振興モデル支援」、「地区ビジョン策

定支援」及び「集落支援員導入集落活動支援」の３つの支援区分に加え、新たに地域住

民による公益的な収入を得るためのコミュニティビジネスの維持・活性化を支援するた

めの「地域コミュニティビジネス支援」を設定し、自治組織が自主的に展開する維持・

活性化活動で、他の模範となるような取り組みに対して支援するものであり、当該支援

に要する経費として１，２９２万７千円を予算計上するものであります。 

  これまでの成果と今後の方向性でありますが、本事業は平成２３年１１月に新設され

た事業であり、平成２７年度末を事業終期と予定しております。既に事業を実施した集

落に後押しされ近隣集落が申請を行うなど、徐々に波及効果も現れておりまして、これ

まで２０団体、のべ２１件の申請をいただいておりますが、未だ執行率が低い状態であ

り、目標とする５０団体の確保を目指して、様々な機会を捉えながら申請団体の掘り起

こしや周知等に努めてまいりたいと考えております。 

  なお、特定財源として、集落活性化支援事業債（いわゆる過疎対策事業債ソフト分）

１，０００万円、及び地域振興基金繰入金２８８万４千円を充当することとしており予

算計上しております。 

○委員長（高橋幸晴） 説明の途中でありますが、昼食のため暫時休憩いたします。 

再開は、午後１時といたします。 

          午前１１時５９分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 １時００分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  引き続き、総合政策課所管分について、説明をお願いします。相馬総合政策課長。 
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○次長兼総合政策課長（相馬幸則） それでは、午前中に引き続きまして、説明させてい

ただきたいと思います。 

 事業説明書の方は、２－２４ページからとなります。 

  １７事業「町内集落会館整備事業費」についてであります。 

  本事業は、地域コミュニティの中核施設となる自治会館等の整備を支援し、当該会館

を利用した活動の活発化を図ることにより、地域の活性化に資することを目的としてお

ります。 

  事業の概要でありますが、平成２７年度は建設費等補助金に改修４件の申請が予定さ

れており、この分の補助金として３３７万円の予算計上となっております。 

  また、貸付金につきましては、補助金の交付が決定した団体を対象に、自己負担部分

に係る支援として市が無利子貸付を行うものであります。平成２７年度は、改修１件の

要望が寄せられており、新規貸付として２０万円、加えて、貸付金の償還に伴い基金に

繰り出す分として６１２万８千円、計６３２万８千円を予算計上するものであり、事業

全体では９６９万８千円の予算計上となっております。 

  これまでの成果と今後の方向性でありますが、平成２６年度は建設費等補助金が新築

１件、改修１３件と貸付金が改修１件交付されており、また、制度につきましては、広

報等での周知とともに、補助・貸付の対象団体に対して説明を行っております。 

なお、これまでに制度を利用した団体と今後制度を利用する団体との間に制度上の有

利不利が働かないように努めてまいります。 

  なお、特定財源として、町内集落会館整備費貸付基金繰入金及び貸付金の償還による

貸付金元金収入として合わせて６３２万８千円を計上しております。 

 事業説明書は、２－２５ページとなります。 

  次に、６１事業「自治会育成支援事業費補助金」についてであります。 

  本事業は、市内自治会の組織化と住民主体による地域づくり活動、自主運営している

自治会館等の維持管理経費について支援措置を講ずることにより、自治会活動の推進、

地域活性化の推進を目的とするものであります。 

  事業の概要でありますが、自治会の組織化及び住民主体の地域づくり活動への助成、

並びに会館維持管理費への助成として、５２１自治会、３９２会館分について、地域ご

とに予算措置するものであり、総額で２，７１５万３千円を予算計上するものでありま

す。 
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  これまでの成果と今後の方向性でありますが、本事業により自治会内の自主事業が増

え、地域住民の交流が盛んになり、地域全体の活性化に結びついております。自治会が

担う役割は多岐にわたり、今後も本事業の必要性は大きいため、引き続き実施していく

こととしております。 

なお、特定財源として、自治会育成支援事業債（いわゆる過疎対策事業債ソフト分）

を充当することとしており、２，６７０万円を計上しております。 

 事業説明書は、１つ飛びまして、２－２７ページとなります。 

  次に、１４目諸費「１１事業「首都圏等ふるさと会関連経費」についてであります。 

  本事業は、首都圏ふるさと会を通じた情報交換や人脈形成により、地域間の交流と連

携を推進し、交流人口の拡大を図ることを目的としております。 

事業の概要でありますが、ふるさと会の活動支援として活動費助成や総会及び懇話会

開催への支援、希望者への広報「だいせん日和」の発送を行うこととしており、これら

に要する経費として２１４万３千円を予算計上するものであります。 

これまでの成果と今後の方向性でありますが、首都圏ふるさと会に対する助成や総会

への参加を通じ、情報交換や人脈づくりを行うことによって、市と首都圏ふるさと会と

の交流や連携が図られております。今後においては、会員の高齢化や参加者数の減尐と

いった各首都圏ふるさと会共通の課題について、市としても支援を行っていく予定であ

ります。 

  なお、特定財源として、広報「だいせん日和」購読希望者からいただく送料として、

１０万５千円を計上しております。 

事業説明書は、２－２８ページとなります。 

  次に、５項統計調査費１目統計調査総務費１６事業「統計調査総務費 国勢調査経費」

についてであります。 

  本事業は、国内の人口及び世帯数、産業構造等を把握し、各種行政施策の基礎資料を

得ることを目的として、５年ごとに実施されるものであります。 

  事業の概要でありますが、平成２７年度においては、１０月１日を調査期日として市

内の全地域、全世帯を対象に実施するものであり、これらに要する経費として 

３，３１３万７千円の予算計上となっております。 

  これまでの成果と今後の方向性でありますが、「国勢調査」は、市内の人口、世帯数、

年齢別人口、産業別就業者等の各種施策の基礎となる重要なデータを得るために実施さ
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れる基幹調査でありまして、今後も継続してまいります。 

  なお、財源については、全額、国勢調査費委託金となっております。 

 事業説明書は、２－２９ページとなります。 

  次に、７款商工費１項商工費２目商工振興費２４事業「中心市街地活性化対策費」に

ついてであります。 

  本事業は、平成２２年１１月に国の認定を受けた「大仙市中心市街地活性化基本計画」

に基づいた各種事業の推進・フォローアップを行うことで、中心市街地に必要な都市機

能の強化、求心力の再生を図り、まちの賑わいと活力を創出することを目的としており

ます。 

  事業の概要でありますが、「大仙市中心市街地活性化基本計画」は、ＪＲ大曲駅を起

点とした約１２０ヘクタールを計画区域とし、平成２２年１１月から２８年３月までを

計画期間とし、大曲通町地区第一種市街地再開発事業をはじめとする６７事業について

実施するものであります。平成２７年度は、計画期間の最終年度にあたっており、東北

経済産業局との協議のほか、最終フォローアップにかかる市民アンケートを実施するこ

ととしており、これらに要する経費として２２万３千円の予算計上であります。 

これまでの成果と今後の方向性でありますが、平成２５年度のフォローアップでは、

歩行者通行量およびまちなか交流施設利用者数が目標値を上回っており、各種ハード事

業や各種イベント事業の効果が現れつつあり、中心市街地に新たな人々の交流・活動が

生まれております。計画の核事業である市街地再開発事業が２７年度で終了する予定で

あり、市民アンケートの結果を計画期間終了後の施策に活かし、さらなる活性化に努め

てまいります。 

事業説明書は、２－３０ページとなります。 

  次に、同じく４目観光費４８事業「花火伝統文化継承事業費」についてであります。 

  本事業は、「花火」に関する資料の収集・保存を行い、将来にわたる貴重な文化的財

産として後世に確実に継承していくことで、花火文化のさらなる発展と花火伝統文化の

継承による地域振興の実現を目的としております。 

  事業の概要でありますが、平成２０年度からボランティアグループ「花火伝統文化継

承プロジェクト」との協働により、全国から花火関連資料の収集を行い、適正に整理・

保管に努めているところであり、昨年１０月末で６，５００点を超える資料が収集され

ております。 
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  平成２７年度は、全国の花火に関する古文書等の歴史資料の散逸や消滅を防止し、後

世に継承していくため、これらの資料を中心に収集し、適正に整理・保存を図ってまい

りたいと考えており、これらに要する経費および仙北地域にある花火伝統文化資料館の

維持管理経費として、合わせて１２２万５千円の予算計上となっております。 

これまでの成果と今後の方向性でありますが、平成２０年１１月の協定締結以来、ボ

ランティアグループとの協働により目標を超える花火関連資料が収集されておりますが、

引き続き、毎年度の目標を設定し収集活動を継続してまいりたいと考えております。 

  また、花火産業構想に掲げる施策を実現するため、現在、資料の保管・収集施設の移

転新築について調査・検討等が進められておりますが、既存の産業展示館を展示施設と

して、収集資料の展示等を含めた有効活用策の検討についても、併せて進めてまいりた

いと考えております。 

事業説明書は、１つ飛びまして、２－３２ページとなります。 

  最後に、９款消防費１項消防費５目防災対策費２３事業「防災ラジオ関連事業費」に

ついてであります。 

  本事業は、防災対策としてのコミュニティＦＭの開局にあわせ、自動起動装置など防

災機能を併せ持つ高感度の防災ラジオ（いわゆる緊急告知ラジオ）の設計開発を進める

ものであります。 

  市民の安全安心に関する情報を適時、的確に伝える放送を確実に受信できるよう、市

販のラジオを購入するのではなく、メイドイン大仙の技術の粋を集め、大仙市オリジナ

ル防災ラジオを開発しようとするもので、市内企業による防災ラジオの設計開発は、市

民の防災意識の向上、地場産業の振興や雇用の創出にもつながるものと考えております。 

  事業の概要でありますが、今回設計開発する防災ラジオは、災害など緊急事態が発生

した場合に、市役所または送信所の起動発信操作により、強制的にラジオの電源がＯＮ

になり、住民に素早く確実に災害情報を伝えるなどの防災機能を有するラジオであり、

市内の企業に設計開発の業務を委託するものであります。 

  また、緊急放送については、スマートフォンで受信できるサイマルラジオでも緊急告

知を行うこととしており、緊急告知放送ならびにスマートフォンへの緊急告知の試験放

送業務については、運営会社である株式会社ＴＭＯ大曲に委託し、毎月１回防災ラジオ

が起動するか動作確認を実施するものでありまして、これらに要する経費として、合わ

せて２２０万４千円の予算計上となっております。 
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  これまでの成果と今後の方向性でありますが、災害時におけるコミュニティＦＭ放送

の有用性については、昨年のイベント放送で実証済みであり、今後は的確かつ確実に情

報を受信する方法を確立しなければならないと考えております。 

  そのためには、高感度で確実に防災情報を受信可能な防災ラジオが必要であり、コ  

ミュニティＦＭ開局後には、受信感度試験ならびに自動起動装置作動試験を重ね、高性 

能な防災ラジオの設計開発に取り組んでまいります。 

  スケジュールに従い、２７年度は設計開発を行い、２８年度には大仙市オリジナルラ

ジオが配布できるよう努めてまいりたいと考えております。 

 主な事業説明書の方は、以上ですけれども、主な事業説明書以外の予算について、概

要をご説明したいと思います。 

「平成２７年度当初予算概要 企画産業常任委員会」資料の１ページをご覧願います。 

はじめに、項番２の広報費負担金は、公益社団法人日本広報協会への負担金として   

２万４千円の計上であります。 

次に、項番３の企画管理費は、総合政策課が所管する業務等にかかる事務経費として

８３万８千円の計上であります。 

次に、項番１１の雪対策推進事業費は、新規事業として雪対策の取り組みの推進に要

する経費として、３８万円の計上であります。 

次に、項番１２の企画費負担金は、一般財団法人地域活性化センターなど６協議会に

対する負担金として８３万２千円の計上であります。 

次に、項番１３の大曲仙北広域市町村圏組合事務費負担金は、本年度より３，５３３

万６千円多い８，８８０万２千円の計上であります。 

次に、項番１４の人材育成事業費補助金は、各分野の知識、情報技術等を習得するた

めに行う研修事業費への補助として、１００万円の計上でありますが、特定財源として、

全額基金からの繰入金を充当しております。 

２ページ目をご覧願います。 

次に、項番１７の駅舎管理運営経費は、神宮寺駅、刈和野駅、峰吉川駅、羽後境駅及

び羽後長野駅の運営及び維持管理に要する経費として、１，７４６万８千円の計上であ

ります。 

次に、項番１８のコミュニティセンター等管理費は、羽後境駅東集会施設、それから

南外コミュニティセンター及び南小学区コミュニティセンターの運営及び維持管理に要
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する経費として、１，２３１万８千円の計上であります。 

次に、項番２３の地域振興費補助金は、協和財産区域内の地域活動団体への活動費補

助として１６９万円の計上でありますが、特定財源として全額各財産区からの繰入金を

充当しております。 

次に、項番２５の集落連携・交流活動支援事業費補助金は、集落連携による地域づく

り活動等の事業費及び活動拠点施設の維持管理費への補助として５５万円の計上であり

ます。 

次に、項番２７の統計調査事務費は、統計調査事務にかかる事務経費として５万８千

円の計上であります。 

項番２８の学校基本調査経費は学校基本調査にかかる事務経費として２万７千円。 

３ページの項番２９の工業統計調査経費については、工業統計調査終了後の事後調査

に要する経費として１万３千円の計上。 

項番３０の秋田県年齢別人口流動調査経費は、毎月の人口流動調査にかかる事務経費

として９万円の計上。 

項番３１の経済センサス調査経費は、経済センサス調査区の管理にかかる事務経費と

して１万２千円の計上。 

それから、項番３２の農林業センサス経費については、農林業センサス終了後の調査

検討等にかかる事務経費として４万円の計上であります。 

最後に、項番３４の荒川鉱山跡地保存活用事業費は、荒川鉱山跡地の環境整備等に要

する経費として２５６万５千円の計上であります。 

 以上、議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」のうち、総合政策課所管部

分に係る主な事業につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はどうぞお願いいたします。はい、藤田委員。 

○８番（藤田和久） 事業説明書の２款１項１１目地域で支え合う交通システムの運行及

び第３期交通計画の策定についてということで、去年も副市長さんから説明を受けたん

だけど、それから先ほど中仙と土川の話もあったったけども、私の方の角間川では、木

内とか布晒は公共交通ないし、それから藤木からも、私のところに３通手紙が来て、こ

の要望出されてるんですよ。それで、六郷に行く旧国道と、角間川へ行く通りは良いん
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だけども、本藤木とか、一本木とか、乙板杭とかってのな、公共交通機関さ何キロも離

れでるので、その辺を順次、追って検討をするということになっていたはずなんですけ

れども、来年度以降の計画とか、その辺の見通しをちょっと説明してもらえればありが

たいです。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） ただいまのご質問について、お答え申し上げたいと

思います。今年度、２６年度において、公共交通空白域と言われます、今藤田委員がお

っしゃられました地域等について、住民アンケート、また説明会等をやっております。

藤木、角間川、それから角間川の布晒とか、そういったところのほかに大川西根の辺り

も空白域となっておりまして、それから先ほどありました中仙の立石とか、そちらの方

もありましたけれども、こちらの方でいろいろやりまして、意向調査を伺っております。

それから説明会、座談会にも行っております。それで、それぞれの地区について、この

後どうしていくかということの、ある程度の方向性が今かたまりつつありまして、藤木

地区につきましては、先ほどの西仙北の杉沢から中仙の長野の町を通ってショッピング

センターへ向かう部分と同様に、乗り合いタクシーの実験実証を、利用者のニーズがあ

ればやるということで準備に入っております。早ければ来年度年度途中で実施したいと

思っておりますけれども、それも含めましてトータルで第３期の交通計画の方にこの後

のいろいろな事業、計画等を盛り込んでいきたいなというふうに考えております。 

○委員長（高橋幸晴） 武田委員。 

○１４番（武田 隆） まず１点ですけれども、行政評価の推進の件ですけれども、行政

評価やってるんだけども、トータル的に我々にも示してもらって、どの部分がいがった

が、悪がったというが、この部分はちょっとあれだという、そういう整理はいいんだけ

ども、要するにその、なんていうかトータル的にみれば、経済対策みでんたやつが遅れ

てる、雇用とかそういう面が遅れてるっていうやつ、もう何年って同じながれだよな、

そうすれば市としてどういうふうに対応していくかという返事がねんだよ。評価して、

アンケート調査とって、これはまあまあだとか、これはちょっと遅れてるんでねがとい

う、そういう、それを集計するだけではなんも意味ねんだよな。やっぱりそれを返して

やらねば、こういう状況だがら市としてはこういう面さ力いれるどが、こういうことを

やるどが、なにがかにがそういう市民さ返すやつがねば、ただ単にこう、アンケート集

めで、これはいがった、わりがった、それの連続だとすれば、なんも意味ねえ行政評価
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だというふうに感じておりますんで、そこらへん尐し、だからこういうことを今、市と

しては検討してるどが、こういうことをやろうどしてるどがというやつを、市民さ返し

てやらねば、これいっつも同じなねが、アンケート取って集計して、これはＡどが、Ａ

ランク、Ｂランク、Ｃランクとかっていうパターンでやったって、市民はなんも、別に

そんたいじだば聞かねったっていうパターンになると思うんだよな。我々だって、ただ

その評価したやつよりも、しからばその遅れてる部分をなんとするかということを返し

てやらねば、なんもこの評価の意味ねえど思うんで、そこら辺をちょっと検討してもら

いたいということで、返事、回答ねえべ。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） そういうことで、今年度も市長が施政方針の中の、

今年度の重要課題ということで、例えば産業振興とか、就業支援とか、そういったこと

で、今年はこういうふうにやっていきますよということで、個々に重要施策を出してき

てる。それから、公共交通についても、そういったことを踏まえて、２７年度からこう

いうふうにやっていきますよというふうに、個々には動いていきますけれども、この市

政評価に対して、こういうふうにやっていきますよということはしていなかったもので

す。 

○１４番（武田 隆） だがら市民さ、こういうことはやって、もっと活性化に繋げてい

くとか、雇用の問題を解決していくとかというやつがねば、なんも意味ねぐって、それ

でいったったっても、確かに市長が言うったって、せば具体的になんたことやるかとい

うやつがなんも見えねべ。そういうことをお願いしたいと。返答はいらねっし。 

  それがら、もう１点。 

  自治基本条例の策定、２８年の４月までやることなんだけども、確かに市民の策定委

員会、民間委員で構成する策定委員会とか、多分地域の協議会とか、そういう人方が参

画するというのは、そういうことだと思うんだけども、要するに、自治基本条例を今検

討して、策定してるよということを市民の方々に伝達しておがねば、これ出来てからハ

イということで市民の方々さ、自治基本条例、こういうふうに作りましたってやっても、

市民の人方って感心ねえがら、実は我々会派で小樽さ行ったんだっしよ。小樽は去年作

ったんだっしよな。確かにこういう委員制度設けて策定して、今現在、去年我々行った

時に、そうすれば自治基本条例を市民の方々に周知して分かってる人方ってどのくれい

るのやって、１５％くれだって言うわげっしよな。せば、なんも意味ねえ話であって、
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やはり５割以上、６割くらいの人がある程度自治基本条例作って、うち方はこういう条

例の下で市民の方々を大事にしてるんだよということを認識してもらわねば、なんも意

味ねごどであって、その前段として、ただ策定員会の人方はわがることなんだけども、

それ以外の一般市民の人方さ、今現在平成２８年度に向かって自治基本条例、要するに

自治基本条例とはこういうことを条例化してやる条例だよということも知らしめて、今

これの策定準備中だということも知らせておがねば、いきなり出来たから、ハイ４月に

ということで、自治基本条例ハイどうぞ、市民の皆さんこういうパターンで出来ました

とやっても全然関心度が違うど思うんだっしよ。だから、事前に、例えば今年２７年の

中間あたりにでも市民の方々に今現在こういう作業をしていて、自治基本条例とはこう

いうものを目標にして条例化しようとしてるんだ。それについては、４月に出来た段階

で、きちっと市民の皆様方にこうするからというような前段の、市民の方々にお知らせ

するというか、啓蒙するというか、そういうことをやっておがねば、結局出来たは良い

が、関心度はゼロなんだ。そういうパターンになりかねね、こういう条例とかっていう

のは、だからそういう面で、ちょっと気を付けていただきたいなというのが私、回答す

る。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） これにつきましては、昨年の３月からほぼ１年をか

けて、３月の末にもありますけれども１２回目になります、策定員会の方々から大きな

テーマごとに、例えばまちづくりの主体とその役割、責務等だとか、まちづくりを進め

ていくためにルール化するべきことだとか、こんな自治基本条例にしたいとか、市民参

画と協働のまちづくりについてとか、こういった大きいテーマごとにいろいろと検討を

いただいておりまして、まもなくそこの部分がまとまる予定です。予定でいきますと、

このあと１回、２回かけて審議をいたしまして、６月ころには中間発表的な部分で、今

武田委員からもご指摘ありましたとおり、整理をして広報等で、こういう段階でこれく

らいまで進んでいますよというようなことを説明しながら、今度は先ほども申し上げま

したけれども、条文の方作っていかなければなりませんので、そういった部分では当然

議会とも協議をさせていただきながら、まず目指すところは年度中ということなんです

けれども、それまでに１、２回協議をさせていただきながら進めていきたいと思ってい

ます。そのあいだには、もちろん広報での住民への周知、それからパブリックコメント

もありますので、そういったものを通しながら、あと地域協議会もありますので、そう
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いった部分を諮りながら、それこそ自治基本条例ですので、その名に恥じないようにや

っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。 

○委員長（高橋幸晴） はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） 要するに、市民主体の自治基本条例なんだがら、市民の方々さ、

前段として周知しておけば、ああんだが、自治基本条例ってこういうものがというやつ

も分がるべし、そうすれば出来ましたということで、皆さんもなんとがっていうパター

ンになった場合、関心ねどがっていうことはねぐなると思うんで、そういうパターンで

やっていただきたいというふうに思います。 

  それからあど、もう１点は、防災ラジオの件なんだんしども、確かに地元の企業さん

がら大仙オリジナル版のラジオ作ってもらうというの非常に良いことだと思うし、やっ

ぱりよそでもこういうかたちで、地元でできるものは地元で作るというようなパターン

で進めているところが結構あるんだっしよな。それが牽いては地元の経済さも繋がって

いくことだがら、こういうこと、もっともっとやるべきだと思うし、ところでこのラジ

オを作る企業さんどがっていうのは、もう選定済みなんですか。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） いろいろ模索しておりまして、なかなか最初手を挙

げてくれなかったところなんですけれども、ようやっと昨年の、是非やらせてください

と手を挙げている、太田に本社がある会社なんですけど、そこが是非作らせてください

と、それからいろいろ部品とか、そういったものについても市内の５割とか６割ぐらい

のとこから、いろいろ協力をいただけるということで、それをやれば市内にも半分くら

いのお金が落ちるよといった部分もありまして、今かかってます。お願いしてます。早々

に、できれば、議決いただければ４月にはそこの会社と委託契約をして進めていきたい

なと思ってます。 

○委員長（高橋幸晴） 武田委員。 

○１４番（武田 隆） もう１点。このオリジナルラジオに関して、前もお願いしてるん

だけども、このラジオを全戸配布していただきたいということで、これやっぱりＦＭラ

ジオ持ってる人さは配らねどが、例えば母子家庭どがさ、そういった偏った配り方すれ

ば、実際的に使う、この防災で緊急事態発生した時に、今ラジオ聞いてる人ってほとん

どいねっしべ。どこでもスイッチ入るということは、ＦＭの緊急版が入ってくるってい

うのは、まず限られた、この作ったやつを全戸さ配付するような仕組みを作らねば防災
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ラジオにならねという感じ、前から話してるんだけども、そこら辺も検討していただけ

ればありがたいです。せっかくの防災ラジオなんだから、やっぱり全戸で同じようなか

たちのラジオを作って、やっぱりいざっていう時にスイッチ、市役所でも、そのＦＭ局

でも、スイッチ入れれば全部ラジオがオンになるというようなパターンにしなければ、

片一方では、例えば音楽聞いでれば、その防災緊急のあれって入ってこねっしべ。例え

ば俺が（市販の）ＦＭラジオ持ってるとする、例えば山さ行くとき持っていってラジオ

聞いてると、もしかすればＦＭでねぐＡＭ聞いてるがもしれねし、そんいんたものさは

緊急だどって入ってこねっしべ。当然周波数も違うべし、それではなんも緊急事態に全

市民さ周知にならねべということだわげっしよ。だから、やっぱり同じものを準備して、

全戸配布するというような考え方で行政として、せっかく防災ラジオ作るんだがら、そ

ういうかたちで進めていただけないかなということです。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） この件につきまして、答弁申し上げますけれども、

一方で先進事例として全戸配布したところもあったんですけれども、結果として物置さ

そのまま仕舞われているとか、そういった例もありまして、今若い方々は結構スマート

フォンを持っていますので、スマートフォンでラジオ、若い方々はＦＭラジオというの

はスマートフォンからＦＭに入るということにもなると思ってます。そこらへんも含め

て検討することにしております。 

○１４番（武田 隆） そうすれば、そのスマートフォンさは緊急入るの。 

（「入ります。」という発言あり） 

○１４番（武田 隆） 要するに、だまってても入ってくる。持ってる人さは入ってくる、

我々みたいになんも持ってね人さは、なんも情報入ってこねというごどだべ。その辺り、

若い人と高齢者と中間いるがら、若い人方は当然スマートフォン、我々そんたやづ持っ

てねっしべ、例えば携帯電話さ入ってくるわけでねっしべ。携帯電話さ入ってくるよう

にしてければ、なんもあれだがもしれねったって、そういった面で、せっかくこの防災

ラジオ作るんだとすれば、なんぼかかるかわがんねけども、せっかくして地元で作って、

かなり安く作らせるはずなんだっしよ、そういったものを行政として配るというような

パターンでいってもらったら、要するに火災警報器のあれと同じよ、あれさは半額助成

とかやってるべ、警報器の半額助成より安いはずだよこれ、絶対。ということで、金は

かかることだべども、結局最終的に災害あった時に、なんも活躍さねがったっていえば、
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なんも意味ねべど思ってというかたちで、市民の方々に捉えられることにしかなさね、

艇を成さないと、せっかくＦＭラジオだどって、それこそか大仙市大々的にＦＭはなび

だどってやるっていうときにっしよ、市としては防災だっしべった。というお願いをし

て終わります。 

○委員長（高橋幸晴） 暫時休憩します。 

          午後 １時３５分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 １時３８分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 

  ほかにございませんか。茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） 事業説明書の２－７の総合計画策定経費についてでありますけれ

ども、２８年の３月には策定するということで、１０年間、中長期的な観点から当然策

定することだというふうに思いますけれども、今誰もが感じているように人口減尐対策、

これが総合計画の中でも、もっとも重点を置くテーマでなくてはならないというふうに

思いますけれども、市長はあんまり重点的にやるというような腹構えがないのが残念で

ありますが、この中に人口問題に関する庁内勉強会とあります。これは一般質問とか、

市長もそういうふうな答弁やってるというようなことでしたが、やはりこの位置づけと

いいますか、その勉強会の位置づけがはっきりしない、我々はプロジェクトチームみた

いな、そういうような性格の勉強会であればいいんでありますけれども、この勉強会と

いうあれがあまりにも貧弱だというか、我々からみれば、やる気に尐しかけるような気

がするっしおんな。勉強会は勉強して終わりなんでねっしべ。それを政策に活かしてい

くのが目的なんだっしべった。その辺、まず庁内の３０代、４０代の職員が中心になっ

てというような先ほどの説明ありましたけれども、然らばそういう、どういうポジショ

ンの、どういう各分野、各課の、どういう方々、何人ぐらいで、月にとか、年に何回く

らい、ひとつのテーマを持って恐らくやってると思いますけれども、その主導というの

は、それは企画部長ですか。 

○委員長（高橋幸晴） 小松企画部長。 

○企画部長（小松英昭） 茂木委員のご質問にお答えいたします。 

人口問題に関する庁内勉強会につきましては、プロジェクトチームということでスタ

ートしたものでは実はございません。市長が施政方針、それから以前の茂木委員の一般
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質問に対してご答弁申し上げたとおり、若手職員の意見を聞いてみたいというようなと

ころから、とりあえずは出発しますよというようなお話をさせていただきましたけれど

も、その具体的な動きとして、ある意味自発的な人口問題というのが共通認識というこ

とで、もちろん研修会もすでに行っておりますので、これからは人口減、人口問題に対

してやはり相当なウエイトを占める施策課題になるだろうというのが職員に対しても共

通認識としてあるということで、これに対して実は男女４人ずつにリーダーが１人いて、

合計９名で、本庁が中心でありますけれども、メンバーがとりあえずは集まって月２回、

執務時間内に２時間くらいの会合を持っているということで、すでに１回目が終わって、

今日２回目だそうです。自主的なその勉強するということで、私どもも実は辞令を用い

ておりません。市長の決裁はもらっておりますけれども、執務時間内にやるわけですか

ら普通の同好会みたいな位置づけでは上手くないということで、市長の決裁をいただい

ておりますけれども、ややサークル的な活動を通じて職員による提言なり、レポートな

り、こういったものが提出されてくるだろうということで、市長は期待してるというよ

うな言葉を使っておりましたけれども、次の次期総合計画の中に反映できるような、そ

ういったアイデアがでてくればいいというようなお話で、今やっているというようなこ

とであります。これについては、４月以降もちろん人事異動が伴うわけで、これについ

てもそれにはとらわれないで、人が手を挙げて実際に活動してるということであります

ので、これには４月以降も同じメンバーでやるというような位置づけでございます。レ

ポート的な主な総合計画の策定の終末あたりに合わせて出てくれば、私どももいいかな

というふうに思っておりますし、彼らの活動の中には、もうちょっと若い人方の公的な

機関に所属している職員などに対して、アンケート調査をやるということが活動内容の

中に入っていますので、その質問内容だとか、そういったものの検討だとか、そういっ

たやつも含めてやって、アンケート調査をすると、今の若手の意向みたいなものがある

程度数値として出てくるということだと思いますので、そういったものがとっかかりと

しながら、これからの方向性を見出していこうとするのが今のこの勉強会ということで

ありますので、今茂木議員が言われたプロジェクト対応で、きちっとした組織対応にす

るべきだというようなお考えだと思うんですけれども、今現在はこの勉強会がそれに代

わるものだということではなくて、残念ながらまだそこまでは話には出ていないと、組

織対応するというところまではいってないということだと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 茂木委員。 
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○１１番（茂木 隆） 県内でも他市の状況など、新聞に出ているのがありますけれども、

ものすごく人口減尐問題には皆危機感を持って取り組んでいるように私は見えておりま

す。大仙市は毎年１千人も人口が減尐している中で、市長にしてみればあまり危機感が

薄いなと、この問題はやっぱり、もう時間は争われね、本当に緊急事態の中にあるっし

べった。そういう中でただ勉強会でなくて、してメンバーが自主的にリーダーを含めて

９人というのは、果たして総合計画のこれさ、反映できるのか、間に合うのかなと。や

っぱりもっとそういう点では、それに特化したような、一生懸命時間外でやる勉強会で

なくて、やっぱり執務時間の中で取り組むべき問題だというふうに私は思いますけれど

も、そうは思いませんか。 

○委員長（高橋幸晴） 小松部長。 

○企画部長（小松英昭） 今のこの人口問題の件、人口問題に関しての庁内勉強会につき

ましては、さきほども申し上げましたけれども、執務時間内にやるということで、それ

で市長の決裁を受けてるわけですけれども、ただ、ある程度の世間を持ったというふう

なことではなくて、やはり特定勉強会にしかなっていないわけで、それをいわゆる組織

的な対応として生活指標みたいなものを求めていくというものでもないわけですので、

それで、今茂木議員がおっしゃったような要請にそれを答えにするというつもりはなく

て、これはとっかかりだろうなというもので、今まち・ひと・しごと創生法の中でも国

で言う人口ビジョンというか、そういったものを出していますので、１億人を維持する

というところから始まっての国の政策もようやく表に出てきたという状況でありますの

で、今後のまち・ひと・しごと総合戦略だとか、そういったものを策定をしている中で、

やはり組織的な対応が必要だろうというようなそういうふうな流れになってくれば、そ

れはもちろんそういうふうな対応になっていくだろうなと思います。ただ、今現時点で

は市長の意向とすれば、すべての政策がその人口問題というもので、大仙市はその下に

立ち位置を取ってるよということでありますので、これ以上の答弁は、私的にも個人的

な思いということではなくて、組織人としてはここまでぐらいしか答弁は出来ないわけ

ですけれども、今後の検討次第によっては、いわゆる組織的な専門チームといいますか、

そういったものが、県も作ってるし、横手も作ってるみたいな話からすると、相当組織

対応してるところが今の今後のトレンドになるんだとすれば、例えば県の主導により、

そういった協議会なりができて、各市町村にも組織対応が必要だというような要請がく

れば、今後もちろん検討材料になっていくということでありますので、今現在県の方か
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らもそういった要請もとりあえず来ておりませんので、今後の検討に委ねさせていただ

ければなというふうに思います。 

○委員長（高橋幸晴） 茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） すべての大仙市の施策は、すべて人口減尐問題を当然考えながら

やってるというような、そういう答弁でありますし、市長は当然そういうふうな話され

てましたけれども、子育てであれ、いろんな面で大仙市は頑張っていると思いますよ。

だけれども、近年であっても、その好転というか、とても増やすまでいかなくても、人

口減尐を尐しでも抑えていくような、そういう施策というものはやっぱり独自に、総合

的、すべての分野でやってるという中で、やっぱりそれはそれでまた別になければ、な

んだかこの問題というのは私は改善されないというか、好転に結びついていくような簡

単な問題ではないというふうに思いますので、部長の立場も分かりますけれども、例え

ば大曲、花火産業、これも地方創生のひとつのあれで全国的にまず一早く国の方からも

認められながらやっていくわけでありますけれども、だけどもやっぱり、私はもっと、

例えば重点政策推進室、そこでやるぐらいの、やはり市の、大仙市の気持ちが無ければ

駄目だというふうに私は思うんで、なんとかまず、この件についてはこれでいいんであ

りますけれども、やっぱりこの勉強会というのは、立ち位置をもう尐し、抜本的に職員

が本当にやりがいがあるような、そういう一つの組織みたいなものにこれから変わって

いくようであればいいなと思って、なんとか、その辺一つ、そういう気持ちを含んで、

その辺を部長として、あるいは総合政策課長として、一つ捉えていってもらいたいとい

うふうにお願いをしまして、質問を終わりたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） この件に関して、暫時休憩いたします。 

          午後 １時５２分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 １時５４分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。小松部長。 

○企画部長（小松英昭） ただ今の人口問題に関する組織対応が必要ではないかというよ

うなお話でありました。これにつきましては、今現在はこのような予算上では勉強会の

立ち上げということでありますけれども、やはり今後の検討の段階で組織的な対応が必

要かどうかということを主要としたような検討をしてみたいと思いますし、またその議

員がおっしゃられたような周辺部と、それから町部というか、大曲地区ですか、こうい
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ったものの人口の差と申しますか、こういったところも意識にいれた対策というものを

視野に入れて今後検討してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いし

たいというふうに思います。それから、もう１点でありますけれども、まち・ひと・し

ごと創生法に絡む、これからの国からの注文とか、そういったものがいろいろあるわけ

ですけれども、それに対して、国からの応談が来てから考えるということではなくて、

前倒しで市独自の施策、こういったものが出る、国レベルのものも当然ありますので、

これに対してはもちろん意識はしていかなければいけない。国、県と歩調を合わせなけ

ればならないという部分も当然でてくると思いますけれども、それよりもなによりも対

策としては当然市としての考え方をきちっと持っておかないと、国に流されて終わりと

いうような話になりますので、こういったことも考慮の中に入れて検討していきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） ２－４のふるさと納税制度についてですけれども、２６年度に一番

多く寄付された金額というのは、どれくらいなのかと、２７年度から特産品開発コンク

ール入賞作品をお返しにやるということですけれども、これに決めた理由とかは、どう

いう理由でこの商品に決定したものか、その２点についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） １番大きい額は、２００万です。１００万以上の方

が数人おられまして、お返しの品の決定については、前々からいろいろと寄付者へのお

礼の品について、いろいろなご意見をいただきながら検討を重ねておったんですけれど

も、総務省からの指導等もありまして、あちこちでやってます過度な返礼といいますか、

そういったことでなくて、寄付していただいた方への感謝の気持ちということを主眼に

して、いろいろと検討を重ねてきました。それで、昨年の１２月にたまたまオリジナル

カレンダーを配布したところ、大変好評がよかったということで、それと併せて特産品

開発で一昨年からやっているコンクールで入賞した作品の中から、（寄付額を）１０万

円未満と１０万円以上にわけて、１０万円未満の方には２千５百円くらいで、１０万を

超えた方については５千円、お礼をいただけるんであれば寄附しないというくらい言わ

れる方々が結構おりまして、そういった方々の気持ちも十分考慮した上で、このぐらい

だったらいいんじゃないかなと、そしてまずコンクールの入賞作品を送って、これ特産

品ですので、これから観光物産協会を通して、これを市の特産品としてＰＲしていきた
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いという部分もありますので、そういう方々にも大仙市のサポーターということで応援

していただきたいというような気持ちもありまして、その特産品開発の入賞作品を贈っ

て食べてみてくださいと、よかったら買ってください。また、いろんな方々にもＰＲし

てみてくださいというようなことをやって、尐しでもその辺を含めてふるさとを応援し

てくださる方々を増やしていきたいなということで、まずやってみようということで２

７年度からスタートしたいということであります。 

○委員長（高橋幸晴） 冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） 言っている意味は大分分かりますけれども、ただ大仙市といえば、

やっぱり米とか、そういうところに一番ピンと来ると思いますけれども、この開発商品

を知ってる人って大仙市民の中で何パーセントいるど思うっしか。もらったからという

って、それがすごく大仙市がら来たというような感動を受けるようなことってあるもん

だっしか。 

  それからもうひとつ、例えばこの商品というのは、どういう商品があって、数ってい

うのは揃うんですか、なんとなく、お返しすることは良いことですけれども、この商品

に絞ること自体ちょっと疑問ありますけれども、その辺についてお答え願えれば。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 確かに大仙市の基幹は米ということですけれども、

米はどこへ行ってもあるわけであって、ふるさと納税してくださる方のほとんどは県外

の首都圏ふるさと会の方々がほとんどでございまして、ほとんど大仙市と馴染みのある

方々であります。観光物産協会が市のブランド品として、今まであまり大きい特産品と

いう有名な、例えば大館どが、他の方みたいに有名なブランド品というのはない、ブラ

ンド品開発として２年くらい前から進めてきておりまして、そういった中で、入賞した

作品について、２千５百円相当分を詰め合わせて、その中には数種類入っております。

５千円分についても数種類入っているということで、こういったものを開発したんです

けれども、どうでしょうかと、ご意見をくださいということで、ご意見をいただきなが

ら、もしよかったらなんとか買ってください、それから広くＰＲしてくださいと、大仙

市のサポーターとしてお願いするというような意味を含めてやってみようということで

あります。ただ、これで決まったわけでなくて、このままやってみて検証しながら、ま

た次年度以降もいろいろ検討していくということにはしております。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、古谷副委員長。 
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○副委員長（古谷武美） 今の２－４のふるさと納税の部分でお伺いしたいんですけれど

も、こういうＰＲのパンフレットなんですけれども、首都圏でやるいろんなイベントの

時、多分出してると思うんですけど、その時に誰か担当者なりがその場で頭を下げてお

願いするということはないんですか。ただ、パンフレットを出してるだけですか。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） ふるさと会の総会の際に、担当者がＰＲをして、な

んとかお願いしますということでやってます。それで結構、その日のうちに集まる額も

ありますし、今ちょっと持ち合わせないから後でという方もおります。 

○副委員長（古谷武美） あと、この実績というか、今報告ありましたけれども、そうい

う、今年は、今年度はいくら集まったとか、そういう報告はされてますか。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） もちろん、寄付者の方々には出しております。 

○副委員長（古谷武美） 寄付者の方ばかりじゃなくて、ふるさと会とかで。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 個人名称は出しませんけれども、２月末現在で５５

人の方々から８５１万４千円をいただいておりますので、そういったのは全部周知して

おります。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） ２－２２の小規模・高齢化集落等コミュニティ対策事業費と、関

連のあるがんばる集落活性化支援事業費についてでありますけれども、これは良い事業

だということは十分わかってるし、やっぱり頑張ってもらいたいという思いがあります

が、先ほど補正予算でがんばる集落活性化支援事業費が５４９万５千円減額補正された

わけです。実績見込みが２６年度で４団体ということで、ここに書いてありますけれど

も、増やしたいというようなことでありますが、集落支援員、現在３名が２７年度の計

画としては倍の６名にするというようなことでありますが、まず２６年度でも減額補正

した中で、ここに今年度より大幅な予算計上されてるということに対しての単純に説明

をお願いしたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） 来年度までの事業ということで、全体計画の期間中

に５０団体から活動していただきたいということでやっておりますけれども、なかなか

思うように実績が上がってこないということで昨年度もそうでしたけれども、今年度も

減額補正をさせていただいておりますけれども、目標としては毎年１，０００万円の予
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算等を盛って、その中で活動していただきたいということで進めておりまして、昨年も

春の自治会育成の補助金を申請する際に各自治会の方の会長さん方に説明したり、それ

から自治連とかの総会とかにも機会あるたびになんとか活用してくださいということで

お願いをして、その気持ちがあれば集落に行って座談会で説明をしたりしてきたケース

も何回もありますけれども、やはり、リーダー的存在がいないとか、途中で挫折する集

落もあったりして、実績としてはこうなってますけれども、来年度最後ですので、なん

とか目標をクリアできるように頑張っていきたいなと思ってます。 

○委員長（高橋幸晴） はい、茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） 申し込んでる団体が尐なかった、最終的に５０団体を目標にして

るわけですけれども、やっぱり集落支援員が足りないことも一つの要因になってるんで

すか。 

○委員長（高橋幸晴） 相馬総合政策課長。 

○次長兼総合政策課長（相馬幸則） これまで集落支援員が３名ということで、南外、協

和、西仙北、この地域の、戸数が尐なくて高齢化率が高いところ（の集落）に入ってい

ただいて、集落連携も含めて地域の活性化等に頑張って、助言をしていただいて、この

方々が入っている地域については、このがんばる集落の方は活用させていただいており

ます。それ以外の部分については、やっぱり高齢化の集落とか、集落連携をしなければ

ならないとか条件もありまして、そこまで至らなかったということもありまして、そこ

ら辺は２７年度検証をして、この事業は非常に良い事業でございますので、２８年度以

降は使い勝手の良い制度に向けて考えてございます。 

○委員長（高橋幸晴） 茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） これからいろいろな過疎的な集落、大仙市はまだまだあると思い

ますけれども、そういう集落に行政としてある程度働きかけをしながら、この事業の効

果というものを出していただきたいなというふうにお願いをしまして質疑を終わります。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

  ここで、暫時休憩いたします。再開を２時２０分といたします。 

          午後 ２時１０分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ２時１８分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 
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  情報システム課所管分について、当局の説明を求めます。加賀情報システム課長。 

○情報システム課長（加賀勘悦） 情報システム課の加賀です。 

  それでは、議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」のうち、情報システム

課所管にかかわる予算につきまして、資料№４黄色表紙の予算書、及び企画部の主な事

業の説明書等に基づいて説明をさせていただきます。 

  進行の都合でまずは、主な事業の説明書にあります事業からはじめさせていただきま

して、記載の無い事業はＡ３横の企画部の「当初予算概要」で説明させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

はじめに、黄色表紙の予算書では５４ページ下段にあたりますが、主な事業の説明書

では２－９ページをご覧いただきたいと存じます。 

  ２款１項１０目３０事業「超高速情報通信基盤設備管理費」につきましては、光ブロ

ードバンドサービス、高速、大容量な通信回線提供のため、ＩＲＵ契約、関係当事者の

合意がない限り、破棄したり、終了させることができない永続的な回線使用権による契

約により、ＮＴＴ東日本に貸し出している光ファイバ通信網の維持管理に要する経費と

して、５，５１２万１千円を予算計上するものであり、前年度比較１，０６７万６千円

の増額であります。 

  事業の目的及び目標については、平成２２年度に「超高速情報通信基盤整備事業」に

より、市で敷設した光ファイバケーブルの維持管理が目的であり、光ファイバケーブル

断線等の事故等が発生した場合は早期復旧に努め、また、電柱建替等による光ファイバ

ケーブルの移設依頼についても、適正な対応に努めることを目標にしております。 

  事業の概要でありますが、光ブロードバンドサービス提供のために、サービス利用者

が安定して利用できるよう、設備の維持管理を行う事業であり、維持管理地域は、大曲

地域においてはＮＴＴ内小友局や角間川局管内、西仙北地域においてはＮＴＴ刈和野局

管内の一部を除く地域、中仙地域においてはＮＴＴ豊川局管内、協和地域や南外地域、

仙北地域及び太田地域においては地域の全域が管理地域となっております。 

  また、維持管理の内容及び経費は、市で敷設した光ファイバケーブル約６１１キロメ

ートルの保守委託料１，４３７万６千円、次に、ＮＴＴ柱や電力柱、約１４，５３０本

の添架料や、地下管路１８区間約２．４キロメートルの使用料、及び９局のＮＴＴビル

への接続賃借料、これら合わせて使用料及び賃借料として２，０５７万６千円、このほ

か、光ファイバケーブル移設や修繕等の費用、また災害保険に要する費用であります。 
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  本文には書いておりませんが、前年度比較で予算が増額している理由は、光ファイバ

ケーブルの移設について、国土交通省湯沢河川国道事務所施工の築堤工事に伴う南外地

域西板戸地内の移設、つぎに、地権者要望による協和地域上淀川地区の移設、３つ目と

して仙北地域振興局施工の大曲田沢湖線古館橋補修工事に伴う太田地域東今泉地区の移

設などの工事で、前年度に比べ増額となってしまったものであります。 

  これまでの成果と今後の方向性について、本文にはこれまでの経過を記載しておりま

すのでご覧いただきたいと存じますが、利用率の推移については、市が整備したエリア

内でのインターネット等の利用率について、事業の当初目標として平成２７年度末の利

用率３２％といたしましたが、平成２５年９月末時点で３４．５％の実績となり目標を

達成したため、今後は更なる普及を目指し、平成２５年３月末時点の全国平均４４．０％

を目標に変更しております。 

  今後の方向性については、全国平均の４４．０％を目標に更なる普及を目指し、イン

ターネット入門教室を２回程度開催する他、新たにタブレット端末教室の開催を予定し

ており、これによって、市民のインターネットに関する知識を啓発し、更なるサービス

利用の普及を図ってまいりたいと考えております。 

  また、防災、福祉、教育、地域経済の活性化など、市民への有効な行政サービス提供

の手段として各課と調整を図りながら、光ファイバ通信網を使った各種アプリケーショ

ン、ソフトの導入を支援していくこととしております。 

  次に、財源内訳についてでありますが、その他の４，０２７万５千円につきましては、

ＩＲＵ契約によりＮＴＴ東日本から納入される光ファイバ網の使用料３，６１３万９千

円と、光ファイバケーブル移設工事に伴う補償金見込額４１３万６千円で、残りが一般

財源となっております。 

次に、黄色表紙の予算書では５４ページ下段にあたりますが、主な事業の説明書の２

－１０ページをご覧いただきたいと存じます。 

  ３１事業「地上デジタル放送再送信施設管理運営費」につきましては、地上デジタル

放送難視聴地域解消のために整備をした再送信施設の維持管理に要する経費として 

５１６万８千円を予算計上するものであり、前年度比較２２万７千円の減額となってお

ります。 

  事業の目的及び目標については、市内の地上デジタル放送難視聴地域解消のため、平

成２２年度に「超高速情報通信基盤整備事業」により整備した地上デジタル放送再送信
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施設の光ファイバケーブル等を管理運用し、地上デジタル放送波の安定供給を目的とし、

施設の適正な維持管理を行うため、光ファイバケーブル断線等の事故等が発生した場合

は早期復旧に努めるとともに、計画停電や保守作業時を除いて地上デジタル放送の安定

した再送信ができるよう、再送信施設の管理運営に努めることを目標にしております。 

  事業の概要についてでありますが、対象世帯は、西仙北地域や協和地域、南外地域、

太田地域内の地上デジタル放送難視聴世帯９３４世帯であります。 

  施設の概要については、受信点として２箇所あり、旧峰吉川小学校敷地内に高さ１０

メートルと太田地域関根市有林内に高さ８メートルのアンテナを設置し、大曲中継局か

らの地上デジタル放送波を受け、次にアンテナからの地上デジタル放送電波を、電気信

号から光信号に変え、その受信設備から光ケーブルを通じ伝送された光信号を、途中で

増幅や分岐し、木の枝分かれのように分かれた光ファイバケーブル網を通じ、各家庭に

光信号を伝えています。 

  各家庭では光電変換装置を利用し、光信号を電気信号に変え、その先にテレビのアン

テナ線を接続することで地上デジタル放送が見れる仕組みであります。 

  経常的な管理費等については、受信設備や伝送設備の電気料、設備の災害に対する保

険料、本事業に係わる光ファイバ通信網の保守料、ＮＴＴ柱や電力柱への電柱添架料、

光ファイバケーブル移設に伴う修繕料などが主な内容となっております。 

  また、維持管理にあたり主な財源といたしましては、加入者１世帯あたり年間３千７

００円の使用料をいただいておりますが、不足分等については、整備当初にＮＨＫから

の助成金を積み立てた基金、「大仙市地上デジタル放送再送信施設管理運営基金」から

一部を取り崩し、施設の適正な管理運営に努めております。 

  これまでの成果と今後の方向性につきましては、本文に加入者の推移を記載しており

ますのでご覧いただきたいと存じますが、現在は９３４世帯に地上デジタル波の安定供

給を行っております。 

  今後の方向性については、職員の努力で徴収率１００％が達成出来ておりますが、引

き続き再送信施設使用料徴収率１００％を目指します。 

  事務事業評価の見直し内容についてでありますが、本事業は地上デジタル放送波の安

定供給が目的であることから、地上デジタル放送が終了するか、又は代替手段により放

送波を受信することが可能な状態にならない限り、事業を継続する必要があります。 

  しかし、財源面では施設の管理運営について毎年度基金からの繰入を見込んだもので
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あり、将来的には基金の枯渇が避けられない状況にありますので、基金の状況を見なが

ら、事業の継続ができるよう施設使用料の見直しや管理運営の改善を継続してまいりた

いと考えております。 

  財源内訳についてでありますが、その他の４８５万３千円は、新規加入者からの接続

工事費負担金見込み額４７万円のほか、加入者世帯からの使用料３１０万９千円、及び

基金繰入金見込み額１２７万４千円であります。 

  なお、使用料の減免世帯に対しては一般財源を充当しております。 

次に、黄色表紙の予算書では５８ページ中下段にあたりますが、主な事業の説明書で

は２－２６ページをご覧いただきたいと存じます。 

  ２款１項１３目１５事業「社会保障・税番号制度システム整備費」につきましては、

国が進めています社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の運用にあわせ、

電子計算システムの改修や制度運用の環境整備を年次計画で進める経費として  

８，５４９万円を予算計上するものであり、前年度比較同額の８，５４９万円が増額と

なっております。 

  増額となった理由につきましては、本事業が前年度途中から開始したため、前年度当

初に額が無かったためであります。 

  本文には書かれておりませんが、前年度補正後の額が２，３５８万２千円であります

ので、これに比較しますと６，１９０万８千円の増額となります。 

  増額の理由は、平成２８年１月からマイナンバーの利用が開始することから、主なシ

ステム改修が平成２７年度に集中したためであります。 

  事業の目的及び目標につきましては、３月補正でもご説明いたしましたが、あらため

てご説明いたしますと、国が進めている社会保障・税番号制度は、社会保障と税の各制

度における効率性、透明性の向上、給付や負担の公平性確保を目指すものであり、平成

２８年１月からの利用開始が計画されております。 

  この国の利用開始にあわせ本市では、平成２７年１０月の個人番号いわゆるマイナン

バーの通知や、平成２９年７月から国や他の地方公共団体等とのデータ連携が出来るよ

う、各種システムの改修などを行い、国のスケジュール通りに関係する業務システムが

稼動することを目標にしております。 

  次に事業の概要につきましては、社会保障・番号制度にあわせ、各種システムの必要

な改修等や既存連携システム改修、及び特定個人情報保護評価を行い、国のスケジュー
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ルに沿って、業務システムが稼働できるよう作業を進める内容であります。 

  具体的には、総務省分と厚生労働省分に係わる大きく２つのシステム群があり、総務

省分としては、住民基本台帳システム、地方税務システムの改修費用、統合利用番号連

携サーバーの構築費用、中間サーバーの整備経費、また特定個人情報保護評価ツールの

利用料や、影響度調査、宛名整理などの費用があります。次に厚生労働省分としては、

生活保護システムをはじめ障害者福祉、児童福祉、国民健康保険、後期高齢者医療、健

康管理の６システムと、国民年金システムの改修費用や文字コード変換作業に要する費

用があります。 

  これらの業務システム等については、補助対象となるものと補助対象とならないもの

があり、また補助対象でも１０分の１０補助と３分の２補助の違いがあったり、さらに

は業務システム毎に補助限度額があるなど複雑でありますので、整理をいたしますと事

業費８，５４９万円に対し、国の補助額は３，５０５万１千円の歳入見込みとなります。 

  なお、米印の２番目の後段にありますように、総務省は関係するシステム改修へ２６

年度補正予算として４０９億５千万円を追加措置したことで、今後本市への補助金の増

額が見込まれますが、それでも一般財源の持ち出しが多い状況なので、無駄が無いよう

に改修を行い経費の増加抑制に努めます。 

  次に、これまでの成果と今後の方向性につきましては、昨年６月にプロジェクト推進

会議を開催し、全庁的な推進体制の整備を行い、１０月からは住民基本台帳システムや

税務システムなどの改修、基本設計に着手し、本年1月からは生活保護システムや障害者

福祉システムなどの改修、基本設計に着手しております。 

  ４月からの次年度はマイナンバー利用機能に関するシステム改修を行い、平成２８年

度は国や他自治体との連携に関するシステム改修を行う予定でおります。 

  財源内訳につきまして、現時点におきましては先ほどご説明いたしました国県支出金

が３，５０５万１千円で、残りが一般財源となっております。 

  なお、当初予算の内容は、マイナンバー法に関係するシステム改修でありますが、住

民基本台帳や地方税務等の基幹系システムを改修することにより、他の業務連携システ

ムにも影響が出て来ますので、他の関係するシステムの改修等が必要になる場合には、

国のスケジュールに間に合うよう、補正で対応していく予定であります。 

ここからは、主な事業の説明書に記載が無いため、Ａ３版企画部の当初予算概要４ペ

ージ情報システム課でご説明いたします。 
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  黄色表紙の予算書では５４ページ下段にあたりますが、Ａ３版の当初予算概要の項番

３をご覧いただきたいと存じます。 

  ２款１項１０目３２事業「地域イントラネット設備管理費」についてでありますが、

本事業は、廃止事業になります２款１項１３目「地域イントラネット基盤施設管理費」

の内、光ファイバケーブルの設備管理部分のみを１０目の企画費へ事業を移動したもの

であります。 

  経費の概要についてでありますが、平成１５年度の地域イントラネット基盤施設整備

事業で整備した施設や設備の内、光ファイバケーブルの維持管理に要する経費  

１，５６５万２千円を予算計上したものであります。 

  前年度比較では、同額の１，５６５万２千円が増額となっておりますが、これは事業

科目を移動したことによるものでありますので、廃止事業の前年度予算２，０６６万５

千円と比較しますと、５０１万３千円の減額であります。 

  具体的な経費につきましては、光ファイバケーブルの地下管路や電柱添架等の使用料、

また光ファイバケーブルの移設等にかかる修繕料や工事請負費の経費であります。 

  なお、財源は全額一般財源となっております。 

次に、項番４をご覧いただきたいと存じます。 

  ２款１項１０目６１事業「地上デジタル放送難視聴対策事業費補助金」につきまして

は、地上デジタル放送再送信施設管理運営事業の新規加入者に対する補助金であり、接

続工事費負担金が３万５千円を超える場合、その超える部分に対して２０万円を限度と

して助成するものであり、それに要する経費４０万円を予算計上するものでありますが、

財源につきましては全額一般財源となっております。 

  ちなみに、本年度の実績は６件で、３７万７千円の助成となっております。 

  なお、ここには書いておりませんが、最近西仙北地域土川字心像西野地内の方で、今

回予算で予定している２世帯以上に、地上デジタル放送が見えにくい方々１２世帯から

相談を受けております。 

  見えにくくなった原因は、アンテナの位置や、降雪の影響、山の木の成長に伴い電波

障害が増えて来たものと推測しております。 

  難視聴対策につきましてはＮＨＫ秋田放送局技術部と相談をしながら、また本市の光

ケーブルが付近を通過していることもあり、地上デジタル放送再送信施設管理運営事業

に加入を要望される方々が多くおりますので、要望者と費用等を検討し、今後の補正予
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算対応で難視聴対策を進めていきたいと考えております。 

次に、Ａ３版の当初予算概要の項番５をご覧いただきたいと存じます。 

  ２款１項１３目１０事業「電子計算管理運営経費」につきましては、住民記録・税等

基幹系システムをはじめとする各種電子計算システム、ネットワークシステムなどの維

持管理、運用等に要する経費として１億６，５５６万２千円の予算計上であります。 

  前年度比較２１４万５千円の増額となっておりますが、理由につきましては１４事業

の「電子計算システム更新事業費」で稼働したシステムの保守委託が始まったことや、

廃事業となります２款１項１３目「地域イントラネット基盤施設管理費」の内、光ファ

イバケーブルの設備管理以外を本事業に組み入れたこと、また本事業へ統合し廃事業と

なります２款１項１３目「業務・システム全体最適化事業費」を組み入れたことなどに

より、増額になってしまったものであります。 

  経費の概要についてでありますが、地域情報化推進委員会の年２回開催のための委員

報酬、データエントリーにかかるキーパンチャーの臨時職員賃金、サーバー等電子機器

の故障に対応するための修繕料、電子計算システム印刷時に必要な帳票及び各種消耗品

の経費、各種システム及び機器等の維持運用に必要な保守委託料、各種電子計算システ

ムやネットワークシステム機器、また職員用情報機器、パソコン等の賃借料、地方公共

法人の「地方公共団体情報システム機構」への年会費、秋田県の情報集約配信システム、

情報の架け橋運用のための市町村負担金、業務・システム全体最適化に向けたＩＴコン

サルタントへの委託料が主な内容であります。 

  なお、財源内訳のその他、特定財源は、大曲仙北広域市町村圏組合からの職員給与計

算に伴う給与システム管理費負担金として１４３万９千円、及び職員等が講師となって

開催するパソコン教室開催時のテキスト代１万９千円であり、残りが一般財源となって

おります。 

次に、Ａ３版の項番６をご覧いただきたいと存じます。 

  ２款１項１３目１１事業「総合情報センター管理費」につきましては、神岡情報セン

ターで開催するパソコン教室等に要する経費１３６万９千円を予算計上するものであり、

前年度比較３千円の減額であります。 

  事業の概要についてでありますが、「初めてのパソコン」や「ワード・エクセルの基

礎」など、定員１２人の講座を年間２２回開講する予定となっております。 

  また、経費の内訳はパソコン教室の講師賃金と、プリンタートナー等の消耗品の経費
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であります。 

  なお、財源内訳のその他、特定財源は、パソコン教室開催時のテキスト代４万８千円

で、残りが一般財源となっております。 

  つぎに、説明の最後になりますが、項番７をご覧いただきたいと存じます。 

  １４事業「電子計算システム更新事業費」につきましては、合併時に統合した主な電

子計算システムが老朽化したことによる機器等の計画的な更新に要する経費として、 

１億４，９１５万円を予算計上するものであり、財源は全額一般財源であります。 

 前年度比較１，５６２万４千円の増額となりました理由につきましては、平成２３年

度から段階的に電子計算システムの更新を行ってまいりましたが、昨年９月に通信ネッ

トワーク機器等の整備が完了し、１０月からその支払いが始まったことで増額となった

ものであります。 

 なお、昨年９月に通信ネットワーク機器等の整備が完了したことで、合併時に統合し

た主な電子計算システムの更新計画が終了いたしましたので、今後は債務負担設定の年

度別支払い計画により、リース料等を支払って行くことになります。 

 以上、議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」のうち、情報システム課所

管部分につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方はどうぞお願いいたします。はい、藤田委員。 

○８番（藤田和久） ２－２６の社会保障・税番号制度システム整備費、これは国の制度

で、テレビ、新聞の報道によりますと、その番号制について、分からないというのが８

割だそうです。それから、分かるという人に聞いたら、情報の悪用、それから情報の漏

れ、こういうのが心配されてるということで、テレビでも報道されていました。これを

秋に実施するわけですので、早めに住民にやっぱり趣旨やシステムとか、時期とかそう

いうものをできるだけ理解得られるように徹底してもらいたいと思います。  

○委員長（高橋幸晴） 加賀情報システム課長。  

○情報システム課長（加賀勘悦） 分からないということは、結構新聞でも出ておりまし

て、それで国では今日でしたけれども全国放送で３月中に放送するという内容をＰＲし

ておりまして、自治体におきましても、番号を通知するのは１０月ころなので、具体的

にその２カ月ほど前までには市民の方に広報等で周知したいなということで考えており
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ます。なお、今現在簡単ではありますが、大仙市のホームページにも上げております。

今まで民間の業者の方からなかなか情報が入らないということで電話が１件ほどありま

した。その情報も含めて、具体的な、事業者の方がそれぞれ、商工会議所とか商工会を

通じながら、またさらに通知するというような国からの情報も入っております。あと、

悪用、漏れに関しましては、悪用につきましては、罰則を強化致しまして、国が強化致

しております。漏れに関しましても、そこの部分が漏れたとしても、全体が分からない

ような仕組みを国で考えておりますので、ただ住民の方がそこが不安ということですの

で、まだ周知が十分ではないと思いますので、今後その点も含めながら市での周知につ

いては検討していきたいと考えております。  

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。  

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

つぎに、男女共同参画・交流推進課所管分について、説明を求めます。 

  佐々木男女共同参画・交流推進課長。 

○男女共同参画・交流推進課長（佐々木繁隆） それでは、議案第４９号「平成２７年度

大仙市一般会計予算」のうち男女共同参画・交流推進課所管の予算についてご説明申し

上げます。 

  予算書は資料№４の５３ページ中程からになりますが、主な事業の説明書により、順

にご説明申し上げます。 

  主な事業説明書２－１１ページをお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１０目企画費、４０事業「男女共同参画推進経費」は、

予算額６８万４千円であります。 

１事業の目的及び目標は２行目からになりますが、一人ひとりが男女共同参画の視点

を十分に活かしながら家庭・地域・職場、それぞれの場において取組を実践し、共に協

力し合いながら一人ひとりが輝くことができる男女共同参画社会の実現を目指すことを

目的としております。２の事業の概要としましては、①の男女共同参画に関する講座等

として、企業向けイクボス研修や男女共同参画セミナーなどの開催。②として男女共同

参画をテーマとしたコンクールの実施などにより、市民に男女共同参画についての学習

の場を提供し、正しい知識の習得や普及を図ってまいります。 

  なお、２６年度予算で２７年度から５ヵ年の「第２次大仙市男女共同参画プラン」を
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策定いたしましたので、後ほど常任委員会協議会で、その内容についてご説明させてい

ただきます。 

予算の減額は、男女共同参画プラン策定印刷製本費の減が主な要因であります。 

財源内訳、その他１万円は講座受講料となっております。 

続きまして２－１２ページをお願いいたします。 

４１事業「ＤＶ防止及び被害者等支援事業費」は、予算額７４万円であります。 

１事業の目的及び目標は配偶者等からの暴力、いわゆるＤＶの防止啓発活動や被害者

等への支援など、総合的な事業を実施することにより、ＤＶを許さない大仙市、誰もが

安全を確保され安心して生活することができる大仙市を実現することを目的とします。 

２の事業の概要につきましては、①のＤＶ防止啓発事業として、大仙市ＤＶ防止連絡

会と共催で、人権をテーマとした講演会を実施する予定です。 

また、昨今社会問題となっているデートＤＶやストーカー行為など、ＤＶを未然に防

ぐため、リーフレットの配布、また高校生向け出前講座を実施してまいります。 

②の被害者等支援事業は一時的な保護や避難が必要なＤＶ被害者への支援として継続

してまいりますが、本年度は昨日までに支援を要する事案は発生しておりません。 

予算の増額は、講演会開催費によるもので、財源は７４万円すべてが、「ＤＶ等防止

基金」からの繰入金となっております。 

次に、事業説明書２－１３ページをご覧ください。 

４２事業「むすび・サポート事業費」は、予算額２５６万３千円であります。 

１事業の目的及び目標は、尐子化対策としての結婚支援について、出会い・結婚支援

を実施し当事者への複合的サポートの充実及び地域全体で応援する気運を高めることを

目的とするものですが、事業を拡充して取り組むこととしております。 

２の事業の概要としましては、７項目を記載しておりますが、①から③まで新規に取

り組みます。 

①は、大仙結婚を支援する会会員への活動費支給です。 

目的目標にありますように、現在大仙結婚を支援する会会員は１４名で、大曲地域６

名、神岡地域３名、仙北地域を除く地域各１名となっており、毎月の定例相談会や会員

同士の情報交換、イベント相談コーナーなどでマッチングを進めておりますが、会員の

空白地域をなくし、また増員を図り２０名体制で活動していただき、相談やお見合い調

整等に要する交通費、電話代などの費用として、一人当たり月額５千円を支給するもの
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であります。 

また、②として、成婚報奨金を支給します。大仙結婚を支援する会会員によって成婚

に至った場合、１組につき２万円を支給するものであります。 

③として、イベント開催費用の一部助成については、出会いの場づくりとして街婚プ

ロジェクトによる「ドンと恋」のほか、地域で自主的な取組を実施する団体も出てきて

おり、その活動をサポートするイベント開催費用の一部、上限１０万円を申請に応じ助

成するものであります。 

また、④から⑦までの事業で定例相談会や、街婚イベントなどは継続して実施します

が、⑤の拡充として婚活セミナーや研修会も開催してまいります。 

これまでの成果と方向性については、各団体との協働による取組が定着し、効率的な

事業展開が可能となっておりますが、相談会では当事者と親の意識の違い、男女相談数

の差などお見合い等へ発展しづらいケースも多いわけですが、改善を図りながらマッチ

ング支援、地域の応援者とともに出会い支援や出会いイベント等を実施することにより、

脱尐子化並びに地域の活性化、そして１組でも多くのカップル誕生を目指してまいりま

す。 

なお、この結びサポート事業は２３年度にスタートしましたが、これまで大仙結婚を

支援する会会員による成婚は３組、大規模街中婚活イベント（ドンと恋）では、関係者

が把握しているもので５組であります。 

財源の内訳は一般財源となっております。 

続きまして、事業説明書２－１４ページをご覧ください。 

４３事業「地域間交流事業費」は、１５９万８千円であります。 

この事業名は、国内交流、国際交流事業の明確さを打ち出すため、これまでの交流推

進経費を地域間交流事業費に変更しております。目的目標にありますように友好交流都

市協定締結を予定している神奈川県座間市及び有縁交流提携を結んでいる宮崎県宮崎市

との各分野における交流・連携の継続を図り、双方の地域活性化に資する取組を推進し

ていくものであります。 

２の事業の概要については、当課所管にかかる事業としては、神奈川県座間市との交

流事業を実施します。この交流は、ご承知のとおり、来る３月２１日に座間市と友好交

流提携を結び、関係者の相互訪問等により交流事業の検討に入るもので、現時点では座

間市大凧祭りへの関係者訪問旅費と交流事業の検討にかかる職員旅費を計上しています。 
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また、協和支所市民サービス課所管として、宮崎県宮崎市佐土原との交流費を計上し

ています。公募による市民参加者と宮崎市民と今後も交流世代を拡大しながら交流事業

を継続していくものであります。 

財源の内訳は地域振興基金繰入金が１４４万８千円、宮崎市交流事業による参加者負

担金１５万円となっております。 

  続いて２－１５ページをご覧ください。 

  ４４事業「国際交流事業費」は、予算額９３万３千円であります。 

  この事業も、昨年まで韓国唐津市交流事業費としておりましたが、韓国唐津市との交

流のみならず、海外派遣やグローバルな交流が展開された場合などに対応できるように

変更しております。目的では、韓国唐津市との交流推進により国際化社会にふさわしい

人材の育成を目指すとともに、大仙市国際交流協会の支援を行うこととしています。 

２の事業の概要については、唐津市との交流が再開されたことにより、スポーツ交流

を継続するもので、バドミントン選手の青尐年男女各５人と引率を冬休みの４泊５日の

日程で唐津市へ派遣し、両地域の青尐年の異文化に対する理解を深めながら技術のレベ

ルアップを図るものであります。 

また、大仙市国際交流協会支援事業として、韓国ラボ青尐年交流がこれまで１１年間、

夏は派遣、冬は受け入れの相互交流を実施しており、青尐年派遣の引率に協会事務局の

当課に依頼のあった場合は支援するものでその旅費を計上しております。 

昨年は、協会員が引率できたことから職員派遣はありませんでした。 

なお、説明書下段の平成２６年度の実績見込みを踏まえた事務事業評価の見直し内容

の中の３行目で、なお３月には大仙市長が訪韓し、今後の交流内容等について協議する

予定と記載しておりますが、本定例会召集の市長挨拶にありましたように、唐津市長の

ヨーロッパでの国際会議出席により３月訪韓が叶わず、この部分は、削除させていただ

きたいと思います。現在、４月９日からの招待が示されまして、訪韓の調整を図ってお

りますが、予算等においては急な日程であり新年度の既存予算、予備費等で対応させて

いただきたくご了承いただきたいと存じます。 

財源の内訳については、９３万３千円すべて地域振興基金繰入金となっております。 

  続きまして事業説明書２－１６ページをご覧ください。 

  ４６事業「国際教養大学交流事業費」についての説明の前に、交流実績の人数が確定

しましたので、事業説明書の実績の数字を発表させていただきます。中程の交流実績の
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表がありますが、右端の２６年度分は通年で対応しておりますが５０件を５２件にカッ

コ内２４２人を２５７人とし、合計も同様となります。また、欄外米印は平成２７年２

月末と修正をお願いいたします。 

  それでは改めまして、４６事業「国際教養大学交流事業費」は８３万１千円でありま

す。 

１事業の目的及び目標は 平成２１年２月に公立大学法人国際教養大学と提携した

「国際交流に関する連携プログラム協定」に基づき、市内の小中学校の児童・生徒並び

に幼稚園保育園児と国際教養大学の留学生が交流を行い、交流を通して、異文化理解を

深め、国際社会に対応できる次代を担う青尐年を育成することを目的とするものであり

ます。 

  ２の事業の概要については、市内の児童・生徒並びに未就学児童を対象に国際教養大

学の留学生に市内学校・園に来てもらっての交流、あるいは大学を訪問して交流すると

いう双方向の交流プログラムで行ないます。 

事業は国際教養大学に委託して実施し、留学生の派遣等にかかる費用を大仙市が負担

し、市は学校からの取りまとめや大学との連絡調整などを行い、年間５０回を越える交

流回数となっております。 

なお、昨年度から留学生の送迎はシルバー人材センターへ委託して、予算は管財課で

計上しておりましたが、２７年度より当課で計上することとなり増額になっております。

 財源の内訳は８３万１千円すべて地域振興基金繰入金となっております。 

  次に、事業説明書２－１７ページをご覧ください。 

４７事業「健康文化活動拠点センター管理費」は、予算額１，１１６万９千円であり

ます。 

１事業の目的及び目標は｢ペアーレ大仙｣の施設維持管理と利用促進を図り、中心市街

地の活性化を目指すものであり、２の事業の概要としましては、ペアーレ大仙は第３期

の指定管理に入ります。指定管理者株式会社ＴＭＯ大曲へ２７年度から３ヵ年管理運営

をお願いするものであります。 

また、基本協定により１０万円以上の修繕、備品は市が対応するということになって

おりまして、修繕につきましては真空式温水ヒーター制御盤取替や、備品におきまして

はランニングマシンなどを更新するものであります。 

これまでの実績では受講生やフリー利用者が若干名ずつ減っているものの、新規講座
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の開設や、アンケート結果からの改善を行い、あわせて２６年度から、受講料を値上げ

して経営改善に努めており、今後も指定管理者と連携を図りながら、利用者が快適で安

心して利用できる環境と生涯学習の場を提供してまいります。 

財源の内訳は一般財源となっております。 

次に、事業説明書２－１８ページをご覧ください。 

４８事業「市民活動交流拠点施設運営管理費」は、予算額１，１０６万８千円であり

ます。 

１事業の目的及び目標は市街地再開発北街区複合商業棟２階の市民活動交流拠点セン

ターにおいて、行政サービスの提供や市民活動の拠点となるコーナーやオープンスペー

スを設け、市民活動や交流のサポートをすることを目的とし、市民の交流・活動の機会

を創出する新しい感覚の拠点施設として利活用を図るものであります。 

  また、ボランティアやＮＰＯを支援するため、市民活動交流拠点センター機能である

会議室や印刷機等の機器を提供しながら情報交換の場として充実させるものであります。 

  事業の概要としては、複合商業等全体の高熱水費や清掃など維持管理費をアンベー大

曲管理組合へ面積按分により負担金として交付するほか、市が直接管理する市民活動交

流拠点センターなどの電気料金や清掃委託金及び市民活動支援による情報機器のリース、

印刷機のインク、マスターなどの消耗品費等であります。 

利用者については説明書の下段、事務事業の見直し内容に１２月末とありますが、最

新の２月末までの数字が出ましたので、２月末までの１１ヵ月で、述べ２７，４２６人

の利用をいただき、月平均では２，４９３の利用となっています。実質は５月からのグ

ランドオープンですので５月からの月平均としましては２，６６３人となっています。 

  ちなみに２６年度のオープンスペース利用は、華道展、習字アート作品の展示、ふる

さと旅するラジオ生放送、陶芸作品展、民話の語り、写真展、盆景展、Ｎ響演奏会、小

学生の税に関する習字展など、１８件の多種多様なイベント、展示が行われております。

 また、会議室では月１回の日曜消費生活相談会と結婚応援相談会を予定通り実施して

おります。 

今後も、中心市街地の核となる人が活き人が集う施設として、市民の作品展示やイベ

ント開催なども含めた管理運営を行ってまいります。 

 最後に、Ａ３版の平成２７年度当初予算概要、企画部の５ページをお開き願います。 

男女共同参画・交流推進課所管の全事業ですが、ただいま事業説明書で説明申し上げ
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ました事業を除く当課事業概要について、説明申し上げます。 

№１、２款１項１０目１事業、男女共同参画審議会委員報酬２２万円であります。 

審議会開催にともなう委員報償費（３回分）を計上しております。 

最後の№１０、５０事業、企画費負担金は７８万４千円を計上しております。 

秋田空港利用促進協議会負担金、秋田県日中友好協会負担金、大仙仙北地域外国籍住

民等サポート事業費負担金、あきた結婚支援センター負担金であります。 

いずれも一般財源となっております。 

以上、男女共同参画・交流推進課所管の平成２７年度当初予算の概要についてご説明

申し上げましたが、宜しくご審議のうえ、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。 

  審査の途中でありますが、ここで、暫時休憩いたしたいと思います。 

再開を３時２５分といたします。 

          午後 ３時１４分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ３時２４分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。はい、藤田委員。 

○８番（藤田和久） ２－１２。夫婦間の暴力って結構まだあるんですよ。そういう家庭

が非常にあります。なので、できればですね、リーフレットの配布も必要でしょうけれ

ども、全戸配布用の簡単なチラシを配ってもらうとか、そういうことも必要な気がしま

す。今年でなくてもいいし、検討してもらえればありがたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 佐々木男女共同参画・交流推進課長。 

○男女共同参画・交流推進課長（佐々木繁隆） ここのページの事業説明書の中で、２７

年度においては、２６年度の２５万円の予算を大幅にアップしております。それにつき

ましては、事業概要の１番のところで掲げておりますけれども、全域をテーマとした講

演会というふうに今年はスポットを当てておりますので、議員おっしゃるように確かに

リーフレットを毎戸にいく分は毎年作成しておりません。いろんなかたちで、お店屋さ

んの前とか、産業祭のときにとかということで配っておりますけれども、全戸配布がで

きるようなことも検討してまいります。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、茂木委員。 
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○１１番（茂木 隆） ２－１３。むすび・サポート事業費、これは前から、事業費を尐

しアップして、もっと成果があげられるようにして欲しいということが、予算的に見れ

ばかなり増額されたということで、評価に値するというふうに思います。まず、会員の

増員ということは、来年度のひとつ課題だというふうに思いますけれども、やっぱり地

域的なバランスも当然なければいけないし、そういう面で結婚を支援する会の会員をど

のようにして増やしていくのか、その辺りをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 佐々木男女共同参画・交流推進課長。 

○男女共同参画・交流推進課長（佐々木繁隆） 先ほど申し上げましたように、大曲地域

が６人、神岡が３人、仙北がゼロということになっております。あと、他の地域におか

れましては各１名です。協和とか西仙北、中仙あたりはエリア的に広いわけですので、

そちらの方を重点に各１名ずつ、仙北さんの方がゼロですので、最低でも１人を目標に

しながら、一応４月すぐ公募する予定でおります。この支援する会というのは、ボラン

ティアでやってもらうということが前提として立ち上がった会でありました。ですので、

今まで無報酬で頑張ってきてくれてましたけれども、今回まず予算もつきましたという

ことも含めまして、各地域で２人ずつくらいの体制とかで、合計２０人ということで活

動していただければと思っております。基本、募集かけても出てこないという可能性も

ありますので、その時は支所と協議しながら推薦みたいなかたちででも、絶対空白を埋

めたり、各地域２名ぐらいの体制で取り組んでいければなというふうに考えているとこ

ろであります。 

○委員長（高橋幸晴） 茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） 街コンだとかいろいろあるけれども、概ね何歳ぐらいまでを対象

にしてるのか、ちょっと教えてください。 

○委員長（高橋幸晴） 佐々木男女共同参画・交流推進課長。 

○男女共同参画・交流推進課長（佐々木繁隆） 最初、この出会いの場のイベントを企画

した時に、制限かけるのはどうなのかということで、そのプロジェクトでいろいろ揉め

ました。その結果、１回目から４回目あたりまでは制限を設けませんでした。そうする

と、やはり震災の時分の時もありまして、６０歳代、７０歳代という方も、ポチポチと

このイベントに参加したという経緯があります。私どもは基本的には尐子化対策として

の結婚支援というふうに考えておりまして、できれば男性は４２歳、女性が４０歳未満、

一緒になって子どもを授かれる年代というところに、今回の冬のイベントは、そういう
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年齢制限を設けたということもありますので、今後も高齢者、年配の方だけを対象にし

たイベントだとか、本当に若い人たちだとか、そういうことも視野に入れながら、イベ

ントを分けていくとか、そういうことも必要なのかなというふうに考えてはおりますが、

当課としては尐子化対策という観点から、そういうふうにイベントを進めているところ

であります。 

○委員長（高橋幸晴） はい、茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） この前、島根県でしたか、公務員限定の、結構応募者がいたらし

いんですけれども、ひんしゅくをかって止めたという話ですけれども、やっぱり公務員

はそういう面では人気が、結婚したいという女性の人が多いというふうには、いろんな

面で生活が安定した人を選ぶというのが本音だと思いますけれども、ああいうやり方は

やっぱり間違っても大仙市ではやらないようにしていただきたいと思います。そういう

中で県の結婚支援センターというのが、まず県にあって、そこに登録、１万円だがの登

録をして、そしていろいろこう見てもらうというようなことでありますけれども、大仙

市で例えばそういう県の結婚支援センターと、大仙市にもこういうような出会いの場に

出てくる人の中で、県の結婚支援センターに登録してる人は把握は出来ないんですか。 

○委員長（高橋幸晴） 佐々木男女共同参画・交流推進課長。 

○男女共同参画・交流推進課長（佐々木繁隆） できます。大仙市の方は、前の石川さん

という方がセンター長やっていた関係で、全県でも登録者が多いというふうになってま

す。ただ、男女別がやっぱり男性が多くて、女性が尐ないとなってますけれども、秋田

県全体で１，８９４人。男女別として、男が１，１７３人、女が７２１人。うち大仙市

が、全体として１４２人。男性が１０１人、女性が４１人ということになっております。 

○委員長（高橋幸晴） 茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） この前もちょっと新聞を見ていたら、県北のある市では、結婚支

援センターの登録料、これは１万円で３年間有効だそうですけれども、１万円のお金を

出せないぐらいでは、自分で出すのが本当ですけれども、登録料を市で負担するという

ようなあれも載っておりましたけれども、本当にこの人口問題は喫緊の課題であります

ので、そういうことも大仙市として考えてもおかしくはないと思いますけれども、その

辺りはなんたふうに考えてますか。 

○委員長（高橋幸晴） 佐々木男女共同参画・交流推進課長。 

○男女共同参画・交流推進課長（佐々木繁隆） この件につきましては、今おっしゃられ
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ましたように１万円で３年間マッチングシステムに入っていける権利というのが与えら

れることになっております。やはり、その方が本当に見込んであるのか、既婚であるの

かということも含めて、最初システムを導入した時に、いたずらで入られれば困るとい

うことがありました。それで、大仙市としては今言いましたように１万円で３年間、や

っぱり自分の力で見つけにいくんだという考えが大勢を占めるということで、ここ３年

間、４年間、毎年、センターの方からこの１万円のサポートはどう考えてますかという

アンケートは来ますけれども、うちの方では一貫して、個人の責任で払っていただきた

いという考えでおるところです。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

  つぎに、重点政策室所管分について、当局の説明を求めます。小松企画部長。 

○企画部長（小松英昭） それでは、私の方から、議案第４９号「平成２７年度大仙市一

般会計当初予算」のうち、企画部重点政策推進室所管の予算につきまして、ご説明申し

上げたいといふうに思います。 

 予算書は１０１ページの中段、事業説明書は、２－３１ページとなります。 

 事業ひとつですので、よろしくお願いいたします。 

  ８款３項２目１１事業「市街地再開発事業費」は、１１億１，１４０万１千円の予算

計上であります。 

 大曲通町地区第一種市街地再開発事業につきましては、現在、南街区に整備を予定し

ている全４棟とも鉄骨工事を施工中でございます。３月下旪からは園舎部分が木造とな

ります児童福祉棟の木軸工事に着手する予定となっておりまして、５月に入りますと建

物の概要が見えてくる見込みであります。 

  南街区全体の工事進捗率につきましては、２月末時点で３１．１％を見込んでおり、

工程どおり順調に進捗しております。 

 平成２７年度におきましては、本年９月末の竣工、１１月１日のグランドオープンに

向け引き続き南街区４棟の建築工事を進めるとともに、事業が予定どおり完了するよう

推進するため、市街地再開発組合に対する補助金５億９，４９８万９千円、市街地再開

発事業において市が取得する土地、建物の価格であります従後資産（２９億９，８７９

万１千円）から、元々、市が再開発事業区域内に有していた権利相当額となる従前資産
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（２４億８，８５２万５千円）を差し引いた増床負担金５億１，０２６万６千円、及び

関係機関との協議等に要する事務費６１４万６千円の合計１１億１，１４０万１千円を

予算措置するものであります。 

  なお、財源の内訳でありますけれども、国庫支出金として社会資本整備総合交付金が

４億５，４２０万５千円、県支出金として市街地再開発事業費補助金１億１２７万７千

円、市街地再開発事業債として６億７０万円、羽後交通から市が賃借する駐車場及び高

齢者福祉棟の土地賃借料のうち、ＪＡ秋田おばこが使用する土地分の転貸料として３５

０万円、一般財源が５，２９９万６千円となっております。 

 以上、重点政策推進室所管の歳入歳出予算についてご説明申し上げましたが、よろし

くご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

           （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

これで、議案第４９号にかかる企画部所管の質疑は終結いたしました。 

なお、討論・表決につきましては、最後に一括で行います。 

 

○委員長（高橋幸晴） 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

本日はこれをもって散会し、明日１０日午前１０時より審査を再開いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

 

          午後 ３時４１分 散  会 
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大仙市議会企画産業常任委員会会議録 

 

日 時 平成２７年３月１０日（火曜日） 午前１０時００分 ～ 午後４時１２分 

 

会 場 大仙市役所 ３階 互助会館第１会議室 

 

出席議員（７人） 

 １番 冨 岡 喜 芳   ８番 藤 田 和 久  １１番 茂 木   隆 

１３番 古 谷 武 美  １４番 武 田   隆  １６番 高 橋 幸 晴 

２０番 佐 藤 清 吉 

 

欠席議員（０人） 

 

説明のため出席した者 

農 林 商 工 部 長 佐々木誠治  農 林 振 興 課 長 今 野 功 成 

農 林 振 興 課 参 事 藤 井 一 博  農 林 振 興 課 参 事 煤 賀 康 典 

農 林 振 興 課 主 幹 渡 辺 重 美  農 林 振 興 課 副 主 幹 斎 藤 秋 彦 

農林振興課主席主査 杉 山 真 矢  農 林 振 興 課 主 査 髙 橋  勉 

農 林 振 興 課 主 査 加 藤 大 作    

商 工 観 光 課 長 五十嵐秀美  商 工 観 光 課 参 事 今  善 雄 

商 工 観 光 課 副 主 幹 大 沼 利 樹  商 工 観 光 課 副 主 幹 伊 藤  敬 

次長兼企業対策課長 小野地  洋  企 業 対 策 課 副 主 幹 大 野 暁 佳 

企業対策課主席主査 佐 藤 正 規    

農業委員会事務局長 堀 江 則 男  農業委員会事務局参事 佐 藤  司 

農業委員会事務局参事 工 藤 明 良  農業委員会事務局主幹 進 藤 一 好 

 

議会事務局職員出席者 

主 査 佐 藤 和 人 

 

審査案件 
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１ 議案第１０号 大仙市農業後継者育成修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制

定について 

２ 議案第２０号 大仙市ふるさと・水と土保全対策基金条例を廃止する条例の制定につ

いて 

３ 議案第３８号 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第１２号） 

４ 議案第４９号 平成２７年度大仙市一般会計予算 

５ 議案第６９号 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第１３号） 

６ 請願第 ５号 農協改革に関する請願書 

７ 請願第 ６号 ＴＰＰ交渉に関する請願 

８ 請願第 ７号 米価対策の意見書を求める請願 

９ 請願第 ８号 農協改革をはじめとした「農業改革」に関する請願 

10 陳情第２８号 労働時間法制の規制強化と安定雇用の確立を求める陳情 

11 閉会中の継続審査（調査）の申し出にかかる事件について 

 

          午前１０時００分 開  会 

○委員長（高橋幸晴） おはようございます。 

昨日に引き続いて、２日目の審査を行いたいと思いますけれども、昨日は企画部の関

係で、今日は農林商工部関係の審査を行いたいと思います。 

昨日お話したんですけれども、いずれ２７年度の大変ま、国でも改革など、地方創生

などが話し合われておりまして、大変重要な審査になるのではないかなと話をして、職

員からも大変いろいろ質疑をいただきました。どうか今日もそういうことで、ひとつ皆

さんから質疑をお願いしたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い

したいと思います。 

只今から、企画産業常任委員会を開会いたします。 

本日の審査は、農林商工部・農業委員会事務局所管の議案審査を行い、最後に予算案

の討論・表決を行います。

 

○委員長（高橋幸晴） それでは、日程表に従って順次審査してまいります。 

はじめに、佐々木農林商工部長からごあいさつがあります。佐々木農林商工部長。 

○農林商工部長（佐々木誠治） ご審査をお願いする前に、一言ごあいさつ申し上げます。 
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  まずは、平成２６年度も２０日余りとなりましたが、企画産業常任委員会の皆様には、

当農林商工部の業務遂行に際しましては、格別なるご指導、ご教示方を賜りまして、改

めまして、厚く御礼申し上げます。 

  さて、昨年は国の農業政策の大転換の報道に始まり、そして米価の下落という最悪の

シナリオで終わりましたが、まさに農家の皆様をはじめ、農業関係団体の皆様にとりま

しては、生産意欲の減退はもとより、将来の営農への不安は計り知れないものがあった

ものと強く感じております。 

  市としましても、新年度におきまして、これまで制度的に支援が薄かった「稲作」を

主体とする法人、個人経営者に対しましての田植機、コンバインの購入助成をはじめ、

特別栽培米の取り組みへの支援、ナラシ対策への積立金に対する助成などを新たに構築

し、生産意欲の高揚につなげることとしております。 

  また、これらの支援と並行して、園芸作物の振興と複合化、広範な水田を有効活用す

る大豆生産への支援、そして平地と中山間地の生産基盤の整備なども引き続き実施して

いくこととしております。 

  一方、商工業においては、工業団地への優良企業の進出がほぼ確実になっており、プ

レス発表がなされることを心待ちにしているところであります。今後においても、情報

の収集はもちろんですが、あらゆる人脈をフルに活用し、新たな企業誘致に向けて取り

組んでいくこととしております。 

  また、花火産業構想に基づく各種事業につきましても、「地方創生先行型」の交付金

を活用するため、今期定例会の方に追加の補正予算をお願いしておりますが、そのご承

認方をお願い申し上げますとともに、新年度から本格的に取り組む本事業への一層のご

理解を重ねてお願い申し上げます。 

  加えまして、２７年度は、２８年度からの新しい農業振興計画を策定する年でもあり

ます。お手元に、８回にわたり開催しました「農業活力創造懇話会」における議事録等

をお届けしておりますが、この懇話会での意見、提言、要望等につきましては、計画を

策定する段階で大いに反映させていくこととしており、併せまして、所管の企画産業常

任委員会の皆様からもご意見、ご提言等をお寄せいただくため、６月と９月の２回にわ

たり、意見交換の場を設けさせていただきたいと考えておりますので、是非ともご了承

方をお願い申し上げます。 

  この後、審査付託になりました条例案、予算案について、各担当課長より縷々ご説明
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申し上げますので、よろしくご審査の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げまして、

あいさつとさせていただきます。本日もよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） ありがとうございました。 

 

○委員長（高橋幸晴） それでは、議案審議に入ります。 

議案第１０号「大仙市農業後継者育成修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定

について」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） それでは、ご説明申し上げます。議案書の１１ページをお

願いいたします。 

  議案第１０号「大仙市農業後継者育成修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定

について」ご説明を申し上げます。 

 林業を取り巻く状況は、全国的に林業従事者の高齢化が進み、林業を担う若い人材が

不足している厳しい状況であります。 

  これは、本市においても同様の問題であり、後継者不足が深刻な状況であることに鑑

み、本案は、後継者育成のため、農業後継者育成修学資金において、貸与対象者に林業

修学者を加えるものであります。 

  また、県では平成２７年４月に、秋田林業大学校を開校することにしておりますので、

これに合わせ、本修学資金の修学対象施設に林業大学校を加えるものであります。 

  また、この修学資金の原資は、大仙市農業・ものづくり担い手奨学基金でありますの

で、同基金条例の題名などの改正を合わせて行いまして、平成２７年４月１日からの施

行を予定しているものであります。 

 １２ページをお願いします。条文の改正内容は、議案書の１２ページと１３ページに

なりますが、内容の説明に当たりましては、本日お配りいたしました新旧対照表を合わ

せてご覧いただきたいと存じます。 

  始めに題名ですが、大仙市の次の「農業」を「農林業」に改めるものであります。 

  次に、第１条中、将来市において農業の次に、又は林業（以下「農林業」という。）

を加え、専業の次の（冬季に限り、臨時・季節労働に従事する兼業を含む。以下同じ。）

を削り、「農業後継者育成修学資金」を「農林業後継者育成修学資金」に、また「農業

知識」を「農林業知識」に、「農業後継者」を「農林業後継者」にそれぞれを改めるも
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のであります。 

  第２条では、第３号中、農業大学校の次に「及び林業大学校」を加えるものでありま

す。 

  第３条では、各号列記の以外の部分を「市長は、大学等で農学を専攻する者であって、

次の各号のいずれにも該当するものに対し、修学資金を貸与することができる。」に改

め、第１号を「大学等を卒業後直ちに市内に住所を有し、市内において農林業を専業（冬

季に限り臨時又は季節労働に就業する場合及び林業にあっては県内において林業関係団

体又は企業に就業する場合を含む。以下次号及び第７条から第９条までにおいて同じ。）

とすることが確実に見込まれるもの」に改め、第２号を「農業を専業とすることが見込

まれる者にあっては市内で農業を営む世帯（米生産調整世帯に限る。）、林業を専業と

することが見込まれる者にあっては市内に住所を有する世帯の子弟であって、その世帯

と生計を一にするものであること。」に改めるものであります。 

  第３号を削りまして、これまでの第４号を第３号とし、第５号を削り、第６号中、平

仮名書きの「ほか」を漢字の「他」に改め、第４号とするものであります。 

  次に、第７条第２号中「農業」を「農林業」に改め、「（冬季に限り、臨時・季節労

働に従事する兼業を除く。）」を削り、平仮名の「ほか」を漢字の「他」に改めるもの

であります。 

  第８条では、第１項中「農業」を「農林業」に改め、 

  第９条でも同じく「農業」を「農林業」に改めるものであります。 

  第１０条では、第１号中「農作業事故に起因し」を「農林業の作業中の事故に起因し

て」に、また「農業」を「農林業」に改めるものであります。 

  附則として、施行期日ですが、この条例は、平成２７年４月１日から施行するもので

あります。 

 次に、合わせて一部改正を行う「大仙市農業・ものづくり担い手奨学基金条例の一部

改正についてご説明申し上げます。 

  同じくお配りしております、新旧対照表を合わせてご覧いただきたいと存じます。 

  始めに題名ですが、大仙市の次の「農業」を、「農林業」に改めるものでございます。 

  次に、第１条中、「大仙市農業・ものづくり担い手奨学基金」を「大仙市農林業・も

のづくり担い手奨学基金」に改めるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、
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お願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、お願いいたします。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） 今日の魁の新聞欄にも県会の方でも奨学金の協議した記事ついて

ましたけれども、大仙市の場合、免除の制度というのは今のところとってないんで、例

えば大仙市に戻ってきて、農林業に就く、就いたという人方については、借りた金額の

３分の１免除するどが、半分免除するどが、大仙市としてもそういった方策とってもい

いんではないかと、そうすることによって、逆に秋田県に帰ってくる、あるいは地元に

帰ってくるという大学生が増えるという可能性もあると思うので、そこら辺も一つ検討

の課題にしてもらえればなというふうに思ったところでございました。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） 武田委員のご質問にお答え申し上げます。 

  市の方でも、そういう農業に就農、または今回追加された林業関係に就業した場合の

免除規定でございますが、本条例の第７条、第８条、および第９条において、償還の免

除等について規定を設けさせていただいております。大学や、農業大学校、林業大学校

を卒業して、直ちに農業に就農、または林業関係の会社に就業した場合は、そして７年

間市内に住所を有して、就農または勤めた場合は、奨学金の免除をするということでさ

せていただいております。このような方向でやらせていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） 実際問題、林業後継者、林業大学校というのを県の方で４月から

ですか、始めるわけですけれども、農業を含めた農林業としての経営している人はいる

かもしれませんけれども、実際問題、林業を生業としている、そういう林家といいます

か、そういう方は大仙市にどのくらいいるもんだっしべ。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） 林業のみという、今回の条例につきましては、森林組合と

か、林業関係の会社に就業ということを前提にした条例でございまして、ひとつはそれ

でございます。統計上の林家数と林業従事者数というのは統計上出ておりますが、林業

のみを生業としているという数値については今現在のところ把握してございません。た

だ、今の材料の木材価格の低迷から言って、林業のみで生計を維持するというのは非常
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に厳しいと思いますので、専業林家というのは余りいらっしゃらないのかなという思い

はございます。 

○委員長（高橋幸晴） はい、茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） 林業後継者育成といえば非常に聞こえはいいんですけれども、今

課長が話したように、実際現場では、例えばその森林組合なり、の作業班とか、あるい

は林業の作業をする会社というか、そういうとこの後継者を育てるための、実際はそう

いうことなんだっしべ。本来であれば林業をもう尐し強くして、林業経営も出来るよう

な体制にこれからしていかなければならないわけで、林業後継者といっても実際はそう

いう会社とかそういう法人、作業班のそういう、若い従業員というか、社員を育てるた

めのひとつの就学資金を貸与するというような、そういうふうに理解することなんだと

思いますけれども。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） お答え申し上げます。委員ご指摘のとおりでございまして、

専門的な機関で修学、勉強された若い方々が市内に帰ってきて、勤め先を確保して、定

住を含めたそういう支援をするためということでございまして、就職の支援の部分が確

かに大きい条例の改正でございます。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ、これで質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 討論なしと認めます。お諮りいたします。 

本件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第２０号「大仙市ふるさと・水と土保全対策基金を

廃止する条例の制定について」を議題といたします。当局の説明を求めます。今野農林

振興課長。 
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○農林振興課長（今野功成） ご説明申し上げます。議案書の３９ページをお願いします。 

  議案第２０号「大仙市ふるさと・水と土保全対策基金を廃止する条例の制定について」

をご説明申し上げます。 

  ４０ページをお願いします。大仙市ふるさと・水と土保全対策基金条例を廃止し、同

条例を平成２７年４月１日から施行しようとするものであります。 

  廃止をお願いします大仙市ふるさと・水と土保全対策基金は、本日お手元に配付させ

ていただいているとおりでございます。本条例は、平成１７年３月の市町村合併時に、

旧市町村から持ち寄った同様の基金を統合して、設立された基金であります。 

  基金の目的は、地域の快適な環境を守り、集落活動をもりたて、住みよいふるさとづ

くりを推進することを目的に設置しております。その後、基金の取り崩しを行いながら、

事業に充当してまいりましたが、今年度に実施しております事業の財源として全額を充

当したため、基金の残高が無くなったことから、基金を廃止させていただきたいと考え

てるものであります。 

  以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方はお願いいたします。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 討論なしと認めます。それではお諮りいたします。 

本件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第３８号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第

１２号）」を議題といたします。 

はじめに、農林振興課所管の説明を求めます。今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） 議案第３８号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第
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１２号）」のうち、農林振興課所管分について、ご説明申し上げます。 

  資料№３、大仙市補正予算（３月補正②）と、資料№３－１、主な事業の説明書にて

説明させていただきます。 

  なお、歳入予算につきましては、関連する歳出予算の説明の際に、合わせて説明させ

ていただきます。 

  また、歳出補正と関連する繰越明許費につきましても、歳出予算の説明に合わせて説

明させていただきます。 

 資料№３、補正予算書の２１ページをお願いいたします。主な事業の説明書は、１５

ページからでございます。 

  ６款 農林水産業費、１項 農業費、２目 農業総務費、６２事業 稲作経営安定緊急対

策資金保証料補給金は、補正前額６８１万６千円に２７２万４千円の補正をお願いし、

補正後の額を９５４万円とするものであります。 

  事業の概要でございますが、昨年１０月の臨時市議会におきまして、平成２６年産米

の大幅な下落に伴う農家への緊急融資の際に必要となる融資保証料を、全額市が負担す

ることで予算をご決定いただきましたが、その後農家からの借入要望額が当初想定して

おりました貸付額を超える見込みとなったことから、今回予算の補正をお願いするもの

であります。 

 当初の計画では、総額４億５，４４０万円の貸付を見込んでおりましたが、ＪＡ等の

金融機関から聞き取りいたしましたところ、実績見込額が約１．４倍の６億３，５９４

万５千円に上る見込みであることから、融資保証料も当初の６８１万６千円に２７２万

４千円の追加補正をお願いするものであります。 

 次に、主な事業の説明書１６ページをお願いいたします。３目 農業振興費、１０事業 

担い手支援事業費は、補正前額８０９万７千円に４００万円の補正をお願いし、補正後

の額を１，２０９万７千円とするものであります。 

  事業の概要ですが、農業法人確保・育成事業費補助金は、県の６月補正予算で新たに

予算措置された事業であります。 

  平成２５年１月以降に設立された法人の経営複合化や多角化に関する活動費を県１０

０パーセントで補助するものであります。 

  対象は大曲地域の農事組合法人大曲、中仙地域の農事組合法人上黒土、下黒土アグリ、

長野ライスファーム、南外地域の農事組合法人大輪、太田地域の農事組合法人駒場南、
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おおた今宿、小神成ファームの８法人で、税理士への委託業務費やパソコン導入費など

の費用として、１法人当り５０万円を補助するものであります。 

  なお、４番補正額の財源内訳ですが、予算書の１３ページをお願いいたします。１５

款 県支出金、２項 県補助金、５目 農林水産業費県補助金、１節 農業費補助金のうち、

農業法人確保・育成事業費補助金４００万円を、本事業の財源として歳入予算の補正を

合わせてお願いするものであります。 

 次に、主な事業の説明書の１７ページをお願いいたします。同じく３目 農業振興費、

４７事業 人・農地問題解決加速化支援事業費は、補正前額４５万円に２００万円の補正

をお願いし、補正後額を２４５万円とするものであります。 

  補正の内容ですが、農業経営法人化等支援事業といたしまして、集落等を単位として

設立する法人が、定款作成・認証代、印紙税・登録免許税など、設立に伴い必要となる

書類整備にかかる経費を助成するもので、今般の国の補正予算で交付単価等の引き上げ

があったものであります。 

  対象は、中仙地域の農事組合法人上黒土、下黒土アグリ、長野ライスファーム、及び

太田地域の小神成ファームで、それぞれ５０万円を補助するものであります。 

  このうち、小神成ファームにつきましては、法人設立は平成２７年１月２２日であり

ますが、農地の利用権設定は、５月１日の県公告決定のスケジュールで進められており

ます。年度内に交付対象要件を満たさないことから、予算の繰越をお願いするものであ

ります。 

  予算書につきましては、６ページをお願いいたします。第３表繰越明許費の２項目目

でございます。６款 農林水産業費、１項 農業費、人・農地問題解決加速化支援事業費

として５０万円の繰越明許費の設定をお願いするものでございます。 

  なお、財源内訳ですが、予算書の１３ページでございます。１５款 県支出金、２項 県

補助金、５目 農林水産業費県補助金、１節 農業費補助金のうち、人・農地問題解決加

速化支援事業費補助金２００万円を本事業の財源として合わせて歳入予算の補正をお願

いするものであります。 

 次に、主な事業の説明書１８ページをお願いいたします。同じく３目 農業振興費、６

１事業 青年就農給付金事業費は、補正前額７，０５０万円に、３，７１２万５千円の補

正をお願いし、補正後額１億７６２万５千円とするものであります。 

  青年就農給付金は、一人当たり年間１５０万円、夫婦の場合は２２５万円を半年ごと
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に給付することを基本としておりまして、当初予算で既に今年度分の予算をご決定いた

だいておりますが、今般国の補正予算として、平成２７年度の給付分を年度内に前倒し

で給付するよう、国の指導がありましたので、今回補正をお願いするものでございます。 

  前倒しの給付者は、既に青年就農給付金を受給している方が対象で、全期間の１５０

万円を前倒し給付する方が２０人、半期分の７５万円を前倒し給付する方が２７人、合

わせて４７人に対して、４，７２５万円を年度内に給付するものでございます。 

  なお、補正額につきましては、当初予算と実績見込みの差額が生じておりますので、

この金額を相殺しまして補正額３，７１２万５千円としております。 

  ４番補正額の財源内訳ですが、予算書は１３ページでございます。１５款 県支出金、

２項 県補助金、５目 農林水産業費県補助金、１節 農業費補助金のうち、青年就農給付

金３，７１２万５千円を、本事業の財源として合わせて歳入予算の補正をお願いするも

のであります。 

 次に、主な事業説明書の１９ページをお願いします。同じく３目 農業振興費、６４事

業 担い手への農地集積推進事業費は、補正前額５，５２６万円に１，０６６万４千円の

補正をお願いし、補正後額６，５９２万４千円とするものであります。 

  機構集積協力金は、農地中間管理機構への農地の出し手に対して支援を行うものであ

りますが、その内訳として（１）地域集積協力金は、１，９２６万円の減額補正をお願

いするものであります。 

  外縁が明確である地域内の全農地面積のうち、機構へ貸し付けた農地面積の割合に応

じて協力金を交付するものですが、今年度は制度発足初年度ということもありまして、

該当する地区がありませんでしたので、予算を減額させていただくものであります。 

  （２）経営転換協力金は、２，９８０万円の補正をお願いするものであります。機構

に農地を貸付し、経営転換や離農する農家に対して面積に応じて交付するもので、（４）

の内訳に記載させていただいておりますが、０．５ヘクタール以下の方が２２人の計画

に対して３７人の実績見込み、０．５ヘクタールから２．０ヘクタールの方が５４人か

ら６４人、２．０ヘクタールを超える方が２人から３１人へとそれぞれ増加しているこ

とから予算の補正をお願いするものであります。 

  （３）耕作者集積協力金は、機構が借り受けた農地に隣接する農地を機構に貸し付け

た場合、１０アール当り２万円を交付するもので、当初計画では５００アール分を見込

んでおりましたが、実績は３１２アールとなる見込みであることから減額補正をお願い
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するものであります。 

  また、下段に記載させていただいておりますが、農地集積協力金返還金として、５０

万円の補正も合わせてお願いするものであります。 

  これにつきましては、平成２４年度に交付した農地集積協力金、経営転換協力金につ

いて、補助金の対象となった利用権設定を合意解約して農地の売買を行ったため、補助

金の要件からはずれることになりましたので、補助金の返還の必要が生じたものであり

ます。 

  なお、歳入予算として、補正予算書の１３ページをお願いします。 

  １５款 県支出金、２項 県補助金、５目 農林水産業費県補助金、１節 農業費補助金

のうち、担い手への農地集積推進事業費補助金１，０１６万４千円と、１５ページでご

ざいますが、２０款 諸収入、５項 雑入、３目 雑入、２８節 雑入のうち、農地集積協

力金返還金５０万円を本事業の財源として歳入補正をお願いするものであります。 

 予算書の２１ページをお願いいたします。同じく３目 農業振興費、７１事業 園芸メ

ガ団地整備事業費は、補正前額３億４，８７９万円から、６，７５２万２千円を減額し

まして、補正後額を２億８，１２６万８千円とするものであります。 

  秋田おばこ農業協同組合が事業主体となって建設を進めております中仙地域の園芸メ

ガ団地でございますが、今年度予定しておりましたパイプハウス１０４棟の整備などを

終えておりますが、これまでに入札による請負差額などが生じたことから、減額補正を

お願いするものであります。 

  なお、歳入予算として、補正予算書の１３ページをお願いします。 

  １５款 県支出金、２項 県補助金、５目 農林水産業費県補助金、１節 農業費補助金

のうち、園芸メガ団地整備事業費補助金４，５０１万５千円の減額と、１５ページをお

願いします。２１款 市債、１項 市債、５目 農林水産業債、１節 農業債、園芸メガ団

地整備事業債２，２５０万円の減額補正を合わせてお願いするものであります。 

 予算書２１ページをお願いいたします。同じく３目 農業振興費、７５事業 強い農業

づくり交付金事業費は、補正前額８億５，１２５万３千円から、９，７９６万６千円を

減額し、７億５，３２８万７千円とするものであります。 

  ＪＡ秋田おばこが事業主体となって、大曲地域四ツ屋地区水木田に建設する予定の園

芸作物一元集出荷施設につきましては、国の通常予算で採択が見送られましたが、その

後農林水産省の調整により、通常予算分として３億円の補助金の内示があり、これによ
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り計画分のうち、枝豆、アスパラガス、花きの集出荷施設は、建設の採択をいただきま

した。 

  その後、今般の国の補正予算により、残りのトマトを中心とした野菜等の集出荷施設

に４億５，３２８万７千円の予算をいただいたことから、この後説明させていただく繰

越明許費のご決定をいただいて翌年度施工させていただいたいと考えております。事業

費の減額補正の内訳につきましては、当初野菜等の荷受から、出荷・販売・精算までを

行う電算システムの導入を計画しておりましたが、既にインターネットを通じて、物流

を管理するシステムが構築されていることから、そのシステムを活用する方法などへの

変更によりまして、９，７９６万６千円の減額となったものであります。 

  なお、この繰越明許費でございますが、予算書の６ページでございます。３項目目で

ございますが、６款 農林水産業費、１項 農業費、強い農業づくり交付金事業費７億５，

３２８万７千円につきまして、翌年度に繰り越して工事を実施したいことから、繰越明

許費の設定をお願いするものです。なお、施設につきましては、枝豆・アスパラガス・

花き等の施設は、４月に着工して１０月頃の完成を見込んでおります。また、トマトを

中心とした施設につきましては、８月に着工して来年３月頃の完成を見込んでおります。 

  なお、歳入予算として、補正予算書の１３ページをお願いします。 

  １５款 県支出金、２項 県補助金、５目 農林水産業費県補助金、１節 農業費補助金

のうち、強い農業づくり交付金事業費補助金９，７９６万６千円の減額補正を合わせて

お願いするものであります。 

 次に、予算書２１ページをお願いします。主な事業の説明書は、２０ページになりま

す。同じく３目 農業振興費、８２事業 経営体育成支援事業費は、補正前額２，４００

万円に４，５０３万３千円の補正をお願いしまして、補正後額６，９０３万３千円とす

るものであります。 

 人・農地プランに位置づけられた中心経営体が、融資を主体として農業用機械を導入

する場合、融資残の自己負担部分について補助金を交付する事業でございますが、今般

の国の補正予算により、平成２７年度事業に挙げていた要望を前倒しするよう国の指導

があったものであります。 

  前倒しで導入する件数は１９件で、トラクター・田植え機・コンバイン等の稲作用機

械であります。事業費が税込みで1億６，４３１万８千円、補助金が税抜き事業費の３０

パーセントで、４，５０３万３千円であります。 
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  なお、補正額の全額を翌年度に繰り越して執行するため、繰越明許費の設定をお願い

するものでございます。予算書の６ページをお願いします。４項目目でございますが、

６款農林水産業費、１項農業費、経営体育成支援事業費として、４，５０３万３千円に

つきまして、翌年度に繰り越しをお願いするものでございます。 

  なお、歳入予算として、補正予算書の１２ページでございますが、１４款 国庫支出金、

２項 国庫補助金、４目 農林水産業費国庫補助金、１節 農業費補助金、経営体育成支援

事業費補助金４，５０３万３千円の補正を合わせてお願いするものであります。 

 次に、予算書の２１ページでございます。 

  ６款 農林水産業費、２項 林業費、６目 県営林道事業費、１０事業 県営林道事業費

でございますが、７００万円の減額補正をお願いするものでございます。 

  協和地域の林道前沢線は、補正前額２，１００万円から、７００万円を減額し、補正

後額を１，４００万円とするものであります。県営林道事業として国の補助を受けて開

設事業を実施しておりました協和地域の林道前沢線ですが、国からの事業費配分が当初

計画を下回ったことから、これに関連して事業費の２５パーセントを負担する市の負担

金額を減額補正するものであります。 

  なお、歳入予算として、補正予算書の１５ページをお願いします。 

  ２１款 市債、１項 市債、５目 農林水産業債、２節 林業債、県営林道整備事業債   

７００万円も合わせて減額補正をお願いするものであります。 

 次に、予算書の６ページをお願いします。 

  第３表 繰越明許費ですが、５項目目の６款 農林水産業費、１項 農業費、県営土地改

良事業費負担金は、８５４万２千円を翌年度に繰り越して執行するため、繰越明許費の

設定をお願いするものであります。 

  県営で行うほ場整備事業のうち、排水路整備などの工事が、降雪により施工が困難と

なったことから翌年度に繰り越して事業実施することになったため、それに伴う市の負

担金も翌年度に繰り越しをお願いするものであります。 

 次に、６項目目の農業体質強化基盤整備促進事業費は、８３７万円の繰越をお願いす

るものであります。 

 この事業は、農家が実施する水田の区画拡大と暗渠排水への取り組みに対して定額で

助成するものですが、工事受注者との調整に時間を要したことなどから、降雪前に着手

できなかったため、翌年度に繰り越しをお願いするものであります。 
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 次に、７項目目の６款 農林水産業費、２項 林業費、秋田県水と緑の森づくり税関連

事業費は、９０９万８千円の繰り越しをお願いするものであります。 

  市内３箇所で実施している、秋田県水と緑の森づくり税を活用した、ふれあいの森整

備事業のうち、内小友地区余り目公園で整備中のふれあいの森整備につきましては、年

度内完成を目指して計画を進めておりましたが、事業区域の隣接に花火産業構想の一環

で、花火工場が設置される計画が示され、このため事業区域の変更や東屋・ベンチ等の

設置場所の変更、並びに地元及び県との調整に時間がかかったことから、翌年度に繰り

越して事業を実施するため、繰り越しをお願いするものであります。 

  次に、８項目目の、６款農林水産業費、２項林業費、高能率生産団地路網整備事業費

は、２４４万５千円の繰越明許費の設定をお願いするものであります。 

  西仙北地域刈和野地区において、県営事業として整備を進めております「林業専用道

中沢中長根線」につきまして、昨年１２月中旪以降の降雪により、資材運搬や工事の施

工に支障をきたしていることから、県において翌年度に繰り越して工事を施工したいと

申し出がありました。市におきましても当該事業費の６分の１に当たる負担金２４４万

５千円を翌年度に繰り越して支出したく、予算の繰り越しをお願いするものであります。 

 次に、１１項目目の１１款 災害復旧費、２項 農林水産施設災害復旧費、林業施設災

害復旧事業費（補助分）は、２，４３７万７千円の繰り越しをお願いするものでありま

す。 

 南外地域の林道松木沢線につきましては、８月の豪雤で被災し、国の補助を受けて実

施する公共災害復旧事業として採択を受けましたが、現地の査定及び事業費の決定まで

に時間を要し、降雪期に入り、資材運搬や工事の施工に支障をきたすことから、県とも

協議を行いまして、翌年度に繰り越して工事を実施するため、予算の繰り越しをお願い

するものであります。 

 以上、平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第１２号）のうち、農林振興課所管分

についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方お願いいたします。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） 主な事業説明書の１９ページ、担い手への農地集積推進事業費の、

（１）の地域推進集積金、マイナス１，９２６万、要するに出し手が尐なかったという
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ことだと思うんだけど、前もこの出し手の件について、出し手を希望する、しそうなの

か、要するに高齢になった農家とか、後継者がいないとかっていう農家に、農業委員の

人とか農協の人がいって、あんたの家なんとするのだというそういうやつを、きめ細か

くやらなければ、出し手というのは意外と確保できないんでねが。要するに中間管理機

構の内容というのが、あまり良く理解されていない農家も多いからという話をした経緯

あるんだけども、その辺どのようになってるか、ちょっと教えてもらえますか。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） お答え申し上げます。 

出し手不足だということでございますが、中間管理機構に該当する、補助に該当にな

る方というのは、委員ご指摘のとおり、農地の出し手でございまして、まず第１には、

農業委員会におきまして、あらたに農地を貸したいという方については、この制度の対

象になりますので、ぜひこの制度を使っていただいて、それぞれの協力金を受けられる

ようにという指導はさせていただいております。ただ、契約の更新については残念なが

ら該当しませんので、そういう方については通常の更改というかたちになります。あと、

私どもの方でも、いろんな機会を見つけては紹介しておりますが、議員ご指摘のように

農地中間機構の具体的な中身については問い合わせをいただく機会もありますので、こ

の３月から実施します集落座談会やそれぞれのパンフレット等で周知を図っております

が、また農業委員の方でも周知させていただいておりますが、訪れた方については、そ

ういう場面については、丁寧に説明をさせていただいておりますが、周知が足りないと

いう部分については、今後もそういう周知には努めてまいりたいと考えております。 

○委員長（高橋幸晴） はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） こういった農業関係については、農業委員、行政主導でやるとい

うのもひとつ。やっぱり農協を動かすという方法を取らなければ、やっぱり農業関係に

ついては行政だけではなんとしてもできね場面が増えてくると思うんで、これからは農

協とやっぱり、この前の一般質問で話させてもらったけども、農協主体にものごとを考

えて、行政はバックアップするというような方向で物事考えていかなければ、今のこの

大仙市の農業を再生というのは中々難しいんでねがなと。農協は農協、行政は行政とい

うような、二元的な方向で行動するというのは、やっぱりおかしいと、農家の人方もそ

ういうことを感じてきてるから、やっぱり主導は農協だと。バックアップは行政だとい

うようなかたちで進めていかなければ、なかなか農業の再生というのは、大仙市の場合
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出来ねんでねがなという感じするんで、そこら辺やっぱり農協を動かすという、要する

に農協と連携を取るというが、どういうわけでこういうふうな農協と行政が解離すると

いうか、そういう現象が起きてるのか分かんないけれども、そこら辺やっぱりもう一回、

行政と農協が密接な繋がりを持つような方向で物事考えてもらいたいなというふうに思

うんで、農協も動かすような、この件についても農協も動かして、やっぱり周知徹底さ

せなければ、結局その知らねでる人、要するになんとするば手続き、どういうかたちで

やればいいのか分からない農家というのがまだまだいると思うんで、そこら辺できれば、

座談会みたいに集めて大きくやるのもひとつの、やっぱり農家個々を回って、あんたの

家せばなんとするとかっていう方向さもっていかなければ、なかなかこの出し手が定ま

らなくて、結局最終的に耕作放棄地みたいになって、それこそかヤナギ生えてくるとい

うようなことも考えられなくはないんで、そこら辺やっぱり、きめ細かな、こういう推

進活動をやってもらえばなというふうに思いますんで、これ返事いりませんけれども、

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（高橋幸晴） 佐々木農林商工部長。 

○農林商工部長（佐々木誠治） 先の委員会で、武田委員からそのようなお話ありまして、

農業委員会の事務局長にその旨お話したところ、農業委員会の方で将来営農的な調査、

アンケートを取るらしいんで、それを見て、こう動き出てきますので、その話はしてま

すので、午後から農業委員会の局長来ますので、その辺りまたお聞きしてもらえれば、

いずれ加賀谷局長の方にはこの話しておりますので、農業委員会が地元に詳しいので、

あと将来リタイアする農家も把握しているはずですので、その辺りを調査する話もして

おりましたので、付け加えてお答え申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、藤田委員。 

○８番（藤田和久） 去年の話し合いの中で出されたんだけども、農地中間機構に貸し付

けたいということですけれども、その相手の、耕作してくれるとこを見つけてやれば間

違いないという、そういう話だったんですけれども、ただ貸し付けたいということで申

し込む人もいると思うんですよ。その比率はどれくらいになっているのかということ。

それともうひとつ、貸付をお願いしたいというのは１００％予算をつけられたもんでし

ょうか。どこも受けてなかったとか、そういうことがどれくらいあったのか、なかった

のか、その辺ちょっと教えていただければ。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 
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○農林振興課長（今野功成） お答え申し上げます。 

予算につきましては、今回の補助金、協力金に該当するものについては１００％予算

措置はさせていただいております。 

前段にご質問頂きました、その引き受け手がいるといいますか、いない比率というの

は、今ちょっと、すみません。いずれ、委員ご指摘のとおり、原則論では貸出ししたい

ということで、それを機構が仲立ちして見つけるということが原則でございますが、機

構の方でも委員ご承知のとおり、引き受け手がいない農地については、引き受けないと

いうことになってますので、必然とその引き受け手がいるような農地が該当して参りま

す。ですから、あんまり引き受け手がいないだろうという農地の申し出は、そんなに多

くはないだろうというイメージはございます。ただ、実際の数値は把握してございませ

ん。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） ４７事業の中で、長野ライスファームの代表者は誰だか、ちょっと

お知らせ願いたいと思います。 

それからもうひとつ、７１事業のメガ団地のことですけれども、入札請負差額でこれ

だけのマイナスが出たということですけれども、３億４千万のうちの５千７百万といえ

ば２割近い額ですけれども、主にハウスなのか、それともほかの資材なのか、その辺の

ところ、もし分かれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） お答え申し上げます。 

すみません、長野ライスファームにつきましては、後でお答えいたします。 

後段の方の園芸メガ団地について、ご答弁申し上げます。 

入札にあたりましては、もちろん事業主体がＪＡおばこでございますので、おばこが

実施して、パイプハウス、取り付け道路、それから養液システム等々に５つ程度に分け

て、入札を実施しております。その中でやっぱり一番大きかったのは議員がご指摘のと

おりパイプハウスが、非常に農協が示した予定価格より大幅に大きくて、今回の大半は

その部分でございます。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 
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  つぎに、商工観光課所管の説明を求めます。五十嵐商工観光課長。 

○商工観光課長（五十嵐秀美） 議案第３８号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第

１２号）」のうち、商工観光課所管分について、ご説明申し上げます。 

  説明資料は、資料№３、大仙市補正予算（３月補正②）により説明させていただきま

すので、よろしくお願い致します。 

最初に２２ページをお願いいたします。 

  ７款 商工費、１項 商工費、２目 商工振興費、６２事業 中小企業振興融資あっせ

ん制度保証料補給金につきましては、予算額６，６９３万円に対し、６２７万３千円の

減額で予算額が６，０６５万７千円となるものです。減額理由については、県内の景気

がやや回復の兆しが見えることから、需要が見込みより下回ったものと推測しておりま

す。 

 次に、６８事業 中小企業振興緊急経営安定資金融資利子補給金につきましては、予

算額３，６８４万２千円に対し、１，０００万円の減額で予算額が２，６８４万２千円

となるものです。減額の理由については、補給金同様、景気のやや回復の兆しによる需

要見込み減と、例年よりも大口の手形貸し付けが尐なかったため、大幅な減額となった

ところであります。 

 次に、４目 観光費、１７事業 奥羽山荘源泉開発事業費につきましては、この予算

は継続費を設定しており、工事契約に伴い予算の変更を行うものであります。平成２６

年度分予算額７，５０５万３千円に対し、４６万５千円の減額で予算額が７，４５８万

８千円にお願いするものであります。 

  次に、５ページをお願いいたします。 

第２表、平成２６年度同様、工事契約に伴い、平成２７年度の継続費も補正をようす

ることから、補正前の平成２７年度予算額５，７７６万６千円を５，７３９万円にお願

いするものであります。 

再度、２２ページをお願いいたします。 

９３事業 全国花火競技大会振興基金積立金につきましては、３千円の補正で、基金

預金利息の３千円を補正するものであります。 

以上、商工観光課所管の３月補正予算について、ご説明申し上げましたが、よろしく

ご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 
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○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方はお願いいたします。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

  ここで、１０分間の休憩を取りたいと思います。暫時休憩いたします。 

          午前１１時００分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午前１１時１０分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 

  つぎに、企業対策課所管の説明を求めます。小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） 議案第３８号「平成２６年度大仙市一般会計補正予

算（第１２号）」のうち、当課に関わる事項について、説明致します。 

 資料№３、３月補正②の２２ページをお願いいたします、 

  ７款１項２目２６事業、企業新事業展開応援事業費補助金につきまして、４５０万円

減額し、補正後の額を１００万円とするものであります。 

  この事業は、平成２４年度から始めた事業でありまして、あきた企業活性化センター

の補助制度「あきた企業応援ファンド事業」に採択された市内製造業者に対しまして、

市の上乗せ補助により、事業者の負担軽減を図ってまいりました。 

  今般、県の採択を受けた市内企業が１社に確定いたしましたことから、不用額を減額

するものであります。 

  なお、２６年度の採択企業でありますが、株式会社ゆう幸の「生あんもろこしの販路

拡大」１件、１００万円となっております。 

  以上、ご説明致しましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上

げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方はお願いいたします。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

これで農林商工部所管分、議案第３８号についての質疑は終了いたしました。 

なお、討論・表決につきましては、最後に一括で行います。 
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○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第６９号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第

１３号）」を議題といたします。当局の説明を求めます。五十嵐商工観光課長。 

○商工観光課長（五十嵐秀美） 議案第６９号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第

１３号）」のうち、商工観光課所管分について、ご説明申し上げますのでよろしくお願

い致します。 

  資料№５、予算書３月補正③の９ページが商工観光課関係となっておりますが、「補

正予算（案）事業説明書」にて、ご説明申し上げますので、資料№５－１、３月補正③、

３ページをお願い申し上げます。 

  歳入につきましては、歳出予算でご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  ７款１項２目３１事業、花火産業構想推進事業費（地方創生先行型）につきましては、

１億２，６１１万８千円の補正をお願いするものであります。 

  市では、国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、地方創生先行型を活用し

て、市と大曲商工会議所及び大仙市商工会の３者により平成２６年３月に策定した「大

仙市花火産業構想」に基づき、『日本の花火の持続的発展と地域経済の活性化』を基本

コンセプトとして、本市の強みである「花火」を活かした内発型産業の育成と絡め、日

本の花火の文化的価値の継承と花火のまちならではの情報発信や花火の振興を支える 

人・環境づくりも行いながら、観光・商業・農業等様々な分野における「大曲の花火」

ブランドの戦略的活用により、国内外に向けた販路開拓と通年型観光振興を総合的に取

り組むため、下記の１５番までの事業を実施するものであります。 

  最初の「花火のまちのまるごとスタンプラリー」開催事業につきましては、市内で毎

月打ち上げられる花火大会を巡るスタンプラリーを実施し、最後に景品が当たる内容と

しております。平成２７年度はラリーのみで、カードポスター等の経費１１１万円であ

ります。 

  ②番の、新規花火大会等の支援事業につきましては、新たな花火大会の開催や特色あ

る内容と誘客の期待がある大会等や「大曲の花火」ならではの昼花火を打ち上げる事業

を支援するものであります。内訳につきましては、既存の大会等を含め、１３花火大会

を予定しており、実行委員会への補助や委託経費等２，３７０万円であります。 

   ③番の、まちなか花火デザイン導入事業につきましては、花火通り商店街や大曲通町
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地区第一種市街地再開発事業で整備される広場等への花火モニュメント・花火サインの

調査及び設置であります。 

  また、昨年、お披露目いたしました花火玉モニュメントを大曲駅に設置するものを含

んだ経費１，１１３万７千円であります。 

  ④番の、まちなか花火シアター上映事業につきましては、「大曲の花火」をはじめと

する、市内開催の各花火大会等の映像を南街区の健康福祉棟壁面を活用して映写を行い、

各花火大会当日等への誘客を図るものであります。 

  花火映像などのコンテンツ制作等の経費３２０万円であります。 

  ⑤番の、花火の地域情報発信事業につきましては、８月に開局予定のコミュニティＦ

Ｍを通じた花火情報・各種イベント情報等花火のまちならではの情報発信を行い、また、

スタジオ周辺でのイベント時にも来場者に情報を発信するものであります。 

  内訳といたしましては、備品費及び放送使用料の経費５００万円であります。 

  ⑥番の、花火学習プログラム展開事業につきましては、花火の振興を支える人材の育

成を図るため、市内外の方々を対象に花火の学習プログラムを展開し、学び親しむ機会

を提供する取り組みを行うものであり、大曲花火クラブに事業を委託し、講座等の開催

経費８１万円であります。 

  ⑦番の、「花火のまち」の「ひとくちお土産」開発事業につきましては、「大曲の花

火」の観覧客を対象にお土産開発に取り組むものと、大仙のお土産を観覧客のさまざま

なニーズに合わせてブラッシュアップするものと、モニター調査や包装等パッケージ制

作等の経費６６６万６千円であります。 

  ⑧番の、「大曲の花・美（はな・び）」開発事業につきましては、花火を模し同心円

状に色違いになるように、ダリアの新品種を開発し、市内農家への栽培普及や新規就農

者研修施設にて研修者への栽培実施をすることにより産地化を図り、「八重芯」「花火」

「大曲」などの名称をつけ、「大曲の花・美」ダリアとしてブランド化をして販売する

ものであり、ダリア新品種開発・選定３９６万６千円、栽培普及費１６７万４千円、合

計が５６４万円であります。 

  この事業は農林振興課から担当していただくこととなっております。 

  また、この開発関係では、ダリアの球根を利用して焼酎等の開発に取り組むとし、業

者から提案もいただいております。 

  ⑨番の、「花火のまち」のネット・カタログ通販開発事業につきましては、アンテナ
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ショップ型のインターネットショップを楽天に入り立ち上げるものと、大曲の花火時の

カタログショッピングを行い、地域の特産物の販売促進を図るものであります。 

  インターネット関係は初年度初期投資を含めて１，０７４万５千円程、個人出店への

補助５件で１５０万円、年間通じて一定額を購入した方や、ポイント等の特典として発

行する、いわゆる宿泊クーポン券１５０万円、合計が１，３７４万６千円であります。 

  また、この事業の次年度以降のランニングコストですが、両商工団体は交付金がなく

なった場合でも、三者で負担してでも継続したいとの意見をいただいております。 

  ⑩番の、「花火のまち・大仙」キャラバン隊事業につきましては、「大曲の花火」公

式キャラクター「つつどん＆たまちゃん・はなちゃん」及び新しい大仙市マスコットキ

ャラクターでキャラバン隊を組織し、首都圏で市独自に開催する物産展、東北六魂祭、

東京スカイツリーの「全国観光ＰＲコーナー」で来場者に「花火のまち・大仙」の食や

観光地、花火などをＰＲするものであります。 

  併せて、地域の魅力創出のため、埋もれている観光資源を調査・発掘し、県外向けに

「新たな大仙市の魅力」をＰＲするため、花火大会を絡めたモニタープランを企画し、

実施するものであります。 

  モニターツアー経費３８３万２千円、着地型イベント経費２回で４５０万円、ふるさ

と物産フェアー関係３回で３１０万円程、合計が１，４７０万９千円であります。 

  ⑪番の、「はなび」インバウンド推進事業につきましては、メインは２０１７年の国

際花火シンポジウム招致に大仙市商工会議所が立候補をしており、今年フランスのボル

ドーで開催される同シンポジウムと、韓国・タイ・台湾で開催される旅行商品造成の商

談会に参加し、海外に大仙市の売り込みを行うほか、市内で外国人が宿泊しやすい環境

を整備するものであります。 

  フランスのボルドー、韓国・タイ・台湾の旅費のほか、ＰＲブース使用料、他言語版

ガードブック、市内店舗向けの英会話講習会の経費が１，４８２万円であります。 

  ⑫番の、花火師育成事業につきましては、市内をはじめ全国の花火製造会社の花火師

を対象に火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者の資格取得とスキルアップを

目的とした講座を開設するものと、花火師希望者を対象に火薬類製造保安責任者又は火

薬類取扱保安責任者の資格取得講座を開設する等であります。いずれも足利工業大学（花

火大学院）に事業を委託し実施するものであります。 

  試験対策講座、スキルアップ、高校生特別講座、教材費等の経費１４５万１千円であ
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ります。 

   ⑬番の、花火の共同研究・開発事業につきましては、足利工業大学と大曲の花火協同

組合と連携し、新素材の開発や煙火の分析、新作花火の研究開発を行うものであります。 

  初年度は、色の開発を行うこととしており、研究成果は、市内花火業者に共通する技

術として活用を図るほか、新たな花火玉製造会社も汎用玉の製造に利用し、製品出荷と

雇用の創出を図るものであります。 

  大学委託分の調査分析費３０３万５千円、大曲の花火共同組合委託分、加工打ち上げ

費等２９３万５千円、合計が５８６万９千円であります。 

  また、この事業には、県の提案型パワーアップ事業補助金２９３万５千円の歳入が予

定されております。 

⑭番の、「メイド・イン・大仙」の花火玉原料開発事業につきましては、秋田県立大

学と連携し、冬期間のハウス園芸用熱源として利用しているもみ殻（くん炭）や間伐材

の松をはじめとする地域の農林資源の活用を研究するものと、秋田県産業技術総合研究

センターの技術協力を得て市内事業者が開発し第１回「ものづくり日本大賞」で優秀賞

を受賞したエコ玉皮の普及促進に努めるものであります。 

  地場産農林産物調査分析研究費３４５万６千円、原料加工打ち上げ試験経費２８０万

４千円、玉皮普及費３００万円、合計が９２６万円であります。 

    また、この事業は農林振興課から担当していただくこととなっております。 

  ⑮番の、花火産業拠点整備事業につきましては、地域資源である「大曲の花火」を活

用し地域活性化を図る新法人の設備投資及び雇用に対し支援するものであります。建物

建設費及び備品費に対する補助、補助率５分の１、上限５００万円と雇用に対する助成

金３分の１、上限額１人８０万円、５人分を想定し、４００万円、合計が９００万円で

あります。 

  また、この事業は企業対策課から担当していただくこととなっております。 

以上の事業の合計は１億２，６１１万８千円となり、国庫支出金に１億１２４万８千

円、残りが一般財源となっております。 

  次の４ページをお願い致します。  

７款１項２目６９事業、プレミアム付き共通チケット発行事業費（地域消費喚起型）

につきましては、２億１，５００万円の補正をお願いするものであります。 

 市では、国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、地域消費喚起型を活用し
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て、市内の消費喚起を促すとともに、市内商業者等の販路拡大、地域経済の振興を図る

ことを目的に、プレミアム付き共通チケット発行事業を行うこととしております。また、

この事業実施にあたっては、事前に大曲商工会議所、大仙市商工会の意向をお伺いし、

この商品券発行を実施することを確認しております。 

  このプレミアム付き商品券発行事業については、チケット発行総額は、１２億円でう

ち２億円のプレミアム、プレミアム率２０％、１セット１２，０００円相当のチケット

綴りを１０，０００円で販売するものであります。 

  セット内容は、チケット事業協議会に加盟する全ての店舗で使用可能な商品券と、加

盟店の内、売場面積１，０００㎡以下の店舗のみで使用できる商品券の２種類を組み合

わせすることとしておりますが、枚数はチケット事業協議会で詰めていただくこととし

ております。 

  チケット有効期間については、６月頃から６ヶ月間としておりますが、最終的にはチ

ケット事業協議会が決めることとしております。そのほかまだ決まっていない詳細につ

いては、今後、事業協議会が決定することとしております。 

  補助対象経費については、チケットプレミアム分経費２億円と事務的経費及びこの事

業の検証等を行う効果測定費１，５００万円となっております。 

  事業協議会への補助金額は、２億１，５００万円であります。  

  事業の概要の一番下には、前回実施しました平成２５年の実績を記載しております。 

財源については、国庫支出金に２億１，４６７万９千円、残り３２万１千円が一般財

源となっております。 

  また、この交付金を活用した２件の補正については、全額繰越明許費となりますので、

予算書４ページ、下の方２段が商工観光課所管となっており、ただいま説明致しました

交付金２件、花火産業構想推進事業費１億２，６１１万８千円、プレミアム付き共通チ

ケット発行事業費２億１，５００万円が繰越明許となります。 

 以上、商工観光課所管の３月補正追加予算２件について、ご説明申し上げましたが、

よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方お願いいたします。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） この事業の目的及び目標、３ページ、花火産業構想事業費の中で、

観光入込客数９万６千人という数字出てるんだけども、これってどういう計算で９万６
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千人になったが。 

○委員長（高橋幸晴） 五十嵐商工観光課長。 

○商工観光課長（五十嵐秀美） ご質問にお答え申し上げます。 

先ほども申し上げた中で、花火を拡大するという内容であります。例えば、昨年秋の

国文祭で打ち上げた花火が３万人という発表がされております。１３大会の中で、こう

いった花火を拡大していく中で、大きいのはそういった花火大会で増を見込んでおりま

す。その他、試作打ち上げとか、そういったもので広報、周知すれば、９万６千人ぐら

いは多くなるのではないかなというところで積算しております。 

○委員長（高橋幸晴） はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） ９万６千人というのは、大仙市内のお客さんも含めて、あるいは

大仙市外、要するに県外客を含めた数字なんだが。 

○委員長（高橋幸晴） 五十嵐商工観光課長。 

○商工観光課長（五十嵐秀美） お答え申し上げます。 

市内を含んだ数になっておりますが、花火大会の中で、推測しかできないんですけれ

ども、県外客がいくらとか、県内がいくらとかというのは中々把握しづらい点でありま

すので、主催者発表が、例えば、よく大曲の花火では７０数万人とかなりますので、そ

ういった発表を基にした数字になろうかと思います。観光の場合はそういった、カウン

ターで入込数を積算できるというものではなくて、我々花火大会でいくら、おおよそで

いくら増えたのかなというところの推計数値になろうかと思っております。 

○委員長（高橋幸晴） 武田委員。 

○１４番（武田 隆） なんでそれ聞いたかというのは、要するに、この花火産業構想に

よって、大仙市の経済アップ、活性化に繋げていくということがメインだと思うんで、

大仙市内のじぇんこを回したって、大仙市の経済って増えていがねのよな。要するに、

外貨を獲得するというような方向でいかなければ、絶対、大仙市って上向がねのよ、経

済力は。だから、要するに、こういう事業をやるんだとすれば、外国から人を連れてき

て、そのじぇんこを大仙市さいかに落とすかということがメインにならねば、大仙市内

のお客さんをあでにしたったって、大仙市の経済力の活性化にはつながっていがねえの

よな。そういった意味で聞いたんだけども、やっぱり、こういう大事業、大仙市として

の本当にやるんだとすれば、いかに県外客、要するに大仙市以外のお客さんを大仙市さ

連れてきて、じぇんこ落とすかということがメインにならねば、こういう構想やったっ
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たって、なんも意味ねえというのが俺の思いであって、だからいかにこの花火大会１３

回やってもいいんだけども、その１３回のうち、例えば観光客が県外、あるいは市外か

ら来てもらうような策を取らなければ地元にじぇんこ落ちねよということなんだっしよ。

して、このお土産の売上増加額というのは、４，７２０万の増加を見てるんだけども、

それだったって、結局大仙市内の人方が来て買っていったったって、大仙市のじぇんこ

が増えるわけでねんだよな。そういったことを考えてもらわなければ、本当の大仙市の

経済力のあれが伝わっていがねという感じするんで、そこら辺、例えばこの９万６千人

の半分が尐なくとも県外客だとか、市外のお客さんどがっていうような、尐なくともそ

ういう誘致策を講じるような策とってもらわねば、これそれがら、もう１つ質問なんだ

けども、これをやるごとに、翌年度以降も事業継続するということなんだけども、この

１億２，６００万、今回上程した、それって、事業継続、来年もまたこういう事業費と

いうのは上程されて、要するに経費というのは掛かっていぐんだが。その２点。 

○委員長（高橋幸晴） 五十嵐商工観光課長。 

○商工観光課長（五十嵐秀美） お答え申し上げます。 

議員ご指摘のとおり、９万６千人の中には、我々キャラバンなり、海外にも打って出

るというところなので、大仙市の花火は日本一の花火というところで、もちろん県外客

を対象にしたイベントを組みながらキャラバン隊でもそういったものを実施していきた

いという内容です。それと、お土産品の売り上げ増加額は、まるっきり県外客を対象に

した、大曲の花火の桟敷の団体利用客がバスにして６００台、４０人乗ってれば２万４，

０００人です。そういった方々にカタログショッピングをするという内容と、インター

ネットショッピングは、このうち、３千万近くなるんですが、初年度の今年は途中の立

ち上げになろうかと思います。そういった商品をまるっきり外に出していくという内容

です。それを市内の方々の個店の事業者が集まっていただいて、楽天に入り売っていく

という考え方ですので、この売上額は、まったく県外の方を対象としたイメージになっ

ております。それと、この１億２，６１１万８千円の、スライドするかという議論かと

思いますけれども、この事業全部をまるっきりスライドするというものでなくて、検証

しながら必要であれば来年度途中である程度交付金を活用できるという内容であれば、

また事業を実施していきたいという考え方でおります。それと、今年度で必要ないもの

については、スライドさせないという考え方でおりますので、何らかの形ではこの事業

は継続、総合戦略の中で盛り込んでいきたいというのがありますが、この事業費そのも
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のがスライドするという考え方ではないので、ご理解を申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） 単純な質問ですけれども、４ページ、プレミアムチケットですけれ

ども、これは大仙市在住でなくても買えるものですか。 

○委員長（高橋幸晴） 五十嵐商工観光課長。 

○商工観光課長（五十嵐秀美） 今のところ、協議会が最終的に決定権あるんですが、我々

としてみれば大仙市内の方々、他の市では住所要件を必要としないところも出てくるの

ではないかなという気がします。国の考え方は地域内の消費喚起ですので、商店の振興

という切り口からすれば大仙市内で例えば発行して、例えば美郷の方にも買えるような

地域の情報も今はでておりますが、我々は基本的には大仙市内という考え方でおります。 

○委員長（高橋幸晴） 藤田委員。 

○８番（藤田和久） ３ページ、大曲の花火の⑧番のことで、花火に似たようなダリアの

品種改良になるのか、そういう、今年１年でまずできるものなのかどうか。それと、ど

こでこれやるのか、わかったら教えてください。 

○委員長（高橋幸晴） 五十嵐商工観光課長。 

○商工観光課長（五十嵐秀美） お答え申し上げます。 

ダリアはご存じのとおり、秋田市のダリア園が日本の理事長さんが務めておられます。

そういったところに今のところ打診しまして、新品種といわれる部分は１０００種類く

らい出てくるそうです。それを見て、我々が商標登録するとか、ある程度また改良が必

要な物は、今後先ほど申し上げました研修施設等にお願いしたり、そういったものをま

ず心んで看なければできないのかなというところであります。それと、昨日あたりでも

ダリア海外進出とか新聞等々ありますけれども、我々販路拡大については、今のところ

こういったものを拡大できるというよりも、そういったものを模索しなければ出来ない

というところで、ダリアに花火を模したというところで、今後ダリアの普及に努めたい

なというところで、我々の課よりも農林振興課さんにお願いしてやっていかなければ出

来ないというところでおります。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） この４番目の街中花火シアター上映事業というやつ、どこかの壁

面に映写するんだと思うけども、これって夜やるの、昼やるの。 

○委員長（高橋幸晴） 五十嵐商工観光課長。 
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○商工観光課長（五十嵐秀美） ご質問にお答え申し上げます。 

たぶん夜昼問わず、映像ですので、プロジェクトマッピングではなくて、普通のプロ

ジェクターのイメージしておりますので、プロジェクションマッピングはかなり委託費

がかかりますので、壁面を利用してできるようであれば、夏の場合には夕方だったり、

日中で写るような形態であれば昼中でも写したいと思っております。 

○委員長（高橋幸晴） はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） 自動的にだまってても、ビデオのあれみたいにグルグルと回って、

何回もこう映写なるか。 

○委員長（高橋幸晴） 五十嵐商工観光課長。 

○商工観光課長（五十嵐秀美） これ、プロジェクトマッピングって、夜こう皆さんが東

京駅なんか、ものすごくあふれたという情報が入っておりますけれども、我々の場合は

プロジェクターで、例えば、よく我々がスクリーンに映すというイメージで、そんな高

度なものではないと伺っております。 

  それで、ＤＶＤの原板だと思いますので、それが映るようであれば日中でもできるだ

ろうし、夜が必要で花火のイメージとすれば夜がいいのかなというところであります。

これはちょっとやってみないとできない、壁面は夜であれば花火、たぶん黒の中で花火

が見えると思うし、日中この明かりでも、照明でもプロジェクト内容が良ければ日中で

もできるようというところで、高度なものではないというイメージでおります。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委￥員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

  つぎに、企業対策課所管の説明を求めます。小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） 議案第６９号「平成２６年度大仙市一般会計予算（第

１３号）」のうち、当課に関わる事項について、説明致します。 

 資料№５、３月補正③の４ページ、第２表繰り越し明許費補正、同じく歳出９ページ、

資料№５－１、事業説明書の２ページをお願いします。 

  ７款１項２目３０事業、花火産業構想推進事業費につきましては、４９５万８千円を

補正し、あわせて繰り越し明許の設定をお願いするものであります。 

  当該事業は、花火産業構想の中核事業であります、花火生産拠点整備に関わる市の支

援策として実施するものであります。  
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  具体的には、事業概要にありますとおり、２７年４月にお設立されます（株）花火創

造企業が新たに建設する花火工場について、市が操業支援として中沢工業団地内の一部

を造成し、貸与するための現況測量経費であります。 

  今後、実施設計、造成工事につきまして準備ができ次第、順次予算計上し、年度内の

造成完了に向けて取り組んでまいりたいと思っております。 

  以上ご説明致しましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方はお願いいたします。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） 今回の場合は設計のようだども、建物建てるとかっていった場合、

また市から何億とかっていうパターンの金がでていぐが。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） 前に五十嵐商工課長が説明申し上げました３ページ

の⑮番、花火産業拠点整備事業の一部助成９００万のうち、事務所棟の建設に対しまし

て、５分の１、５００万円を補助する予定としております。 

これに関しては、国の交付金が採択になりまして、ただ、ソフト事業が主ということ

でしたので、ハード整備の一部、５００万円を補助しようとしております。 

○委員長（高橋幸晴） 武田委員。 

○１４番（武田 隆） ハード、花火工場建てる。当然この花火創造企業が建てることだ

と思うけれども、事業主体になって、そういった場合にまた市で当然億単位のじぇんこ

がどうぞというパターンになっていくんだが。それともこの花火創造企業がある程度資

本金集めて建てるんだが。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） 先般１月３０日議員説明会におきまして、会社の経

営内容の説明がありました。その際、市の関わりにつきまして久米副市長が申し上げて

おりますけれども、市は出資はしないと、中沢の未造成部分を市として造成し、工場の

建設に関しては一定の助成をするということです。従いまして、工場建設の資金そのも

のは新しく作ろうとしております花火会社が自前で、借入れが主となると思いますけれ

ども、これによって建設をするという計画であります。 

○委員長（高橋幸晴） よろしいですか。はい、冨岡委員。 
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○１番（冨岡喜芳） 団地の一部を造成し貸与するということですけれども、これの貸付

料というんですか、それはどれくらい見てるもんですか。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） 実は、工場の配置、既に議員の皆様にも説明会の際

に、現在の案ということで示しております。造成、山ですので造成が進んで、もちろん

火薬の取扱いの工場ですので、一定の広さ、保安距離を取るための要件がありまして、

間隔を取らないといけないという法令を守りながら作るわけですけれども、その広さが

確定した際に、市として有償、営利の会社ですので、有償が基本ですが、地元の産業を

育成、あるいは起業支援ということで、前例さまざま、空き校舎を一般の企業に貸して

おります前例など参考にしながら、要件といいますか、賃貸料を検討してまいりたいと

思っております。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ、これで農林商工部所管分についての質疑を終結いたし

ます。 

なお、討論・表決につきましては、最後に一括で行います。 

 

○委員長（高橋幸晴） ここで、昼食のため、暫時休憩いたします。 

  再開時刻を午後１時といたします。 

          午前１１時４８分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午前１２時５８分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 午前中に引き続き、審査を再開いたします。 

議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」を議題といたします。 

はじめに、農林振興課所管分について、当局の説明を求めます。今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） 議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」のうち、

農林振興課所管分について、ご説明申し上げます。 

  本日お手元に「平成２７年度当初予算案の概要（農林振興課所管分）」という１枚も

ののペーパーと、それからあわせて、平成２７年度の大仙市農林振興課の施策というＡ

３版３枚ものをお配りさせていただいておりますが、はじめに、そのＡ４の概要のみご
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説明申し上げたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

１番ですが、平成２７年度当初予算のうち、農林振興課所管分は、２２億１，６２５

万６千円であります。平成２６年度に比べ、２億１，１３８万８千円の減、率にして８．

７パーセントの減となっております。 

  ２番で、主な増加又は減尐の要因についてご説明申し上げます。（１）の新規事業で

すが、①は意欲ある稲作経営体応援事業費として、２，５８０万８千円を新規に計上し

ております。水稲用機械の購入費支援、ナラシ対策の加入促進に係わる経費でございま

す。②は農業法人就農支援事業費として、１２０万円を新規に計上しております。農業

法人への雇用就農の促進を図るための経費でございます。③は農業振興計画策定事業と

して、１２３万７千円を計上しております。平成２８年度を初年度とする新たな農業振

興計画の策定経費でございます。④は美しい森林づくり基盤整備交付金事業費で５００

万円を計上しております。間伐及び作業道開設の促進のための経費でございます。⑤は、

治山局所防災事業費で、５０７万７千円を計上しております。小規模治山事業の実施経

費であります。 

  次に（２）の増額した事業でございますが、青年就農給付金事業費は２，１００万円

の増であります。給付対象者数の増加によるものです。②の担い手への農地集積推進事

業費は４，９１８万円の増であります。農地中間管理機構利用者の増加による機構協力

金の増加によるものであります。③の農業夢プラン事業費は８，９３２万２千円の増で

あります。対象事業の拡充などによる増であります。④の多面的機能支払交付金事業費

は６億４，０３１万６千円の増であります。これまで市の予算には、市の負担分のみを

計上しておりましたが、平成２７年度から予算の取り扱い方法が変更となり、国・県負

担分が市予算を経由することになったため大幅に増額となったものであります。⑤の県

営土地改良事業費負担金は１億３，３２１万６千円の増であります。事業実施地区数及

び事業費の増加によるものであります。 

  次に（３）の減尐又は廃止した事業でありますが、①の園芸メガ団地整備事業費は、

３億９８１万９千円の減額であります。パイプハウス等の主要工事の完了によるもので

あります。②の強い農業づくり交付金事業費は８億５，１２５万３千円の減額でありま

す。ＪＡ園芸集出荷施設は平成２６年度の繰越事業で実施されることから減額となって

おります。③のあきた水と緑の森林祭開催経費は、平成２６年度限りの事業でありまし

たので、４５０万６千円の減額となっております。④の林道整備事業費は８００万円の
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減であります。市単独林道整備事業として実施した南外地域の林道水沢沢線舗装工事の

完了によるものであります。以上が概要であります。 

  それでは、個々の事業内容について説明させていただきます。資料は、資料№４、平

成２７年度大仙市各会計予算、それから主な事業の説明書（農林商工部）、及び平成２

７年度当初予算概要・企画産業常任委員会でございます。なお、本日の説明に当たりま

しては、農林振興課が所管する全９９事業ございますが、新規事業や拡充した事業を中

心に編成しております、主な事業の説明書に登載しました２４事業について説明させて

いただきます。 

また、歳入予算につきましては、歳出予算の中の財源説明の際に合わせて説明させて

いただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

  また、事業の目的につきましては、主に継続事業については、割愛の上、説明させて

いただきますことを、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、主な事業の説明書５－５ページから順に説明させていただきます。 

６款 農林水産業費、１項 農業費、３目 農業振興費、１０事業 担い手支援事業費は、 

１，２２９万８千円の計上であります。２６年度に比べ、５９７万６千円の増でありま

す。設立間もない農業法人への支援事業費の増などによるものであります。事業の概要

でございますが、担い手の支援として、これまで行ってきた事業をさらに推進し、担い

手の育成に努めるほか、集落営農組織については、大仙市集落営農・法人化支援センタ

ーを中心として法人化を推進してまいります。事業の内容につきましては、(1)担い手が

対象となる事業等の周知徹底として、担い手通信の発行、(2)研修会の実施、(3)集落営

農組織の運営状況調査、(4)集落営農組織の経理指導に加え、(5)として新規に農業法人

確保・育成支援事業費を県１００パーセント補助で実施してまいります。この補助金は、

設立して間もない農業法人の経営安定化や、複合化・多角化に関する活動費を支援する

もので、税理士会計業務委託費やパソコン等財務管理機器整備費などが対象経費となっ

ております。なお、財源内訳でございますが、国県支出金として、農業法人確保・育成

事業費補助金４００万円を歳入予算に計上して、本事業の財源に充当させていただいて

おります。 

 次に５－６ページをお願いいたします。３目農業振興費、１１事業大豆栽培モデル対

策事業費は、２，２６０万円を計上しております。２６年度に比べ２万９千円の増であ

ります。事業の概要でございますが、(1)生産技術向上のための実証ほ場設置等に関する
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経費として、昨年に引き続きまして市内３箇所に実証ほを設置するための経費１９１万

円、(2)大豆栽培モデル経営体育成支援助成金として、集積・収量・品質の各項目の総合

評価に基づき１０アールあたり、１千円から６千円を助成するための経費１，１９８万

４千円、(3)高品質大豆出荷奨励助成金として、品質区分が１等又は２等で、その割合が

５０パーセント以上を占める経営体に対して６０キロあたり３千円を助成するための経

費８３６万７千円、(4)大規模団地連坦協力助成金として、団地集積に協力していただい

た経営体に対し、１０アールあたり３千円を助成するための経費３３万９千円を計上し

ております。なお、今年の研究成果につきましては、３月１６日に開催いたします農業

研修会におきまして、研究をご指導いただいた農研機構東北研究拠点大仙研究センター

の持田先生からご報告いただくことになっております。 

 次に５－７ページをお願いいたします。３目農業振興費、１２事業産地づくり推進事

業費は、２，１４５万円を計上しております。２６年度より、２７０万３千円の減額で

ございます。事業の概要ですが、(1)酒造好適米生産性向上推進事業は、酒造好適米の生

産に対して、１０アールあたり１千円を助成してまいります。(2)地域特産品開発米等助

成事業とは、主に古代米に対して１０アールあたり１千円を助成してまいります。(3)

高品質米作付応援助成事業は、新規に特別栽培米及びＪＧＡＰ等の生産に対し１０アー

ルあたり１千円を助成して生産を支援してまいります。(4)土づくり支援事業は、ほ場整

備後に地力増進作物を作付けした農業者に対して奨励金を交付するもので、エン麦、ラ

イ麦、イタリアンライグラス等の地力増進作物の作付けに対して、平成２５年度までに

ほ場整備事業が採択された地区に対して、１０アールあたり１万円を交付するものであ

ります。平成２６年度の事業実績見込みとして、酒造好適米３９．９ヘクタール、古代

米２３．６ヘクタールが栽培されております。 

 次に５－８ページをお願いいたします。１３事業意欲ある経営体応援事業費は、新規

事業として、２，５８０万８千円を計上しております。米政策の大転換や全国的な米需

給の低迷による２６年産米の大幅下落などに対応しながらも、本市の主要な作物である

水稲の生産に対する支援を行おうとするものであります。事業の概要は、１番の稲作経

営体応援事業と、２番の収入減尐影響緩和対策、通称ナラシ対策の推進事業に大別して

おります。 

１番の稲作経営体応援事業ですが、(1)補助対象経費及び要件は、水稲用作業機械の購

入にかかる経費として、田植機又はコンバインの購入費に対する支援を行ってまいりま
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す。稲作経営面積が５ヘクタール以上の認定農業者を対象に、平成２６年度又は平成２

７年度において農地中間管理事業により、１ヘクタール以上の集積が見込まれる方で、

高品質米生産等の特色ある米づくりや多様な米需要に取組む農家を対象としております。

②は直播栽培のために導入する田植機等にかかる経費として、低コスト省力化を目指し

直播栽培に取組む集落営農、法人及び個別経営体を対象としております。補助率は１０

分の１以内で、限度額を田植機３０万円、コンバイン５０万円としております。２番の

収入減尐影響緩和対策、通称ナラシ対策推進事業は、平成２７年度にナラシ対策に加入

する認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織に奨励金を交付し、自ら取組む稲作所

得補てん対策を支援するものであります。助成対象者・要件は、水田・畑作経営所得安

定対策実施要領による収入減尐影響緩和対策加入者で、対象作物は水稲、助成単価は、

１０アールあたり３００円を予定しております。 

 次に５－９ページをお願いいたします。３目農業振興費、１８事業畑作園芸振興事業

費は、３４５万円を計上しております。２６年度より１８６万円の増であります。事業

の概要ですが、(1)機械・施設等の整備は、補助対象経費が、施設園芸用の施設及び機械、

また新規にいぶりがっこ用大根生産に係わる機械の購入費としております。補助率は 

１２分の３以内、総事業費は１００万を上限としております。(2)の大根栽培の振興は、

秋田県産いぶりがっこは、首都圏を中心に需要が伸びておりますが、大根の作付量が尐

ないため需要に応じることができない状況にあります。このことから、大仙市産いぶり

がっこの生産量を増やすため、市内農家が生産した大根を秋田いぶりがっこ協同組合と、

加工・販売を行っている市内の農業法人へ納入する生産者に対して、生大根１キロあた

り５円を補助するものであります。 

 次に５－１０ページをお願いいたします。３８事業は、新規就農者研修施設運営費で

ありまして、４，１５１万６千円を計上しております。２６年度より１，０５３万７千

円の減であります。パイプハウスの増設工事や堆肥盤設置工事などが終了したことによ

る減額であります。事業の概要ですが、(1)新規就農者研修施設の概要のうち、③の農業

専門技術員でありますが、東部２名、西部２名体制としております。西部については、

平成２７年度から１名を増員しております。また、⑤の研修奨励金は、通年、冬季とも

に月７万５千円であります。⑥これまでの研修生ですが、平成１５年度に旧太田町で開

所以来、延べ８２人が研修しております。(2)平成２７年度主な施設整備計画ですが、東

部研修施設では、ハウスの保温・遮光カーテン張替えのほか、軽トラック１台の購入を
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計画しております。財源内訳ですが、国県支出金として、新規就農総合対策事業費補助

金３３７万５千円、市債として新規就農者研修施設運営事業債２，６９０万円、生産物

売払収入３２５万円をそれぞれ歳入予算に計上し、本事業の財源に充当しております。 

 次に５－１１ページをお願いします。３９事業農業法人就農支援事業費は、新規事業

として、１２０万円を計上しております。事業の目的でございますが、農業法人が自ら

の経営発展を目指して、通年雇用を基本とした新たな雇用をする際に、その経費の一部

を助成して、雇用就農者においては、法人の営農を通じた実践的な技術指導による農業

技術等の習得を、農業法人においては、事業展開に必要な雇用の確保と事業者に求めら

れる社会保障制度導入等労働条件の整備の契機とすることにより、産業としての農業の

位置付けの向上と通年農業の実践による農業経営の複合化を推進することとしておりま

す。事業の概要でございます、補助対象要件として、(1)農業法人の要件は、通年農業を

営む又は営む見込みの農業生産法人で、正社員として雇用し、社会保険及び労働保険の

加入を要件としております。(2)雇用就農者の要件としては、採用時の年齢が４５歳未満

で、就農経験が５年以内のこと、過去に「農の雇用事業」の対象となっていないこと、

としております。(3)の補助額及び期間ですが、補助額は、新規学卒者、東部・西部新規

就農者研修施設及び県のフロンティア研修修了後、直ちに雇用する場合は、年額６０万

円、これに該当しない方を雇用した場合には３０万円で補助期間は、最長２年間として

おります。財源としては、全額市債である農業法人就農支援事業債（過疎ソフト）を歳

入予算に計上し、本事業の財源に充当しております。 

 次に５－１２ページをお願いいたします。３目農業振興費、６１事業青年就農給付金

事業費は、９，１５０万円を計上しております。２６年度に比べ２，１００万円の増で

あります。事業の概要ですが、青年就農給付金の経営開始型は、給付額が一人当たり年

間１５０万円、夫婦で受給の場合は年間２２５万円、給付は６箇月単位で、給付期間は

最長５年間であります。給付対象者数は平成２４年度の１２人から始まり、平成２７年

度は、全期間分・半期分合わせて６５人を見込んでおります。給付金額は９，１５０万

円の予定であります。４番財源内訳ですが、予算額と同額の９，１５０万円が、国県支

出金、青年就農給付金として歳入予算に計上し、本事業の財源に充当しております。 

 ５－１３ページをお願いします。６４事業、担い手への農地集積推進事業費は、１億

４４４万円を計上しております。２６年度に比べ４，９１８万円の増であります。農地

中間管理機構を通じた経営転換協力金、いわゆる離農給付金が大幅増の見込みでありま
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す。事業の概要ですが、農地中間管理機構への農地の出し手などに対する支援として、

(1)地域集積協力金は、外縁が明確である地域内の全農地面積のうち、機構へ貸し付けた

農地面積の割合に応じて協力金を交付するもので、貸付割合が８割を超える場合、交付

単価は１０アールあたり３万６千円で、平成２７年度予算では２地域を見込んでおりま

す。(2)経営転換協力金は、機構に貸し付ける、経営転換する農業者、リタイアする農業

者、農地の相続人に対して貸付面積に応じて協力金を交付するもので、貸付面積に応じ

て３０万円、５０万円、７０万円が交付されるものであります。平成２７年度はそれぞ

れ５０戸分の予算を計上しております。(3)耕作者集積協力金は、機構が借り受けた農地

に隣接する農地を、農地の集積を進めるために機構に貸し付けた場合、１０アールあた

り２万円を交付するもので、対象予定面積５００アール分として、１００万円分の予算

を計上しております。４番財源内訳ですが、予算額と同額の１億４４４万円を国県支出

金、担い手への農地集積推進事業費補助金として歳入予算に計上させていただいており

ます。 

 ５－１４ページをお願いします。３目農業振興費、６７事業農業夢プラン事業費は、

２億１，２２２万１千円を計上しております。２６年度より、８，９３２万２千円の増

であります。増額の要因につきましては、この後説明させていただきますが、事業概要

の(6)に記載の「農業経営発展加速化支援事業」が新たに追加されたことによるものです。

事業の概要ですが、(1)未来にアタック農業夢プラン応援事業は、認定農業者を対象に、

県補助率１２分の４で、県指定戦略作物、畜産、果樹、花き、葉たばこ等に係わる機械・

施設の導入を支援するものであります。(2)新規就農者経営開始支援事業は、認定就農者、

青年就農給付金の対象者を対象に、通常分は県補助率１２分の４、非農家出身者は１２

分の６の補助で、県指定戦略作物、畜産、果樹、花き等に係わる機械・施設の導入を支

援するものであります。(3)活気あふれる果樹産地育成事業は、果実を販売する農業者を

対象に、県補助率１２分の４で、りんご、おうとう、ぶどうなどの苗や機械・施設に対

する支援を行うものであります。(4)周年園芸普及拡大対策事業は、認定農業者、認定就

農者を対象に、県補助率１２分の６で、ホウレンソウ・ダリア・イチゴ・アスパラガス

などを支援するものです。(5)元気な中山間地域農業応援事業は、市内の山間地域などの

農業者・農業法人等を対象に、県補助率１２分の６で、地域特産物の生産を支援してま

いります。(6)農業経営発展加速化支援事業は、認定農業者、集落型農業法人を対象に、

県補助率１２分の６で、野菜等園芸作物、土地利用型作物、畜産、加工機械・施設、稲



 

- 111 - 

作関連機械施設などに対して助成してまいります。なお、(1)から(6)すべての事業に対

し、市では県補助にプラスして、通常分は１２分の１を、認定就農者、青年就農給付金

の対象者、及び市の新規就農者研修施設研修生が研修終了後５年間で取得する場合は１

２分の２を、大仙市重点作物のアスパラガス、枝豆、そらまめ用の機械・施設の導入に

あっては１２分の２を、大仙農業元気賞受賞者が導入する場合は、１２分の３を、それ

ぞれ県補助に加算して補助しております。４番財源内訳ですが、国県支出金として、農

業夢プラン事業費補助金１億６，４７５万９千円を歳入予算に計上させていただいてお

ります。 

 ５－１５ページをお願いします。３目農業振興費、７１事業園芸メガ団地整備事業費

は、３，８９７万１千円を計上しております。昨年度中にパイプハウスなどの主要工事

が完了したことから、３億９８１万９千円の減となっております。事業の概要ですが、

秋田おばこ農業協同組合が事業主体となり、中仙地域清水地区に県が２分の１、市とＪ

Ａがそれぞれ４分の１を負担して施設・機械等を整備し、営農主体となる地域の農業法

人がＪＡから施設をリースして、トマトハウス１０４棟で年間売り上げ１億円を目標に

トマト栽培に取り組むものであります。平成２６年度では、税抜き事業費で４億６，５

０６万２千円でパイプハウス１０４棟、暖房システム５基、取付道路工事、簡易養液栽

培システムなどを整備しております。平成２７年度は、税抜き事業費５，１９７万１千

円で、簡易養液システム設置工事などを予定しております。補助金は、県２分の１、市

４分の１で、平成２６年度分として、３億４，８７９万円、平成２７年度分は、県市合

わせて３，８９７万１千円であります。これまでの成果として、平成２６年度にはハウ

ス６棟で試験栽培を実施し、栽培技術の習得に努めており、平成２７年度から全１０４

棟で栽培が開始されることから、トマトの産地化に加え、周年農業による通年雇用など

により、先進的な営農モデルとして、地域農業への波及効果が期待できるものでありま

す。４番財源内訳ですが、国県支出金、園芸メガ団地整備事業費補助金２，５９８万３

千円、市債は園芸メガ団地整備事業債１，２９０万円を歳入予算に計上し、本事業の財

源に充当しております。 

 ５－１６ページをお願いします。３目農業振興費、８２事業経営体育成支援事業費は、

４，３４８万円の計上であります。事業の概要ですが、融資主体型補助事業として、中

心経営体が、融資を主体とした農業用機械を導入する場合、融資残の自己負担部分に対

して補助金を交付することによって、主体的な経営展開を補完的に支援するものであり
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ます。平成２７年度は、１９経営体分でトラクター、田植機、コンバイン等の導入を、

補助率３０パーセントで支援する事業であります。財源内訳として、国県支出金として、

経営体育成支援事業費補助金４，３４８万円を歳入予算に計上しております。 

 ５－１７ページをお願いします。ここからは、土地改良事業に係わる予算であります。 

５目農地費、２４事業快適居住環境整備事業費は、６１７万５千円の計上であります。

２６年度に比べ３８１万６千円の減であります。これは実施地区数が昨年度の１０地区

から７地区に減尐したことなどによるものです。事業の概要ですが、大曲地域は５地区

で４０６万９千円、中仙地域は１地区で１４１万４千円、仙北地域は１地区で６９万２

千円、合計７地区で排水路の側溝整備などを実施してまいります。 

 ５－１８ページをお願いします。６目土地改良事業費、１７事業小規模集落元気な地

域づくり基盤整備事業費は、７６２万５千円の計上であります。２６年度より４０７万

２千円の減であります。これは実施地区数が昨年度の３地区から今年度は２地区へ減尐

したことによるものです。事業の概要ですが、総事業費から人件費相当を減じた金額の

９２．５パーセントを補助し、事業範囲内の受益農家で設立した共同施行組合が補助金

交付団体となるものであります。平成２７年度は、西仙北地域大沢郷布又地区で関係受

益６．０ヘクタール、受益者６名により、用水路３箇所の工事を予定しております。ま

た、南外地域土場地区では、関係受益３．５ヘクタール、受益者４名により、農道・水

路・ため池等の工事を予定しております。 

 次に、５－１９ページをお願いいたします。６目土地改良事業費、１８事業「未来へ

つなぐ」農村地域サポート事業費は、５４０万円を計上しております。２６年度に比べ、

１０万円の減であります。事業の概要ですが、多面的機能支払活動に参加した非農業者

割合により補助金の基本額、加算額を定めて活動組織に交付し、農村集落コミュニティ

向上のための事業を実施するもので、事業内容は、農村資源保全のための活動、集落コ

ミュニティのための活動を対象としております。対象組織及び集落は、多面的機能支払

交付金事業に取り組んでいる１５１組織、２６２集落が対象であり、中山間地域には、

１組織当たり５万円、平野地区では１組織あたり２万円を交付し、さらに集落数や参加

割合に応じて加算措置を講じております。４番財源内訳として、市債として農村地域サ

ポート債５４０万円を歳入予算に計上し、本事業の財源に充当しております。 

 ５－２０ページをお願いします。６目土地改良事業費、１９事業元気な中山間地域農

業応援事業費は、３０万円の予算計上であります。事業の概要ですが、(1)中山間水田畑
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作化整備事業や、(2)中山間資源を活かす生産体制整備事業を実施するためには、中山間

地域資源活用プランを策定する必要があります。平成２７年度は、協和地域の船岡地区・

荒川地区・峰吉川地区のプラン策定に係わる経費として３０万円を計上しております。

平成２７年度の関連事業としては、中山間水田畑地化整備事業として、土川地区で水田

の畑地化、用排水路、区画整理、土層改良などを県営事業として実施してまいります。

中山間資源を活かす生産体制整備事業は、土川地区では、リンドウ苗、栽培資材、管理

機等を、外小友地区では、予冷庫、ハウス、ブドウ苗、栽培資材等の導入を計画してお

ります。なお、これに係わる事業費は、先ほど説明の、農業夢プラン事業費に計上して

おります。また、この事業は、平成２６年度から平成２９年度までの４ケ年事業で、立

地的に営農に不利な中山間地域について、本事業を活用し、基盤づくりと農業者の経営

基盤づくりを行ってまいります。財源でございますが、国県支出金として、元気な中山

間地域農業応援事業費補助金１５万円を歳入予算に計上し、本事業に充当しております。 

 ５－２１ページをお願いします。同じく６目土地改良事業費、２７事業多面的機能支

払交付金事業費は、７億４，４８１万６千円を計上しております。２６年度に比べ６億

４，０３１万６千円の大幅な増となっておりますが、事業に係わる国及び県の負担金が、

今年度から市の予算を経由することになったことによるものであります。事業の概要で

すが、本事業は農業及び農村が持つ多面的機能を農業者だけではなく、地域住民など多

様な主体が参画し、農村環境の保全を目的とした事業であり、国で定める要件を満たし

た組織の活動に対し、支援するものであります。取組組織数は１５１組織で、支援交付

金単価は、農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂利補充などを行う農地維持支払

が、１０アール当たり３千円、水路のひび割れ補修や花の植栽活動などを行う資源向上

支払が、継続組織は１０アール当たり１，８００円、新規組織は２，４００円、水路の

側溝入れなどによる施設の長寿命化は、４，４００円となっております。４番財源内訳

ですが、国県支出金として、多面的機能支払推進交付金５億６，１６４万７千円を歳入

予算に計上し、本事業の財源に充当しております。 

 ５－２２ページをお願いします。６目土地改良事業費、５１事業県営土地改良事業費

は、４億６，５７２万４千円を計上しております。事業実施地区数の増加などにより、

２６年度に比べ、１億３，３２１万６千円の増であります。事業の概要ですが、(1)農地

集積加速化基盤整備事業は、平成２７年度は１５地区で実施いたします。市の負担分と

して事業費の１０パーセント分、４億２，３２５万円を計上しております。(2)は、ほ場
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整備事業に向けた県営調査事業に３地区、(3)県営かんがい排水事業、(4)基幹水利施設

ストックマネジメント事業、(5)地域用水機能増進事業、(6)中山間地域農業活性化緊急

基盤整備事業、(7)元気な中山間地域農業応援事業が、それぞれ１地区で実施されること

になっております。(8)戦略的作物生産拡大基盤整備促進事業は、用排水路の水路工事を

６地区で実施したします。合計３１地区で県営土地改良事業を実施するほか、土地改良

区が設立されていない地域における県営事業の受益者分担金１件と合わせまして、４億

６，５７２万４千円の負担金としております。４番財源内訳ですが、市債として県営土

地改良事業債３億７，２９０万円、その他として土地改良事業費分担金７５万円を歳入

予算に計上し、本事業の財源に充当しております。 

 ５－２３ページをお願いします。ここからは林業費であります。 

６款農林水産業費、２項林業費、１目林業総務費、１７事業秋田県水と緑の森づくり

税関連事業費は、４，１１６万２千円の計上であります。２６年度より６５８万円の増

であります。事業の概要ですが、(1)ふれあいの森整備事業は、森林浴リフレッシュの森

として、大曲地域の姫神公園と余目公園で、階段・東屋・遊歩道・案内板整備を実施し

てまいります。また、森林ボランティアの森として、中仙地域長野山ふれあいの森では、

遊歩道・作業小屋・東屋を整備してまいります。(2)マツ林・ナラ林等健全化整備事業で

は、内小友地内において、枯れたマツ林の伐倒処理を実施してまいります。４番財源内

訳ですが、国県支出金として、ふれあいの森整備事業費補助金３，８９５万１千円、マ

ツ林健全化整備事業費補助金２２１万１千円を歳入予算に計上しております。 

 ５－２４ページをお願いします。 

１目林業総務費、６５事業美しい森林づくり基盤整備交付金事業費は、新規事業とし

て５００万円を計上しております。地球温暖化防止に向けた森林吸収目標達成等、森林

の多面的な機能の持続発揮のために行われる事業であります。引き続き、二酸化炭素の

吸収作用の保全を図ることを目的としております。事業の概要ですが、(1)美しい森林づ

くり基盤整備交付金は、市特定間伐等促進計画に定められた施業について支援するもの

で、切捨間伐、搬出間伐、作業道の開設・改良が事業内容であります。(2)平成２７年度

事業は、仙北西森林組合で、搬出間伐８ヘクタール、作業道開設２，０００メートルを、

補助率５０パーセントで実施してまいります。財源として、国県支出金として、美しい

森林づくり基盤整備交付金５００万円を歳入予算に計上しております。 

 ５－２５ページをお願いします。５目治山事業費、１０事業治山局所防災事業費は、
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新規事業として、５０７万７千円の計上であります。天然現象による林地の崩壊による

人家への被害防止のための山地の復旧整備を目的としております。事業の概要ですが、

治山・地すべり治山局所防災事業は、県単独補助事業により、天然現象による林地の崩

壊により、人家等に被害を与えている場合、及び崩壊を放置すると直接被害を与えるこ

とが認められる場合で、復旧にかかる事業費が１００万円以上、８００万円未満で、人

家２戸以上の保全又は、市町村の公共施設等の保全、又は隣家との距離が相当ある場合

で安全上放置しがたいと認められる場合は、人家１戸でも対象とする事業であります。

平成２７年度は、西仙北地域の小戸川地区と、南外地域の湯元地区で法切工、ふとんか

ご土留工、山腹緑化工を実施してまいります。県の補助金は、工事費の８割となってお

ります。４番財源内訳ですが、国県支出金として、県単局所防災事業費補助金４０６万

円を歳入予算に計上し、本事業の財源に充当しております。 

 ５－２６ページをお願いします。６目県営林道事業費、１０事業県営林道事業費は、

２，７５０万円の計上であります。２６年度に比べ、６５０万円の増であります。事業

の概要ですが、林道前沢線は、協和峰吉川地内で事業費１２億８千万円、うち市の負担

金は事業費の４分の１で３億２千万円であります。全体延長は、８，５４０メートル、

幅員４メートルで計画されております。平成２７年度は事業費１億１千万円、市の負担

金２，７５０万円で、１工区は、法面緑化工事など８４０メートル分、開設工事２８０

メートル、第２工区は、２６０メートルの開設工事を予定しております。４番財源内訳

ですが、市債として、県営林道整備事業債２，７５０万円を歳入予算に計上し、本事業

の財源に充当しております。 

 ５－２７ページをお願いします。６目県営林道事業費、１２事業高能率生産団地路網

整備事業費は、４００万円の計上であります。事業の概要でございますが、県営林業専

用道開設事業は、国６分の３、県６分の２、市６分の１の負担割合で進められておりま

す。(1)中沢中長根線は、刈和野地内で実施され、全体計画１億７，５００万円、市負担

金２，９２０万円で、全体延長３，５００メートル、幅員３．５メートルで進められて

おります。平成２７年度は、事業費９００万円、市負担金１５０万円で、６６４メート

ルの開設工事が予定されております。(2)北田山田ヶ沢線は、平成２７年度からの新規路

線で、全体計画は７，８００万円、市負担金１，３００万円、全体延長２，５００メー

トル、幅員３．５メートルであります。平成２７年度は、事業費１，５００万円で、全

体計画と実施測量設計を行う予定となっております。４番財源内訳ですが、市債として
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高能率生産団地路網整備事業債４００万円を歳入予算に計上し、本事業の財源に充当し

ております。 

 ５－２８ページをお願いします。３項水産業費、１目水産業振興費、１２事業鮭資源

等確保活用事業費は、１，４００万６千円を計上しております。２６年度に比べ、１３

万６千円の増であります。事業の概要ですが、鮭の採捕事業及びふ化放流事業により、

鮭の増殖と事業の振興を図ること、サクラマスのふ化・養殖の実施、協和蓄養殖施設へ

のイワナふ化技術指導を事業内容としております。(1)鮭資源等確保活用事業として、ふ

化放流業務を大仙市鮭ふ化放流事業組合、採捕業務を雄物川鮭増殖漁業生産組合に、そ

れぞれ委託するものであります。当事業の財源として、秋田県と秋田県さけます増殖協

議会による稚魚の買い上げ、雄物川水系サクラマス協議会等の団体への稚魚売り払い分

を、歳入予算の稚魚売払収入に計上し、事業の財源に充当しております。 

 以上、農林振興課所管分の平成２７年度予算についてご説明申し上げましたが、よろ

しくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、お願いいたします。はい、冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） ５－１４で、認定就農者って出てきますけれども、これはどういう

人を指して、何人ぐらいいるもんだっしか。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） お答え申し上げます。 

認定就農者につきましては、若手農家で、これから農業に就農するという方々が計画

を立てて、立てた計画を県知事に認可された方々でありまして、新規に就農する方々が

立てる計画、計画を立てて就農する方々が対象になっております。人数でございますが、

平成２６年度では２名でございまして、年間そんなに多くの方はいらっしゃいませんが、

５年間の計画を立てて新規に就農する方々を対象とさせていただいています。 

○委員長（高橋幸晴） はい、冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） 県の知事に許可という話になるんですか。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） 認定就農者につきましては、県知事からの承認ということ

になります。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 
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          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

つぎに、商工観光課所管分について、当局の説明を求めます。五十嵐商工観光課長。 

○商工観光課長（五十嵐秀美） 議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」のう

ち、商工観光課及び支所市民サービス課、商工観光に係る歳入予算・歳出予算について、

ご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 

 資料№３予算書の９２ページから９７ページが商工費となっておりますが、主な事業

の説明書、農林商工部にて、ご説明申し上げます。 

最初に、５－２９ページをお願いします。 

  ７款１項２目１２事業「中心市街地賑わい創出事業費」４０９万４千円につきまして

は、花火通り商店街にあります「花火庵」の管理運営委託費であります。大曲の花火を

紹介するスペースや市民団体の活動スペースにより賑わいの創出と商業振興を図ること

としております。 

事業の概要（２）の②番に記載しておりますが、市民団体などの様々な団体の活動ス

ペースもあり、利用者も多く大変好評を得ております。 

  今後の方向性については、来場者数の増加及び商業振興を図って行くよう、活動内容

等を検討しながら実施してまいります。 

  財源については、全額一般財源となっております。 

次に、５－３０ページをお願いします。 

 １８事業「特産品流通化事業費」２１９万１千円につきましては、大仙市の特産物の

販路拡大を図り、地域経済の活性化に努めるものであります。事業の概要については、

（１）の大仙市特産品開発コンクール委託費でありますが、大仙市観光物産協会が委託

を受け、市内に事業所を有する企業・組合・各種団体等や個人を対象にコンクールを実

施し、その入賞者には首都圏でのイベントの活動経費を支援することとしており、その

委託費が４０万６千円であります。 

（２）の特産品ＰＲは、座間市民ふるさとまつり及び大凧まつりをはじめ、宮古市産

業祭り等で物産展を行う旅費が主な内容となっております。 

（３）の宮古産業祭りオープニング時に昼花火を打ち上げる委託は、宮古市との交流

促進のため、オープニング時に花火を打ち上げる経費９万９千円となっております。 

（４）はＢ１グランプリ出場者に対する補助金４０万円、「大曲の納豆汁」旨めもの
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研究会が出場することとなっております。平成２７年度は青森県十和田市で開催される

こととなっております。 

  財源については、全額一般財源となっております。 

次に、５－３３ページをお願いします。 

 ２８事業「中心市街地商業活性化対策推進事業費」２７７万４千円につきましては、

大仙市中心市街地活性化基本計画に基づき、商業活性化事業を推進するため、市が事業

者等に対し支援するものであります。 

事業の概要については、一つ目として、だいせん「花火」と「食」のおもてなし事業

で、花火ウイーク事業に２００万円、大曲商工会議所に費用負担するものであります。 

二つ目として、まちなか交流施設に係る駐車場を確保するもので、７７万４千円を株

式会社ＴＭＯ大曲に補助し、「花火庵」「ペアーレ大仙」の駐車場不足を解消するもの

であります。 

 今後の方向性については、事業が円滑に実施され、歩行者の通行量が若干増加してい

るほか、商業集積地としての求心力の向上等が図られているので、支援を継続すること

としております。 

  財源については、国県支出金に２５万円、秋田県街なか商業活性化市町村支援事業費

補助金で残りが一般財源となっております。 

次に、５－３４ページをお願いします。 

 ２９事業「買い物空白域解消対策事業費」１２２万８千円につきましては、昨年、９

月補正で可決いただき委託運行いたしました、南外地域外小友地区の買い物弱者の解消

のための、移動販売車の運行委託事業であります。 

  実施期間は、４月から翌年の３月末までの１年間であり、場所は南外地域外小友地区

の木曜日・土曜日の週２回の運行となっております。 

  委託料の内容は、人件費分のほか、燃料費と移動販売車の損料等が積算されておりま

す。 

  今後の方向性については、利用状況や利用者の声を聞きながら、事業内容の検討を重

ね、事業を展開することとしております。 

  また、いわゆる「買い物空白域」は、他の地域で発生する可能性があるものと思われ

ますので、各支所と連携しながら他の地域への展開について検討することとしておりま

す。 
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次に、５－３５ページをお願いします。 

 ６１事業「商工団体補助金」２，３２５万円につきましては、両商工団体の経営改善

普及事業の実施に対して、補助金を交付するものであります。 

事業の概要（２）の②に補助金の額を記載しておりますが、平成２５年度から事業に

携わる人員に対して補助額を設定したところであります。 

③には商工団体への補助金額を記載しており、大曲商工会議所に６７５万円、大仙市

商工会に１，６５０万円の交付を予定しております。 

  財源については、全額一般財源となっております。 

次に、５－３６ページをお願いします。 

 ６２・６３・６８事業「中小企業振興融資あっせん制度保証料・融資利子補給金」１

億６６６万５千円につきましては、市の融資制度に係る保証料の全額を秋田県信用保証

協会に対して補給するものと、融資利子の一部補給により、市内中小企業者等の金利負

担の軽減を図り、経営安定及び発展振興に資することを目的に実施しております。 

  事業の概要については、一つ目の融資あっせん制度は、マル仙及び小口とも保証料を

全額補給しております。 

  二つ目の設備と緊急経営安定資金融資利子補給金ですが、設備は通常１．１％、特例

が１．３％の補給率で、新事業展開や新商品開発の設備投資などが対象となります。ま

た、緊急経営安定資金融資利子補給金は、平成２６年度までで終了としております。 

  なお、経済・雇用・生活緊急対策として拡大しているマル仙の融資限度額３，０００

万円については、１年間延長するものであります。 

   財源については、全額一般財源となっております。 

次に、５－３７ページをお願いします。 

 ６４事業「商店街環境整備事業費補助金」１４３万６千円につきましては、事業の概

要に記載しておりますが、①の電気料補助金は、１５団体、３２８基、１０３万６千円

を予定しております。②・③は修繕で、２０基、４０万円を予定しております。④のＬ

ＥＤ導入等経費への補助制度は、平成２６年度で終了しており、また、⑤の撤去費は相

談等がなく、ゼロと見込んでおり、全体事業費は大幅に下がっております。 

  財源については、全額一般財源となっております。 

次に、５－３８ページをお願いします。 

 ６７事業「新規開店等応援事業費」６００万円につきましては、商店等の新規開店に
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対する支援を通じ、商店街等の空き店舗・空き地を解消し、地域の生活者の利便性を高

めながら、併せて賑わい創出を図るものであります。 

  また、この制度については、平成２６年度から要件を緩和し、対象区域の拡大を図っ

ております。 

事業の概要の（１）の対象区域は、市内各地域の指定街路となっております。 

（２）の対象範囲は、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件に定める日

本標準産業分類に掲げる産業のうち、①に掲げる産業の店舗等を営む者としております。 

②としては、商工業振興に資する場合、市長が認めることがある場合を示しておりま

す。 

（３）の補助率及び上限額については、昨年と同様となっておりますが、通常分地域

１００万円、拡充分地域２００万円となっております。 

  また、区域指定にあたっては、両商工団体の意見を踏まえたものであります。 

  財源については、国県支出金に社会資本整備総合交付金２００万円とその他に地域振

興基金繰り入れ金４００万円となっております。 

次に、５－３９ページをお願いします。 

 ７０事業「がんばる商店等支援事業費補助金」３７０万円につきましては、各商店の

魅力向上や購買力の底上げ、消費拡大を図るため、商店街並びに商店グループが実施す

るサービス提供事業及び商品券事業に対して、支援するものであります。 

  事業の概要（２）の実績等欄①に記載しておりますが、イベント事業のみを行う団体

が４団体、②のイベントと商品券事業を行う団体を２団体見込んでおります。ただし、

平成２７年度は、３月補正でご説明した消費喚起型の交付金を活用したプレミアム付き

共通チケット発行事業が予定されておりますので、実施時期や事業の内容もだぶり、事

業を実施しない団体も出て来る可能性があります。 

  財源については、国県支出金、社会資本整備総合交付金９０万円とその他に地域振興

基金の繰り入れ金２００万円となっております。 

次に、５－４０ページをお願いします。 

 ９０事業「中小企業融資預託金」８億円につきましては、昨年同様の額となっており

ます。 

 事業の目的及び目標に記載しておりますが、この制度の要綱及び取り扱い金融機関と

の申し合わせにより、預託金額の８倍に相当する６４億を目標に融資を行う内容となっ



 

- 121 - 

ております。ただし、平成２７年度見込みでは、７０億の融資残高が積算されておりま

すが、金融機関は若干の持ち出しが生じても、対応してくれるものと思っているところ

であります。 

  今後の方向性については、預託金を積むことにより市融資斡旋制度の融資利率を低く

できるなどの利点もありますので、継続していくこととしているほか、預託金額は資金

需要に合わせて、毎年見直しを図っていくこととしております。 

  財源については、全額、中小企業融資預託金元利収入となっております。 

次に、５－４１ページをお願いします。 

 ７款１項、４目１７事業「奥羽山荘源泉開発事業費」５，７３９万円につきましては、

先の３月補正でお願いした内容と重複いたしますが、事業の概要は、実施設計費９８万

９千円、掘削工事２カ年で１億１１万６千円、揚湯設備工事２，７４１万５千円、総額

１億２，８５２万円となっており、そのうち、実施設計費を除いた、１億２，７５３万

３千円を年度按分したものであります。 

  供用開始は、平成２７年９月末を予定しており、高温の温泉が確保できたとすれば加

温等が不要となり、維持管理経費の軽減により経営の安定化が図られ、より一層の利用

者増が期待されます。 

  財源については、全額一般財源となっております。 

次に、５－４２ページをお願いします。 

 ５０事業「観光費負担金」１，７７４万２千円につきましては、観光関係団体との連

携を強化し、観光資源を有効活用した新たな誘客・ＰＲを行うため、各観光促進団体に

負担するものであります。 

  事業の概要については、各観光団体により振興策は若干異なりますが、誘客・物産紹

介・イベントの情報提供も多く、今後とも各種団体等との連携を強化し、本市の観光資

源を有効活用した観光振興に取り組むこととしております。 

  また、（２）の②については、真木真昼県立自然公園指定４０周年になり、記念事業

を行う経費となっております。 

  なお、財源については、国県支出金に６万４千円、真木真昼県立自然公園清掃活動費

補助金、残りが一般財源となっております。 

次に、５－４３ページをお願いします。 

 ６１事業「観光誘客キャンペーン推進事業費」２４９万９千円につきましては、昨年
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まで、ＤＣ推進費として事業を実施しておりましたが、名称変更により事業番号が新し

くなったため、昨年度と比較できない状況となっております。 

  事業の目的及び目標にも記載しておりますが、市の認知度向上と観光誘客の拡大を図

り、地元経済の活性化に繋げるため、秋田ＤＣに続き、観光誘客イベントを実施するも

のであります。 

  事業の概要については、事業の概要①は旧池田氏本家庭園の初夏の公開と、分家庭園

の紅葉に合わせた庭園内イベントを観光物産協会へ委託し、実施するものであります。 

  なお、昨年、分家庭園で紅葉のライトアップを実施しましたが、二日間で３，５００

人に来場があり、本年は、本家庭園の新緑ライトアップ等を予定しております。 

②の大曲駅祭りは、昨年も実施したもので、観光物産協会に委託するものであります。 

③・④は、数年継続している事業であります。 

⑤は、新規事業で昨年までは秋田ＤＣの負担金として支出し、県全体が観光事業推進

に努めておりましたが、県はアフターＤＣが終わっても、昨年までで成果のあった事業

等を推進するため、観光キャンペーン推進協議会を新たに立ち上げ、秋田県全体を見据

えた観光事業の推進を図ることとしております。 

次の県南周遊バス運行事業負担金は、県南の市町村で実施している広域観光事業にあ

てる負担金となっております。 

  以上が、観光誘客キャンペーン推進事業費の予算となりますが、これまで同様自然や

景観、文化、歴史などの観光資源を全国に売り込むものと、先の３月補正でお願いいた

しました交付金を活用して、観光物産協会とともに通年型観光メニューの開発などを行

い、総合的な観光振興に努めることとしております。 

  財源については、その他に１５３万円とありますが、地域振興基金からの繰り入れ金

となっており、残りが一般財源となっております。 

次に、５－４４ページをお願いします。 

６４事業「温泉入浴券発行支援事業費」２５５万５千円につきましては、市の温泉施

設の利用者数の向上と、市民の健康維持及び交流の促進を図るため、温泉施設が共同で

行う、温泉入浴券発行事業を支援するものであります。 

事業の概要に記載しておりますが、通常価格８回入浴できるチケット３，２００円を

平成２７度は２，２００円で販売し、その差額１，０００円の１/２を支援するほか、チ

ケット、ポスター印刷に係る支援を行うこととしており、本年度も利用増を期待してい
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るところであります。 

  なお、昨年の販売額については、１枚あたり２，０００円でありましたが、補助率２

分の１のため施設側の負担も大きく、販売額を引き上げたところであります。 

  財源内訳については、全額一般財源となっております。 

次に、５－４５ページをお願いします。 

６６事業「大仙市首都圏ＰＲイベント事業費」３４８万８千円につきましては、昨年

実施したＰＲイベントを引き続き、特産品を中心とした東京有楽町でイベント開催のほ

か、本年は大宮駅でも予定しております。 

  事業の概要については、有楽町の物産販売は二日間、大宮駅は三日間、また、大宮駅

については、ＪＲ東日本の配慮により、会場借り上げ等の経費が無料となっております。 

事業は大仙市観光物産協会に委託するものでありますが、①の旅費は、事前打ち合わせ

や当日の市役所職員旅費となっております。 

  この事業は、観光物産協会と連携し、首都圏ふるさと会をはじめとする市出身者との

交流を促進するとともに、物産販売やご当地グルメなどで、本市の魅力発信や地名度   

アップ、地域経済の活性化を目指すものであります。 

  また、３月補正の交付金を活用してキャラバン隊も入り、誘客に努めることとしてお

ります。このキャラバン隊は各支所からも協力をいただき、大仙市全域、いわゆる地域

のイベントの誘客や地域をＰＲする事業にしたいと思っております。 

  財源については、全額、地域振興基金繰入金となっております。 

次に、５－４６ページをお願いします。 

 温泉管理費につきまして、本来各施設毎に事業番号が振られておりますが、温泉施設

関係をまとめて説明いたしますので、よろしくお願いします。 

温泉施設関係予算６，６６４万１千円につきましては、事業の概要で、新しく実施す

る事業や修繕を説明申し上げます。 

  嶽の湯は、７５０万円、右端に浴室トップライト交換のほか、送迎バス購入補助が、

２分の１で４２５万６千円が主なものとなっております。 

  ユメリアは、１，７３５万２千円、指定管理料１，６８５万３千円で主な内容となっ

ております。 

  さくら荘は、５９１万８千円、指定管理料５６８万９千円で主な内容となっておりま

す。 
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  四季の湯関係は、６９３万１千円、協和地区の温泉管理費４７０万円ほど、残りが四

季の湯指定管理料２２２万５千円となっております。 

  南外ふるさと館は、１，６０８万円、指定管理料１，４２９万３千円と水中ポンプ購

入費等が主な内容となっております。 

  柵の湯は、６８３万１千円、土地の賃借料１１４万４千円、予備ポンプ購入３８０万

７千円、レジシステム購入１８８万円となっております。 

  中里温泉は、６０２万９千円、指定管理料５５１万円が主な内容となっております。 

  財源については、その他に温泉使用料５７１万２千円とありますが、協和地域の民間

事業者からの温泉使用料と行政財産使用料４万円、残額６，０８８万９千円が一般財源

となっております。 

 以上、商工観光課所管の歳入及び歳出予算についてご説明申し上げましたが、よろし

くご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、お願いいたします。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ、質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩したいと思います。 

          午後 ２時 ４分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ２時１４分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 

  企業対策課所管分についての当局の説明を求めます。小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） 議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」

のうち、当課に関わります事業につきまして、新規事業及び歳出予算額３００万円以上

の事業をご説明致します。 

  歳入につきましても、合わせてご説明致します。 

  それでは、労政に関する主な事業予算について、ご説明致します。 

   予算書の７９ページ、Ａ３横の当初予算概要の１２ページ、企業対策課分、№３、地

域職業訓練センター費につきましては、予算額１，０７３万１千円、８２万４千円の減

であります。 
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  特定財源として、１６款１項１目、土地貸付料４７３万９千円が充当されております。 

 事業の概要であります。指定管理委託料７６０万円、駐車場除排雪委託料８０万３千

円、センター敷地及び駐車場敷地賃借料２３２万８千円であります。 

当センターは、平成４年開館以来、６８万人の利用がありまして、技能の向上と産業

の振興が図られております。２４年度から指定管理者制度により、大曲仙北職業訓練協

会に委託、運営しております。２７年度から５年間の更新をしております。 

次に、予算概要の№４、主な事業説明書は５－１ページ、資格取得応援事業費、予算

額１５０万円、新規事業であります。 

  特定財源として、１８款１項１目、地域振興基金繰入金１５０万円が充当されており

ます。 

事業の概要については、これまでの「求職者・在職者スキルアップ事業」に４５歳未

満の求職者を対象とした資格取得補助金を加え、若年求職者への支援を図るものです。 

  資格の内容につきましては、５－２ページに主な資格の抜粋一覧を示しております。

福祉分野２種類、建設分野１３９種類、合計１４１種類の資格を対象としております。

これは、いずれも介護保険法、労働安全衛生法、職業能力開発促進法に定める資格であ

ります。いわゆる自動車普通免許、あるいはＯＡ、パソコン関係の資格などは対象とし

ておりません。職業能力の向上という視点から支援策を考えております。 

現在、介護及び建設分野につきまして、人材不足が懸念されており、若年求職者がこ

れらの専門的な分野の資格取得により早期に就職出来るよう支援し、若者の地元定着と

企業の人材確保を図ってまいります。 

次に、予算概要の№７、主な事業説明書は５－３ページ、シルバー人材センター補助

金、予算額８７８万円、１５０万円の増であります。 

 事業の概要については、大仙市シルバー人材センターの就業機会確保事業や就労訓練

事業に対する補助金であります。シルバー人材センターからの要請に基づきまして、国

の補助対応額相当について補助することとしております。今回、国の補助基準額が改訂

され、増額になっております。 

大仙市シルバー人材センターは、高年齢者の就労による社会参加や生きがいを持った

生活の促進に寄与して、２７年度からは現役世代の育児等の支援事業を予定しておりま

して、今後も市として支援してまいります。また、ゼロ予算事業として行っている地域

窓口業務につきましても、各支所と企業対策課における、業務依頼仮受付及び会員の就
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業報告書の取り次ぎ業務など、引き続き協力してまいります。 

  次に、予算概要の№８、主な事業説明書は５－４ページ、大仙市雇用助成金、予算額

は、３，７８５万円、７９２万５千円の増であります。 

  特定財源として、２１款１項４目、雇用助成事業債３，７６０万円が充当されており

ます。 

 事業の概要については、これまで市経済・雇用・生活緊急対策として実施してまいり

ました。地元雇用の面で効果があったことから、継続してまいります。 

  内容は、雇用奨励助成金、雇用促進助成金、圏域雇用助成金の三つの制度を運用して

まいります。 

  予算の大部分を占める雇用促進助成金制度につきましては、これまでの名称を「創出」

から「促進」に改め運用してまいります。主な変更点は、雇用実績６ヶ月単位で申請を

受けておりましたが、事業所の事務負担を軽減するため、雇用実績１年に変更し、併せ

て社会福祉法人、介護サービス事業所につきましては、平成２６年４月から新設された

施設の雇用増を対象とするものであります。なお、新卒などの若年者雇用、事業主都合

による離職者を対象とした雇用などは、これまでと同様に支援してまいります。 

２６年度の新規雇用は、雇用奨励助成金制度の新卒者助成額を６０万円としておりま

す。また、すべての制度において１年間の雇用実績に対する助成としてまいります。若

年者雇用と継続雇用支援を充実してまいりたいと思っております。 

次に、予算概要の№９、勤労者福祉資金預託金、予算額５，０００万円であります。 

  特定財源として、２０款３項４目、同預託金元利収入、現年度分が充当されておりま

す。 

 事業の概要については、東北労働金庫大曲支店へ５，０００万円を預託し、労働金庫

が労働者に対する通常融資のほか、勤労者生活支援特別融資制度、国の職業訓練受講者

向けの支援融資などを行っております。 

  労働者に対する融資の一部資金として市が預託し、貸付環境を整備することによりま

して、労働者の生活向上及び福祉増進に寄与しており、労働者に対する融資の円滑化の

ために継続してまいりたいと思っております。 

次に、企業対策に関する主な事業の予算につきましてご説明致します。 

  予算概要の№１０、企業誘致対策費、事業費３９４万４千円、４万８千円の増です。 

  事業の概要については、企業誘致活動に要する各種経費を計上しており、企業信用調
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査のための経費、当常任委員からもご出席して頂いている首都圏企業懇話会の開催経費、

また、秋田県企業立地事務所への職員派遣、全県単位での企業動向の把握や県外の企業

情報の取得、県と合同による企業訪問など、県と連携を取りながら活動してまいります。 

合併以来、１８件の新規操業、事業規模拡大があり、設備投資で７３億２，０２５万

円、雇用面で延べ１９９人など、地域経済への効果があったものと思います。 

  平成２６年度の実績としては、刈和野地区の株式会社秋田今野商店が旧大沢郷小学校

を活用することとなり、２月１日付で賃貸借契約を締結し、既に使用に際して必要な改

修工事を開始しております。 

  また交渉中の案件が２社でありまして、できるだけ早期に進出していただけるように

取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

次に、予算概要の№１２、主な事業説明書は５－３１ページをお願いいたします。企

業雪対策支援事業費、予算額は、６００万円、新規事業であります。 

  事業の概要については、新規誘致企業や設備投資と雇用の増を行った企業に対し、除

雪に係る経費を助成するものです。土地を購入し新たに操業する誘致企業に対しては上

限３００万円を３年間、設備投資し雇用の増に貢献した企業に対しては上限１００万円

を１年間助成してまいります。 

  これまでは企業誘致の実現が難しい状況が続いておりましたために、２６年度までは

どちらかというと、既存企業への支援に注力してまいりましたが、先にご報告いたしま

したとおり、新規誘致を含む企業の動きが活発化してきたことから、この企業への支援

を誘致企業をはじめとする設備投資と雇用の増を行った企業に向けたものへ方向転換を

図ってまいりたいと思っております。 

  こうした制度を設けることによりまして、積雪地である本市において企業の円滑な操

業を支援するとともに、事業のＰＲにより、更なる企業誘致の促進を図ってまいります。 

 以上で、平成２７年度の企業対策課関係の予算説明を終わりますが、よろしくご審議

の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方、お願いいたします。藤田委員。 

○８番（藤田和久） 農林商工部企業対策課の№３、地域職業訓練センター費、田町にあ

る方ですか、隣にある駐車場に対しても、市営だが、これ。センター敷地、駐車場敷地

賃借料。 
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○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） 建物のあるところにも駐車スペースがございますが、

比較的講座といいますか、職業訓練に様々、人の出入りが多いものですから、東側に砂

利程度でございますけれども駐車場を確保しておりまして、センターの敷地の一部と、

それから今申し上げました東側の駐車場の敷地を個人から借りておりまして、この賃借

料の予算であります。 

○委員長（高橋幸晴） はい、茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） ５－３のシルバー人材センターの補助金について、国の制度の改

定によって１５０万、前年度より増額なりましたけれども、この補助金というものはど

ういうところに使われているもんですか。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） シルバーの運営費、事務経費、人件費、運営費など

であります。もちろん国の補助の趣旨に基づいて、活動費といいますか、会員の仕事を

しに行くということ、あるいは仕事を掘り起こすというようなことの活動費に充てられ

ております。 

○委員長（高橋幸晴） はい、茂木員。 

○１１番（茂木 隆） これによって、増額されたことによって、例えばこのシルバー人

材センターの、臨時でもいいし、職員を増やすとか、そういうこともあるんですか。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） この増額した部分の趣旨で１人職員を雇い入れて、

仕事の宣伝といいますか、確保といいますか、動くと聞いております。 

○委員長（高橋幸晴） はい、茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） この事業は、高齢者の働きたい人、そういう雇用の面と、あるい

は生きがいとかという面に大変効果があるというか、事業でありますけれども、これを

見れば一昨年度、１日８時間として７日、６万１千百人くらいが働いたということだと

思うんですけれども、大体それの経済的な効果は、全体でどのくらいの金額になってる

もんだっしか。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） 決算が出ておりますので、２５年度で申し上げます。 

  契約金が２億５，８９１万２千円、材料費とか、いわゆる経費がありますので、純然
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たる労賃として会員に支払われました配分金が２億２，８５９万円であります。受注件

数が５，４７２件であります。これらが経済効果といいますか、上がっております。 

○委員長（高橋幸晴） はい、茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） 会員は会費を出して、登録をして、仕事を待ってるんだと思いま

すけれども、そういう面で例えば、仕事がほとんどないという人もいるかと思いますし、

またかなり仕事をしてる人もおりますけれども、そのあたりはシルバー人材センターで

は、どのように調整というかをしてるもんですか。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） これも２５年度の確定した数値で申し上げますけれ

ども、会員が７７９人、このうち年間を通して１度でも働いたといいますか、仕事をし

たという就労会員が６５８人、率にいたしまして、就業率という言い方ですけれども、

８４．５％となっております。従いまして、ただ今お尋ねのありました点、１５％くら

いの方は名前だけ、それは家庭の事情とかですね、体調とか、いろんなこと考えられる

わけですが、あるいは、いろいろ筆耕という事務的な仕事で登録していても、なかなか

件数がこなかったとか、受注のミスマッチですね、自分の特技と合わないという方も、

意欲はあっても巡り会えなかったという方も中にはいるかもしれませんが、いずれ結果

として１５％の方が名前だけだったという結果になっております。 

○委員長（高橋幸晴） はい、茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） どういう職種が多い、ベスト５あたりまで教えていただきたいと

思います。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） すみません、ちょっと順番まで把握しておりません

でしたけれども、やっぱり圧倒的に草むしり、草刈り、庭木の剪定、冬囲い、この辺が

やっぱり一番多いことだと思います。先ほど申し上げました事務的な関係では、筆耕、

あるいは市の関連の施設にシルバーを通して派遣されたというような関係あたりだと思

います。 

○委員長（高橋幸晴） 茂木委員。 

○１１番（茂木 隆） 例えば、要望されたというか、シルバー人材センターの人を頼み

たいということで、その人を使って、なんという、こっちからの逆指名というか、なん

とかこの人どごまだ、そういうのもやっぱりできる、でぎるんだ。 
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○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） やっぱり、これ人間ですので、いい人にまた来てほ

しいというのは人情だと思いますので、あると思います。それから、先ほど申し上げま

した、特に冬囲いなんかで、見ておりますと木の配置、風向き、それから囲いの材料、

場所、この木にはこの長木を使うとかというようなことは、何度か同じ人がやっている

うちに手馴れてくるといいますか、いいと思いますので、そういうことがあると思いま

す。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。武田委員。 

○１４番（武田 隆） 企業誘致についてだけども、今まで合併して１０年、地元の企業

の拡張というか、そういうのを含めて１８件って、さっき聞いた気がしますけれども、

今も来るがこねがという会社があるという話、要するに今まで来てくれた、大仙市に誘

致してくれた企業に対して、企業対策室として、どういう推進方法をしたっけ来てけだ

がと、それちょっと教えてもらえる。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） それぞれのケースがあるわけですけれども、なんと

いっても平成２０年のリーマンショック以前のケースですと、本社サイドの意向により

まして、こちら大仙の管内の工場を増設しようというような動きが主であったと思って

おります。残念ながら平成２０年の秋にリーマンショックが起きてからは、なかなか企

業の生産活動そのものが低迷期といいますか、となりましたこと、それからあわせてこ

れもご承知のとおり海外、主に中国ですけれども、東南アジア、中国に海外展開、工場

を移転させるという動きも平成２０年度以降加速いたしまして、なかなか新規の誘致が

適わなかったということがあります。ただ、こうした中でありましても、申し上げまし

たとおり１８件につきましては、地元の企業さんが、業種で申し上げますと、縫製業、

精密部品、それからリサイクルなどの環境事業所、それからレンズ研磨、それから金属

加工に入りますけれども、雤どいの製作工場、それから直近では昨年の１２月に現場を

見ていただきました産業用のインクジェットのヘッドを作る会社、もう１件、東長野に

進出いたしました米の低温倉庫、運送業に入りますけれども、こういった会社が地元地

盤に根差した会社さんであって、新しく増築あるいは雇用の増を図っていくという決断

で対象案件になってきたというケースもあります。従いまして、本当に県外からドンと

誘致が適ったというケースがここ数年でいきますと、なかなかカウントできないできた
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という実情であります。 

○委員長（高橋幸晴） 武田委員。 

○１４番（武田 隆） いずれ企業対策課つくってることだがら、企業誘致を主体とした、

実績残すというのが企業対策課の使命だと思いますけれども、要するに俺聞きたいのは、

来てくれた、あるいはこれから来ようとするところに対して、市としてどういう当たり

方したんだと、どういう推進の方法したんだがということを聞きたいんですよ。よく一

般質問すれば、市長はトップセールスだという話するんだけども、俺の場合そのトップ

セールスというのは、今の世の中流行らねど思ってるんで、企業対策課として情報を全

国から集めておいで、その情報に基づいて、企業訪問をして、なんとかうちの方はこう

いう条件だがら、なんとか大仙市さ工場建ててけれどがという、そういうやり方が、俺

とすればそういう方法だべがなと思ってらったんだども、一般質問で、そういうやり方

で、職員の人方もっと動かした方いいんでねがと質問すれば、市長はトップセールスで

やりますという答えが返ってくるがら、そうすれば企業対策課の面々というのは、企業

誘致に対してどういう推進の方法をしてるのかなと、そこちょっと教えてもらいたい。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） トップセールスというやり取りとは別にいたしまし

て、武田委員がおっしゃったとおり、我々動いてるなという感じしております。動く端

緒というのは、いわゆる情報ですけれども、ここに既に生産活動している企業の方を通

じて、あるいは県の東京事務所を通じて、あるいは金融機関の方の情報、本当に様々で

あります。とにかく１件でも端緒を捉まえて、それを逃さないように、ただ相手もあり

ますので、時期を見極めながら事前に調べたり、いろいろできる限りのことをしまして、

直接企業さんにあたっております。ある程度、本当に会社として、よく聞く話は関東圏

ですと、そういうモノづくりの会社に就職してくれない、求人を出しても応募をしてく

れないと、要は働き手がいないというようなこと、あるいは来てもすぐ辞めてしまうと

かということで、質の高い働き手を求めて大仙に行ってみようかというのが大きな動機

のひとつであります。ということで、企業さんなりの様々な悩みを解決するために、で

きるだけの情報を集め、先方さんともし接触ができれば、接触を繰り返して、ある程度

の見込みに花がつきまして、副市長なり、市長なり、で市としての誠意といいますか、

姿勢を見せるということで、そこをトップセールスと、そういう言い方をすれば、そう

なると思いますけれども、前面に立って市長が最初からというのではなくてですね、や
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はり我々担当として精一杯動きまして、ということが、通常活動になっております。 

○委員長（高橋幸晴） はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） 今、情報収集の、地元企業、それから銀行さんとか、そういうの、

例えば全国の工業新聞とか、企業情報とかというやつは、当然企業対策課で、パソコン

でも、当然収集はしてると思うんだけども、そういう中で、例えばどっかの企業が新た

に設備投資したいどがっていう情報が入った時に、すぐに、ま、北上なんかは、あそこ

すごく先進地みたいなかたちで、東北では、その企業対策課みたいなのがあって、情報

が入ったらすぐに新幹線さ乗ってるというようなパターンをやってるということだった

んだっしよ、そういう状況になってるかどうかというのが、ちょっと私の場合、大仙市

の場合そこまでいってねのがなと、だがらちょっと数も尐ねのがなという気がしてるん

で、そこら辺はどういうふうになってる。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） 先ほども申し上げましたとおり、情報、端緒にはで

きるだけのスピードで対応しようと心掛けております。今、武田委員おっしゃったよう

に、直接バッと行ければいいわけですけれども、ほとんどの情報が先ほど言った県の東

京事務所、あるいは金融機関という、第３者を介しておりますので、そういった人たち

の意向といいますか、相談をしながら出来るだけ早く動くようにしております。今、企

業さんも進出にあたっては、北東北３県で比較をしていますとかですね、山形、岩手と

比較していますとか、それはどこの市とかというのは向こうも明かしてくれないわけで

すけれども、条件を見比べるというようなケースが何回かありまして、こちらとしては

既存の施策、すべて考えられる限りの支援策をあげてやるわけですけれども、企業さん

にしてみても地方都市というのが、やっぱり条件が同じようでして、あるいは立地、水

の条件とか、求人の条件とかぐらいの差があるぐらいで、そういう条件を比べて進出の

決定の動機にしているようであります。ですから、直接熱意を見せるというところまで

いかない場面も多いわけですけれども、直接訪問して、是非大仙市の意向をという場面

も何回かあります。 

○委員長（高橋幸晴） はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） 要するに、地方創生だどって、政府が大看板掲げて、その中に企

業を地方へということも石破大臣なんかは考えてるみたいなんだけども、海外進出を止

めて、やっぱり国内さ帰ってくるという企業もでてきてるわげっしよな。そういう情報



 

- 133 - 

を、例えば県なり、その３つからいれるのも結構ですけれども、やっぱり独自に入れて、

独自に走る、必ず県を通してそこの企業さいがねばでぎねというような、そんたシステ

ムにもなってねんだっしべ。だから、大仙市として、こういう設備投資やりたい企業あ

るといえば、すぐに出かけていって、要するに企業と直接交渉もでぎることだっしべ。

そういったことをもうちょっとやったらいかがかなという感じするもんだがら、なんと

なくそういって、県なり、銀行なり、地元企業という、要するに待ちの姿勢になってし

まうんでねがなという、こういうやつっていうのはある程度攻めていがねば、なかなか

企業ものってこねべし、やる気の問題にもかかわると思うんで、やっぱり一番先に情報

入ったけども、一番先に来たっけというようなことだって、あるど思うんだっしよな。

そういった面をこれからは企業誘致に向けていったらいかがかな。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） ただいまいただいた意見、十分に肝に銘じまして、

活動してまいりたいと思います。特に、一般質問にもありました大田区の関係、あるい

はこれまで進出して、この地で操業している関係で、熊谷のものづくりの協同組合さん

とも何度も行き来をしている関係がありまして、そういったあらゆる組織といいますか、

団体との情報交換を重ねて、今の日本国内の開企の動きというものを良く捉えていきた

いと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 武田委員。 

○１４番（武田 隆） 古谷議員が大田区の組合との接触、ちょっとその話、ちょこっと。 

○委員長（高橋幸晴） 古谷副委員長。 

○副委員長（古谷武美） 考えて、いろんな人に相談しながらやるとこなんですけれども、

この前一般質問で武田議員が一般質問した内容なんですけれども、皆さんご存知のとお

り、あそこが技術を持ってる中小企業、零細企業がたくさんいる地域でありまして、そ

この地域の人たちも今、先ほどもありましたけれども、就職する人がいないとか、後継

者いないとかという問題で悩んでるという話も聞いたことがあります。その関係で、大

きい企業じゃなくても、そういう技術を持ってる、２、３人でやってる企業に、多分そ

ういう金額とかなんかあると思うんですけれども、そういうところに行きながら、社長

さんは向こうでいいんだけれども、そこで技術を習得して、大仙に工場を作ってもらう

というかたちのアプローチというか、大企業ばっかりじゃなくて、中小零細企業の技術

を持ってる人たちをここに連れて来て、大仙を技術の集団みたいにできればいいかなと
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思っての考えなんですけれども、そこら辺を含めて、誘致の推進にお願いできればなと

思ってます。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） いただきました意見、十分に参考にしながら、ある

いはご相談させていただきながら、動いていきたいと思いますので、よろしくどうかお

願いします。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。武田委員。 

○１４番（武田 隆） 企業対策の件じゃなくて、全体的な話で、午前中補正やって、午

後から２７年度当初予算、このまま承認するんだけども、今のこの農林商工部というの

は、大仙市の経済を背負ってる部門のひとつなんだっしよな。そういう面で、この予算

というのは、あくまでも地元の経済を良くすると、要するに農林商工部の予算というの

は、すべてそれさつながってくると思うんだっしよ。という意味で、予算はおそらくみ

んな承認すると思うけれども、こういう予算っていうのは、経済を活性化するためのひ

とつの手段なんだっしよな。その手段の予算をいかに上手に使って、いかに大仙市の経

済を活性化させる。ここの部門しかねんだっしよ。ほかの部門は逆なんだよな。使う方

なんだよ。そういった面で、部長をはじめ、以下全員が、ここが大仙市の台所を握って

るんだよというような、職員ひとり一人が気持ちなってもらって、いいアイデアあった

らバンバン出して、我々議会にでもいいし、かなり沈滞してるっしべった、もう。特に

農業なんて、そういった面で、やっぱりなんとかして、もっと元気だすべというような

パターンで、この農林商工部動いてもらいたいというのが、私の思いでして、なんとか

そのへん、部長以下よろしくお願いします。 

○委員長（高橋幸晴） 佐々木部長。 

○農林商工部長（佐々木誠治） 大変、ご心配をおかけしまして、恐縮でございます。 

  いずれにしましても、一般質問でもお答えしましたけれども、やっぱりこちらの方は、

使うほうでなく、収入を得るための産業部門ですので、職員の方々にも縷々新しい視点

で、高所大所から見るようにといってますけれども、それがいろんなアイデア出てます

ので、今後各課長を通じまして、別の視点で農林商工部という仕事をひとつ見てもらっ

て、あと企業につきまして、農業につきましても、やはり、我々の行政サービスを受け

る側の意識改革をしてもらわないと、我々も大変ですので、その辺も含めまして、啓蒙

しながら、使えるものは使うべというような感じで進めてまいりますので、今後ともよ
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ろしくご教示方お願いします。 

○委員長（高橋幸晴） よろしいでしょうか。はい、古谷委員。 

○副委員長（古谷武美） すみません、ひとつ聞きたいんですけれども、大仙市雇用助成

金、仙北市とか美郷町に市の方から補助してるんですけれども、逆パターンもあるんで

すか、向こうの市なりが、大仙市に来た人に。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） 結論から申しますと、仙北市、美郷町には、ありま

せん。組織として、仙北郡を一つにした大仙市、仙北市、美郷町の範囲の雇用開発協会、

市長が会長を務めておりますけれども、１００会員加入の組織団体があります。これは

高校生を中心とした地元就職を促進しようという趣旨の団体ですけれども、この会長名

で仙北市、美郷町の市長、町長に要望しております。会社さんから見れば、経済活動が

郡エリアでやってて、行政によって対応が違うのはという要望も出ておりまして、早期

に一定の雇用助成金として、一定のラインに揃えばなということでは動いております。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、佐藤委員。 

○２０番（佐藤清吉） 今のと同じような話なんだけども、５－４の新規の雇用促進助成

金ってあるよな、これっていうのは、例えば２６年４月１日以降の新規雇用者を対象に

なってる。何カ月以上、あるいは何年以上在職しなければならないのかという、それか

らもうひとつは、新卒者の扱いというのは、これはどうなってるのか、下の方見ると３

年以内とかってあるんだけども、その中にも条件あると思うんだよね。そこら辺、ちょ

っと教えてもらえればと思うんだけども。 

○委員長（高橋幸晴） 小野地企業対策課長。 

○次長兼企業対策課長（小野地洋） お答えいたします。 

  要件は、１年の雇用です。ですから、２６年４月に採用なった方が１年間継続して働

いてくれた場合に、２７年４月以降申請ができますということです。それから新卒の扱

いにつきましては、市として地元定着を図りたいということ、あるいは新卒の解釈をち

ょっと広げて雇い入れた事業所さんを応援したいという気持ちで３年、普通新卒という

と卒業してすぐですので１年ぐらいの話で運用してまいりましたけれども、これを３年

に枞を広げまして、ただしその３年の間に、継続して１年以上勤めていない方です。そ

の方を雇い入れた事業所さんには、その方は新卒者として、額をちょっと上げて交付し

ております。 
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○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ここで、農林振興課長から発言の申し出があります。今野農林振

興課長。 

○農林振興課長（今野功成） 当初予算の中で、冨岡委員にご質問いただきました認定就

農者の件でございます。先ほど、認定は誰がするのかというご質問で、私県知事という

お答えをさせていただきましたが、２６年度の年度途中で制度の変更がございまして、

これまでは県知事でございました、９月３０日までの認定分は県知事でございます。 

１０月１日からは権限移譲を受けまして、市長に認定者が移っております。それから、

もう１点、人数でございますが、１０月１日以降市長が認定したものが年末まで２名で

ございましたので、２名とお答えさせていただきましたが、２月末現在では市長が認定

したものが７名いらっしゃいます。それと、これまでの、今年の９月３０日までの県知

事が認定したものが１９名おりまして、２月末現在あわせて２６名が認定就農者という

方々の人数でございます。訂正してお詫び申し上げたいと思います。 

 それと、先ほど３月補正の段階で答弁を留保させていただいた、藤田委員の農地中間

管理機構を相談したけれども採択できなかった件数につきましてですが、調査しました

ところ、市内全域で２６年度中、７件の方が利用できなかったと聞いております。理由

につきましては、農地が山際にあったり、未整備だったりして、受け手が見つからない

ということが主な要因でございました。 

 それと、冨岡委員の方に、農事組合法人長野ライスファームの代表者のことでお話い

ただきまして、住所が大仙市長野字神林１０２番地、柴田ケイショウさんという方が代

表理事を務めてございます。 

○委員長（高橋幸晴） これをもちまして、質疑を終結いたします。 

これで農林商工部所管分、議案第４９号についての質疑は終了いたしました。 

なお、討論・表決につきましては、最後に一括で行います。 

 

○委員長（高橋幸晴） 次に、請願第５号「農協改革に関する請願書」を議題といたしま

す。 

本件に関して、意見やご質問ございませんか。はい、藤田委員。 

○８番（藤田和久） 農協関係の請願でてますけれども、今マスコミでも言われていると
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おり、農協の改革が次第には個別農協の解体に結びつくというふうに言われています。

それは中央会の監督とか監査を除外するだけでなくて、全農など新しい体制の話し合い

の中で、個別農協の金融保険などが移行など、農協の事業が縮小されますので、そうい

う展開になる。それから農協にはない、特に山間部で果たしている役割、そういうもの

を考えますと、農協はやはりきちんと守っていかなけらばならないと感じ、是非この請

願を採択していただきたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） この請願の事項って、決定したことで、日にちが１２月なんだよ

な。中央会のあれって、ひとつ終わってるっしべ。ここのところちょっとひっかっかっ

て。 

○委員長（高橋幸晴） 藤田委員。 

○８番（藤田和久） 合意したというのは、自民党の中の協議なんですよ。党内の中の協

議で、自民党政府と農協との間でやったのでないので、まだ決定したということには   

 なってないと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 今、藤田委員が言ったのと関連してますが、この件について、農

協の担当者から連絡が来てます。現段階では、あくまでも政府与党との合意であり、法

改正が決定されたわけではありません。よって、提出している請願事項（協同組合の基

本的性格の維持、准組合員の利用制限は行わないなど）については、現場の要望として

政府へ働きかけをしていただきたいというお願いのようでございます。 

  採択という意見がございますが、よろしいでしょうか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） お諮りします。本件につきましては、採択と決することにご異議

ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議なしと認め、本件は採択すべきものと決しました。 

  ただいま採択となりました請願第５号について、意見書の案文をご協議いただきたい

と思います。 

（ 事務局が意見書案を配付 ） 

○委員長（高橋幸晴） ただいま配付いたしました意見書案について、ご意見等ありませ

んか。 
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         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 特にないようでございますので、この意見書案のとおりといたし

ます。 

ただいまご協議頂きました意見書案を、会議規則第１４条第２項の規定により、委員

会として議長に提出したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 

○委員長（高橋幸晴） 次に、請願第６号「ＴＰＰ交渉に関する請願」を議題といたしま

す。 

本件に関して、意見や質疑ありませんか。はい、藤田委員。 

○８番（藤田和久） これもさっきのと同じで、さっきの農協改革そのものがＴＰＰ絡み

と言われてまして、日米財界の要望がそういうふうになってると言われています。ＴＰ

Ｐについては、今週、日米の１週間ぐらいの最終の政府間交渉が始まりまして、それを

基に決めるとしてますけれども、アメリカでは自動車部品関係がなかなか認められない

と、日本では聖域５品目がなかなか認められないと、そういう状況でまずこれから始ま

るわけです。だけども、既にそういうのを提案してむりやり締結しようとしている状況

であります。ところが、このＴＰＰは農業だけでなくて、健康保険だとか雇用関係だと

か、そういうのにも全体に影響を及ぼすということで、ＴＰＰに関しては、大仙市民も

もちろんそうですけれども、全国の多くで反対が続いていますので、ぜひこれを採択し

て政府に要望を届けてもらいたいというふうに思います。ＴＰＰについては、８月頃か

ら大統領選挙が動きますので、その前に一定の締結合意がないと進めないという状況で

すので、今回非常に良い時間的なタイムリーな請願だと思いますので、是非採択をお願

いしたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 採択という意見が出ましたが、ほかにございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） お諮りします。本件につきましては、採択と決することにご異議

ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（高橋幸晴） ご異議なしと認め、本件は採択すべきものと決しました。 

  ただいま採択となりました請願第６号について、意見書の案文をご協議いただきたい

と思います。 

（ 事務局が意見書案を配付 ） 

○委員長（高橋幸晴） ただいま配付いたしました意見書案について、ご意見ございませ

んか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 特にないようでございますので、この意見書案のとおりといたし

ます。 

ただいま協議頂きました意見書案を、会議規則第１４条第２項の規定により、委員会

として議長に提出したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 

○委員長（高橋幸晴） 次に、請願第７号「米価対策の意見書を求める請願」を議題とい

たします。 

本件に関して、意見や質疑ありませんか。はい、藤田委員。 

○８番（藤田和久） 去年米価が一気に下落したわけですけども、去年の夏ごろから米余

り現象が叫ばれまして、過剰米に対する政府の要望を一応いろんな議会陳情などでやっ

てきましたけれども、政府はこういう米価対策や過剰米対策をとってこなかった、その

ために一気に１俵８，５００円というかたちになってしまったわけですけれども、本来

であれば農地法とか農業法の中には、米を主食として国民に提供する義務があって、そ

れを国が管理することになってるんです。ですから、ただ量を供給するというだけでな

くて、価格や流通やそういうことにも責任をもたなければなりません。ところが、今回

の農政改革でもでたように、いろいろな支援制度を廃止しながら米価への支援は段々縮

小するというかたちでこういうような結果になっています。ですから、この米価対策を

きちっととってもらうということで、これも大仙市は農家が農業地帯ですので、なんと

か採択して意見書を上げていただきたいと、こういうことをお願いしたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 採択というご意見があります。ほかにございませんか。 
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         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） お諮りいたします。本件につきましては、採択と決することにご

異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は採択すべきものと決しました。 

  ただいま採択となりました請願第７号について、意見書の案文をご協議いただきたい

と思います。 

（ 事務局が意見書案を配付 ） 

○委員長（高橋幸晴） ただいま配付いたしました意見書案について、ご意見ございませ

んか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 特にないようでございますので、この意見書案のとおりといたし

ます。 

ただいま協議頂きました意見書案を、会議規則第１４条第２項の規定により、委員会

として議長に提出したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 

○委員長（高橋幸晴） 次に、請願第８号「農協改革をはじめとした「農業改革」に関す

る請願」を議題といたします。 

本件に関して、意見や質疑ありませんか。藤田委員。 

○８番（藤田和久） これも、さっきの５番と同じなんですけれども、それに農業委員会

の改革が入っています。これは今回の通常国会に地方選が終わってからなのかな、出さ

れるということで、農業委員会も、市長の任命制にして、業務内容にこれまでの権威と

か、土地の移動だとか、そういうものを取り外して、土地の移動に関する業務に集中さ

せると、そういうことで企業にも農地を開放すると、そういう方向に今度法案が出され

ようとしています。そういうことで、これも農協と農業委員会、きちっと守ってもらう

ということで採択して、送っていただきたいというふうに思います。 

○委員長（高橋幸晴） 採択の意見が出ましたが、そのほかになにかございませんか。 
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         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） お諮りいたします。本件につきましては、採択と決することにご

異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は採択すべきものと決しました。 

  ただいま採択となりました請願第８号について、意見書の案文をご協議いただきたい

と思います。 

（ 事務局が意見書案を配付 ） 

○委員長（高橋幸晴） ただいま配付いたしました意見書案について、ご意見ございませ

んか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 特にないようでございますので、この意見書案のとおりといたし

ます。 

ただいま協議頂きました意見書案を、会議規則第１４条第２項の規定により、委員会

として議長に提出したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 

○委員長（高橋幸晴） 次に、陳情第２８号「労働時間法制の規制強化と安定雇用の確立

を求める陳情」を議題といたします。 

本件に関して、意見や質疑ありませんか。藤田委員。 

○８番（藤田和久） 今回の通常国会に、この労働法制の規制緩和みたいな法案が出され

ております。裁量労働制だとか、残業時間規制のない労働制、それから派遣労働を永久

化する法案、これ２度廃案なったの今度３度目また出されるわけです。そうしたことで、

この今の労働法制がますます悪くされるということで、社会的問題になっております。

そういうことで、労働者の権利と安定雇用を支えるということで、なんとか採択して、

国に意見書を送っていただきたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 採択という意見があがりました。ほかにございませんか。はい、

佐藤委員。 
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○２０番（佐藤清吉） 陳情項目３番の整理解雇の４要件とは何を指しているのか。 

○８番（藤田和久） これは、裁判所で判決の時に使うのが４要件ってあるんですよ。私、

昔労働組合で役員やってなんぼがわかってて、ひとつは、解雇する理由が明確であるか

ということ。それから、まわりの労働者、あるいは労働組合の了解をとったかというこ

と。それから、解雇をしなくてもいいような対策をとったかということ。それからもう

ひとつ、手続きをきちんとしたが、解雇する相手にも、そういう周りにも話をして、了

解を取るために手続きをきちんとしたか、その４つを裁判所の判定ということで、いつ

も出してきてた。それを４要件といわれています。法律に明記はされていないけど、裁

判でそれを使われたので、４要件としてみなされるわけっしよな。 

○委員長（高橋幸晴） 暫時休憩します。 

          午後 ３時３３分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ３時３５分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 

  採択という意見があがりましたが、ほかにございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） お諮りいたします。本件につきましては、採択と決することにご

異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は採択すべきものと決しました。 

  ただいま採択となりました陳情第２８号について、意見書の案文をご協議いただきた

いと思います。 

（ 事務局が意見書案を配付 ） 

○委員長（高橋幸晴） ただいま配付いたしました意見書案について、ご意見ございませ

んか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ないようでございますので、この意見書案のとおりといたします。 

ただいま協議頂きました意見書案を、会議規則第１４条第２項の規定により、委員会

として議長に提出したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 
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         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 

これで、農林商工部所管の議案審査は終了いたしました。 

ここで、説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。再開時刻は、３時４５分とい

たします。 

          午後 ３時３６分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ３時４０分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 

議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。加賀谷農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（加賀谷光秋） 大変ご苦労様です。お疲れのところよろしくお願

い申し上げます。説明の前に、尐し時間をいただき御礼申し上げます。 

  １月９日に開催されました、農業委員との新春懇談会の際には、委員長はじめ委員の

皆様からご出席をいただき誠にありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願い

申し上げます。 

  それでは、私から、議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」農業委員会事

務局所管の予算についてご説明申し上げます。座って説明させて頂きます。 

 平成２７年度当初予算概要、農業委員会事務局をご覧いただきたいと存じます。当初

予算概要の最後のページになります。 

  ご存じのように農業委員会予算は、事務費や負担金でありますので、この当初予算概

要にてご説明申し上げます。 

はじめに、６款１項１目１事業、農業委員会委員報酬でありますが、昨年の委員の改

選により、西仙北選挙区に１名の欠員があり、選挙委員定数４０名に対し３９名と市長

が選任した委員７名により、合わせて４６名の委員報酬２，７５１万円であります。 

  報酬の内訳といたしましては、会長が月額６万１，５００円、会長職務代理者が月額

５万３，０００円、委員が月額４万９，５００円の４４名分となっております。 

次に、６款１項１目１０事業、農業委員会費事務費でありますが、農業委員会の一般

事務に係る経費で、５９４万９千円であります。前年度より１２６万９千円の減となっ
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ております。 

  減の理由といたしましては、東西の農業委員会を統合した時から委嘱しておりました、

農業委員会協力員２７名については、任期３年一期限りとしておりましたことから、報

償費の減が主なものであります。 

  旅費については、農業委員が総会や農地、農政及び広報専門委員会へ出席した際の費

用弁償と職員旅費２３３万２千円であります。 

  需用費については、農業委員会だより年２回発行の印刷費、選挙人名簿関連経費が主

なもので２２１万６千円であります。 

  役務費については、農業委員選挙人名簿関連郵便料が主なもので、１３８万３千円で

あります。 

  この事業には、県からの委託金であります権限移譲事務交付金４８万４千円が充当さ

れます。 

次に、６款１項１目１１事業、会長交際費でありますが、予算額は、１１万３千円で、

前年度より２万円の減であります。主な支出は、慶弔費であります。 

次に、６款１項１目１２事業、農業者年金事務経費でありますが、予算額は、２１８

万円で前年度と同額となっております。農業者年金基金からの委託事業であります。 

  旅費については、年金加入推進にかかる委員の先進地研修費が主なもので、１５３万

４千円であります。 

  需用費については、年金加入推進のリーフレット及び消耗品等の購入で、５５万３千

円であります。 

  この事業には、財源として、農業者年金基金からの業務委託費２１８万円が充当され

ます。 

次に、６款１項１目１３事業、機構集積支援事業費でありますが、この事業は、昨年

までの農地制度実施円滑化事業において実施してきた、農地法に基づく事務の適正実施、

農地の有効利用促進、広域的農地利用調整の活動を引き継ぎつつ、新たに遊休農地の所

有者の農地利用の意思確認、権利調査支援が補助対象に加えられて、組み替えられ機構

集積支援事業となったもので、国からの１００％補助事業であります。 

  予算額は、４９６万１千円で前年度比較では、３８８万４千円の増額となっておりま

す。予算の増額の理由といたしましては、農地台帳が法定化されたことにより、国より

示された法定項目等について、農地の一筆毎の確認及びその農地の農家の意向調査を実
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施するための経費が増額となったものであります。 

 内訳といたしましては、旅費については、農地利用状況調査及び全国担い手サミット

等の旅費９４万２千円であります。 

  需用費については、農地台帳一筆毎の調査及び農地の利用についての意向調査に係る

印刷費及び各種消耗品費等で、７０万５千円であります。 

  役務費については、一筆調査及び意向調査における郵便料等で、２１８万１千円であ

ります。 

  委託料については、総会議事録作成委託料及び農地台帳システム保守業務委託料が補

助金に該当することにより、予算措置したものであり、１１２万１千円であります。 

  この事業には財源として、機構集積支援事業費補助金４９６万１千円が充当されます。 

次に、６款１項１目１６事業、農地情報管理システム運用経費でありますが、農地台

帳システムの保守業務委託料は、機構集積支援事業費にも置かれておりますが、こちら

の経費は、機構集積支援事業の補助金の決定までの３ヶ月分の保守業務委託料と、南外

地域の農地地図情報システムの保守業務委託料で３３万８千円であります。前年度比較

６８万８千円の減については、機構集積支援事業で９ヶ月分について予算措置したこと

により減となったものであります。 

次に、６款１項１目１７事業、農地保有合理化促進事業費でありますが、予算額は、

１４万７千円で、前年度比較４万６千円の減であります。 

  この事業は、秋田県農業公社と農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の効率的、計

画的な集積を図るため、利用調整会議の費用弁償や嘱託登記に係る経費であります。 

  旅費については、農用地利用調整会議出席者への費用弁償９万円であります。 

  役務費については、郵便料５万７千円であります。 

  この事業には、秋田県農業公社から農地保有合理化促進事業費等業務委託費として、

１０万円が充当されます。 

次に、６款１項１目５０事業、農業委員会費負担金でありますが、農業委員会関係団

体への負担金であります。 

  予算額は、秋田県農業会議等負担金が１３２万２千円、秋田県都市農業委員会会長会

負担金４万円、県南地区農業委員会会長会負担金７万７千円、合計で、１４３万９千円

で前年度比較１１万円の減となっております。 

  前年度比較１１万円の減につきましては、県南地区農業委員会会長会負担金について、
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５月の全国農業委員会会長大会にあわせて行われる、県南地区会長会の先進地研修事業

の経費と秋田県農業委員大会において決議された要請事項等について、１２月及び２月

に県選出国会議員に対し要請活動を行う事業の経費が主なものであります。先進地研修、

要請活動の際の交通費等及び県南会長会事務局随行員の経費を、県南７市町村が同額の

負担をするものとしたことによる減であります。 

 以上、簡単にご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますよう

お願い申し上げます。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、お願いいたします。武田委員。 

○１４番（武田 隆） 前回も話したったども、この農地中間管理機構の出し手の人方へ

の相談役というか、を農業委員会になってけでるっしよな。それをもっとこう、個別に

というか、農家個々になんてはでぎねもんだっしべな。 

○委員長（高橋幸晴） 加賀谷農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（加賀谷光秋） 前回の会議の際に、要請ありまして、次の次の総

会にパンフレットを用意しまして、農業委員に配って個々に周知してくださいとは申し

上げました。その次なんですけれども、その予算において、農地の意思確認を全戸にや

りますので、その結果に基づいて、機構に貸した人に関しては、それなりの処置をした

いなとは思っておりますので、まず持ってる農地をどうしたいのかという意思を確認し

たいと思います。  

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、茂木委員。  

○１１番（茂木 隆） 農業者年金の事務経費について、まず最初に農業者年金は今どの

ぐらいの加入の状況になってるのか、ひとつと、年金の加入推進委員というのは、どう

いう方が、その辺ちょっと、何人ぐらいいるのか、お尋ねしたいと思います。  

○委員長（高橋幸晴） 加賀谷農業委員会事務局長。  

○農業委員会事務局長（加賀谷光秋） 農業者年金は、旧制度と新制度がございまして、

旧制度に加入している方は、２，３９０名。新制度に加入している方が８２名でござい

ます。加入推進員は、各地域農業委員１名を加入推進部長といたしまして、加入推進し

ているところでございますが、今年の実績としましては、大仙市農業委員会は８名とい

う目標を立てておりますけれども、現在今のところ４名しか加入していない状況でござ

います。  



 

- 147 - 

○委員長（高橋幸晴） 茂木委員。  

○１１番（茂木 隆） 各地区というのは、旧町村単位を各地区ということだっしな。そ

れから、農業委員会の農業委員会費負担金か、秋田県農業会議の負担金も一番大きい数

字になっておりますけれども、これは各県内の各農業委員会、例えば面積だどが、農業

委員の数だどが、それによっての負担金だと思うんですけれども、県の方ではどのくら

い、秋田県でどのくらい農業委員会に対して負担金を出しているのか。  

○委員長（高橋幸晴） 加賀谷農業委員会事務局長。  

○農業委員会事務局長（加賀谷光秋） 農業会議拠出金、市町村別負担金として、総額で

７５２万４，１４０円で、あと各農地割と、そういうので、各市、あるいは町のでてお

りますけれども、県のまではちょっと、申し訳ございませんけれども。  

○委員長（高橋幸晴） はい、茂木委員。  

○１１番（茂木 隆） 例えば、その県の、秋田県農業会議に職員は、例えば大仙市の場

合農業委員会は大仙市の職員だっしべった。県の農業会議の職員は、県職員なんだっし

か。  

○委員長（高橋幸晴） 加賀谷農業委員会事務局長。  

○農業委員会事務局長（加賀谷光秋） 事務局長が県から派遣された職員１人で、あとは

農業会議が採用した職員になってます。正職員が２名、臨時が９名くらい、あわせて１

２名くらい。  

○委員長（高橋幸晴） 茂木委員。  

○１１番（茂木 隆） 職員の人件費なりは、どこで持ってるもんだっしか。  

○委員長（高橋幸晴） 加賀谷農業委員会事務局長。  

○農業委員会事務局長（加賀谷光秋） 市町村全県で、９４４万６，１０６円しかならな

いので、負担金だけではちょっと賄いきれない人数になりますので、国か県からでてる

のかなと思います。  

○委員長（高橋幸晴） 茂木委員。  

○１１番（茂木 隆） 農業委員会改革でてるがら、今の段階での国の方向性、大仙市の

農業委員会に対して、情報がもしあったら合わせて伺いたいと思います。  

○委員長（高橋幸晴） 加賀谷農業委員会事務局長。  

○農業委員会事務局長（加賀谷光秋） 大まかなことしか申し上げられませんけれども、

第１に農業委員会の業務が、農地利用の担い手集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・
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解消、新規参入の促進等を明確にされたこと。それから、農業委員会は農地転用違反事

案に関し、知事等に原状回復命令を発出することができるようになるとか、あと建議が

できることは、今検討されておりますが、それが農地等の利用の最適化の推進業務に関

しては答申ができますよと、意見を申し上げることができますよということが書かれて

おります。あと、農業委員の選出方法に関しては、市議会の同意を得て、市長が任命す

ると、市長はあらかじめ候補者を各地域、例えば大仙市選挙区８つあるんですけど、そ

の地域から出してもらう、若しくは自分で手を挙げてもらう。その推薦なり、公募した

ものを市長が選任するということになっています。現行農業委員の任期満了が各市町村

で違いますので、当市は平成２９年７月３０日に任期切れますので、それまでは今の現

行の委員で活動することになってございます。あと、人数については、政令基準ありま

すけれども、それの半分程度、なので、今、大仙市４０名ですので、２０名ぐらいにな

るのかなと。市長が選任する、要は、農協、土地改良、議会に関しては、廃止になると

いうことでございます。それから、委員の構成に関しては、認定農業者を必ず半分以上

入れる。それから、農業に関係のない学識経験者も必ず入れるということになってます。

それから、市長がその委員を任命するにあたっては、委員の年齢とか性別に著しい偏り

がないように公平に配慮して選任してもらうということが書かれております。それから、

農業委員を補佐するという意味で、農地利用最適化推進委員なる方を農業委員会が選任

しなければならないことになっています。１００ｈａに１人程度。大仙市、すごい農地

ありますので、かなりの人数を選任しないといけないことになってございます。その農

地利用最適化推進委員は、各農地を守って、農地の有効利用を図って、農業委員会に対

し、かかった事案に対して意見を述べることができるとなっております。  

○１１番（茂木 隆） そうすれば、例えば報酬とか、当然出てくるんですか。  

○農業委員会事務局長（加賀谷光秋） 出てきます。  

だから、今の農業委員報酬、２，７５１万円よりもはるかに大きい金額が出る可能性

があります。  

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） なければ質疑を終結いたします。 

なお、討論・表決につきましては、一括で行います。 

これで、農業委員会所管の議案審査は終了いたしました。 
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ここで、説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。ご苦労様でした。 

          午後 ４時 １分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ４時 ７分 再  開 

○委員長（高橋幸晴） 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 

議案第３８号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第１２号）」をふたたび議題

といたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 討論なしと認めます。 

それではお諮りいたします。本件につきましては、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第６９号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第

１３号）」をふたたび議題といたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 討論なしと認めます。 

お諮りいたします。本件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

○委員長（高橋幸晴） つぎに、議案第４９号「平成２７年度大仙市一般会計予算」をふ

たたび議題といたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 



 

- 150 - 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 討論なしと認めます。 

お諮りいたします。本件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

○委員長（高橋幸晴） 次に、閉会中の継続審査および調査の申し出にかかる事件につい

て、お諮りいたします。 

お手元に配付しました事件につきましては、議長に対し、閉会中の継続審査および調

査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

以上で、当委員会に付託された事件の審査はすべて終了いたしました。 

なお、本委員会の「審査報告書」及び「委員長報告」の案文につきましては、委員長

にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

これで企画産業常任委員会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

          午後 ４時１２分 閉  会 
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